
【母子保健課関係】





１．成育基本法（略称）について（関連資料１～３参照）

「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医

療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」（平

成30年法律第104号。以下「成育基本法」という。）は2018（平成30）

年12月14日に公布され、2019（令和元）年12月１日に施行された。

現在、厚生労働省においては、本法律に基づき、本年夏を目途に関係

する施策を総合的に推進するための成育医療等基本方針の策定を行うべ

く、2020（令和２）年２月13日に成育医療等に従事する者や有識者から

構成される成育医療等協議会を設置し、検討を進めているところ。

本法律において、都道府県は、医療計画その他政令で定める計画を作

成するに当たっては、成育過程にある者等に対する成育医療等の提供が

確保されるよう適切な配慮するよう努めるものとされている。

そのため、各都道府県におかれては、今後の成育医療等協議会の議論

を注視していただくとともに、上記の医療計画等を作成するに当たって

は、法の趣旨や今後策定予定の成育医療等基本方針の記載内容を踏まえ、

当該都道府県における成育医療等の提供に関する施策の内容等を記載す

るよう努めていただきたい。

２．妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援について

（１）子育て世代包括支援センターの全国展開について

（関連資料４～７参照）

子育て世代包括支援センターでは、地域のつながりの希薄化等により、

妊産婦等の孤立感や負担感が高まっている中、妊娠期から子育て期まで

の支援を切れ目なく提供するために相談支援等を行うこととしている。

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」や「ニッポン一億総活躍プラン」

（閣議決定）において、2020（令和２）年度末までの全国展開を目指し

て整備を進めていくこととされており、2019（平成31）年４月１日時点

で983市区町村(1,717か所)に設置されている。

子育て世代包括支援センターの全国展開に向けては、2016（平成28）

年に母子保健法（昭和40年法律第141号）が改正され、同センターの設

置根拠を設け、市町村は設置するよう努めなければならないとされたと

ころである（法律上の名称は「母子健康包括支援センター」）。

子育て世代包括支援センターの設置促進を図るため、2017（平成29）

年度から、同センターを立ち上げるための職員雇上げや協議会の開催等

に要する経費を計上している（子育て世代包括支援センター開設準備事
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業）が、さらに2020（令和２）年度予算案においては、市町村が共同で

センターを設置するための事務的な経費についても活用いただけるよう

準備をしている。

先日、各自治体にご協力頂いた、子育て世代包括支援センターの実施

状況に係るフォローアップの結果では、北海道、徳島県、熊本県、沖縄

県において、2020（令和２）年度末までの設置市町村の割合が低い状況

にあった。

また、設置しないとする要因を個別に分析したところ、

・ 支援プランの作成方法が分からず、手つかずであること、

・ 子育て世代包括支援センターに配置する職員が足りないこと、

・ 町村部では必要性を感じず、設置が進んでいないこと

といった状況が見られた。

支援プランの作成については、子育て世代包括支援センターガイドラ

インで、作成方法についてお示ししているが、各種母子保健の研修でも

ご説明していることから、これらを参考にしていただきたい。

職員の不足については、子ども・子育て支援交付金や、母子保健衛生

費補助金において、職員の雇い上げに係る補助を行っていることや、兼

務も可能としていることから、柔軟な配置をお願いしたい。

町村における設置については、町村間における共同での実施を検討い

ただくことや、2019（令和元）年９月10日付け子母発0910第１号母子保

健課長通知「子育て世代包括支援センターの実施状況及び事例集の送付

について」のうち、町村部での地域の実情にあわせた取り組み事例を紹

介するので、参考にしていただきたい。

厚生労働省としては、2020（令和２）年度末までの全ての市町村での

設置を目指し、引き続き、フォローアップを行っていくほか、未設置の

市町村には設置を強く求めていくこととしているので、今後ともご協力

いただきたい。

※（市における設置例）富山県富山市

妊娠期からの切れ目ない支援体制の構築のため、平成27年度より体制

の強化を図ってきた。独自のママ手帳を配布し、担当保健師の連絡先や

ケアプランの記録などとともに、関係機関間の情報共有ツールとして活

用している。また、ベイビーボックスプレゼント事業を開始し、産後の

母との面談機会を設けることで、産後うつの予防を図っている。

子育て世帯包括支援センターでの妊娠早期からの支援のため、多機関

と連携し、医療機関から妊婦に対して母子手帳交付をセンターで受ける

よう周知してもらうなどしたところ、専門職による母子手帳交付数が増
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加し（H27 20.8％→H29 54.8%）、医療機関からの連絡票の送付も増加。

妊娠早期からの支援につながっている。

今後は産前産後の24時間電話相談の開設や、子ども家庭総合支援拠点

の設置も予定しており、安心して妊娠、出産、子育てができる環境づく

りの推進に向けて更に取り組んでいく。

※（町村における設置例１）埼玉県秩父郡東秩父村

保健センターは、関係機関との連携体制ができており、必要に応じて

妊娠期から早期の支援をしてきた実績があったため、「子育て世代包括

支援センター」としての最低限の体制は既にあると考えられた。また、

子どもの数や職員数も少ないが、だからこそできること、今やっている

ことを生かし充実させていく方針とした。

よって、それまでの保健センターの体制を変えずに子育て支援センタ

ーと協力して2015（平成27）年から「子育て世代包括支援センター」と

しての役割を担った。関係機関との連携・協力を密に行い、多職種によ

る支援の充実を図ることや、人数が少ないからできることを活かす取組

を実施している。

結果として、子育て支援センターの利用者数は2014（平成26）年度の3

52人から、2018（平成30）年度では1724人と大幅に増加し、また、健診

時のアンケートにおいて、産後、退院してからの１か月程度、助産師や

保健師等からの指導ケアは十分に受けることができた産婦の割合が100％

を達成することができた。

※（町村における設置例２）沖縄県国頭郡今帰仁村

マンパワー不足から、これまでの母子保健事業を丁寧に行えていなか

ったことの反省として、当初の目標は、もともとある母子保健活動を丁

寧に充実させることとしていた。

活動の充実を目指し、事業の整理・見直しや、保健師の経験年数の差

によってフォローの視点に違いが生じないよう、フォロー項目の標準化

を図るなどに取り組んだ。その過程で、県保健所や他市町村との連携も

図った。子育て世代包括支援センター事業や母子保健事業について共に

理解を深めるため、保健師のみならず、課長や事務職など協働する職員

も含めた課内勉強会を開催した。また関係機関とも顔の見える関係性の

構築に努めたところ、各種の情報提供数が増加し、個別支援会議の開催

につながった。

このような取組の結果、妊娠期から妊婦と保健師がつながることで、
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信頼関係を築き、支援の拒否が減少し、産後の支援も充実することがで

きた。

各市町村においては、これらの好事例を参考いただくとともに、子育

て世代包括支援センターと、産後ケア事業、産前・産後サポート事業と

緊密に連携することや、その他の母子保健施策等と組み合わせるなど、

妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援について、さらなる充実に努

めていただきたい。

（２）産後ケア事業の法制化について

①母子保健法の一部を改正する法律の施行に向けた取組について

（関連資料８参照）

「母子保健法の一部を改正する法律」（令和元年法律第69号）につい

ては、第200回国会にて成立し、2019（令和元）年12月６日に公布され

た。

この改正により、産後ケア事業が母子保険法に位置付けられ、市町村

は当該事業の実施に努めることが規定された。

現在、厚生労働省においては、本法律の施行に向けて、関係省令の策

定や実施要綱の改正等に向けて検討を進めている。

現時点における検討状況について、Q&A形式で整理しているので、各

都道府県におかれてもご承知いただくとともに、管内市町村への周知を

お願いしたい。

なお、当該Q&Aについては、あくまで現時点のものであり、今後変更

がありうることにご留意願いたい。

②令和２年予算案における産後ケア事業関連予算について

（関連資料９、10参照）

2020（令和２）年度予算案においては、産後ケア事業の運営に際し、

十分な予算を確保しているほか、今般の母子保健法の改正を踏まえ、次

世代育成支援対策施設整備交付金において、産後ケア事業を実施する施

設に対する整備費の補助を計上しているため、積極的な活用をお願いし

たい。

次世代育成支援対策施設整備交付金の利用に際しては、次世代育成支

援対策推進法（平成29年法律第14号）に基づく市町村行動計画に盛り込

む必要があるので、ご留意願いたい。

産後ケア事業の実施に際して、市町村単独での実施に困難を感じてい

る場合には、市町村間での共同実施もありうるため、そういった方法も

含めてご検討いただきたい。また、都道府県におかれては、共同実施に
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向けた市町村間での調整に必要な経費の補助を、2020（令和２）年度予

算案で計上しているため、ご活用・調整いただきたい。

③産後ケアに関連するモデル事業について

産後ケア事業の法制化を踏まえ、今後、各地域において、地域の実

情に応じ、ニーズに応じた産後ケア事業の推進が期待される。

その中にあって、分娩医療機関の減少が予想される地域等においては、

今後、地域の中核的な周産期医療施設における分娩の集約化が進み、産

後の母子は分娩後短期間で当該医療施設を退院し、地域の施設において

産褥期（出産直後）のケアを受ける、といった施設間連携が想定される

ところである。

このような中核的な周産期医療施設と地域の施設の施設間連携の具体

的なあり方や課題の整理等を検討するため、2020（令和２）年度に調査

研究事業として、モデル事業を実施する予定である。

具体的な内容等については、おって情報提供するので、ご了知いただ

きたい。

（３）産婦健康診査について（関連資料11参照）

産後２週間、産後１か月などの出産後間もない時期の産婦に対し健康

診査を実施し、母体の身体的機能の回復、授乳状況及び精神状態の把握

等を行うことは、産後うつ病等産婦のメンタルヘルスケア対策や新生児

への虐待予防等を図る観点から重要である。

このため、2017（平成29）年度から、産婦健康診査事業を実施してい

るが、2020（令和２）年度予算案において、必要な件数の増を計上した

ところであり、未実施の市町村においては事業実施について検討いただ

きたい。。

なお、産婦健康診査事業の実施に当たっては、産後うつ等への早期対

応を行うため、産後ケア事業を実施することを要件としていることにご

留意いただきたい。なお、当該産後ケア事業の実施については、別途事

務連絡で示したとおり、地方単独事業も含まれるので、ご承知おきいた

だきたい。

※日本産科婦人科学会／日本産婦人科医会「産婦人科診療ガイドライン

産科編2017」

（４）産前・産後サポート事業について（関連資料12参照）

妊娠出産包括支援事業のうち、「産前・産後サポート事業」につい

ては、2020（令和２）年度予算案において、運営に際し必要となる予
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算を十分計上しているため、積極的な活用をお願いする。

なお、来年度新規メニューとして、妊産婦等への育児用品等の支援

を創設している。この事業では、妊婦等の状況把握や、医療提供体制

・相談支援体制に関する情報提供等のために、直接面談を行う機会と

するなど、市町村の創意工夫を活かした取り組みの実施に対して補助

を行うものである。

事業の主旨を踏まえ、積極的に補助金をご利用いただきたい。

（５）多胎妊産婦への支援について（関連資料13参照）

孤立しやすく産前産後で育児等の負担が多い多胎妊婦、多胎家庭を支

援するため、「産前・産後サポート事業」における新規メニューとして、

・ 多胎児の育児経験者家族との交流会の開催や相談支援事業を実施す

る「多胎ピアサポート事業」や、

・ 産前・産後において外出の補助や日常の育児に関する補助を行う

「多胎妊産婦サポーター等事業」

を実施するための経費を令和２年度予算案で計上している。

当該事業の実施に際し、対象となる妊産婦等や、多胎育児の育児経験

者家族が少ないなどの場合、他の市町村と共同で実施することも可能と

する予定であるため、積極的に活用いただきたい。

また、多胎妊産婦は外出の困難さを抱えることが想定されるため、産

前・産後サポート事業や、産後ケア事業については、新生児訪問等の際

に、利用の案内や、申請の受付を行うなど、その家庭の状況に配慮した

柔軟な対応をお願いする。

（６）予期せぬ妊娠等で悩む若年妊婦等への支援について

（関連資料14、15参照）

児童虐待による死亡事例については、専門委員会での検証によると、

生後０日で子どもが亡くなった事案の要因は、大半が予期せぬ妊娠であ

り、予期せぬ妊娠に対する対応が０日児の死亡を防ぐことにつながると

考えられる。

そのため、2020（令和２）年度予算案では、予期せぬ妊娠などにより、

身体的、精神的な悩みや不安を抱えた若年妊婦等が、身近な地域で必要

な支援を受けられるよう、若年妊婦等への支援に積極的で、機動力のあ

るNPO等による、SNS等やアウトリーチによる相談支援や、緊急一時的な

居場所の確保などを実施するための費用を計上している。

また、当該若年妊婦等への支援については、NPO等による実施だけで

なく、女性健康支援センターで実施することも可能であることから、地
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域の実情に応じた支援の方法を検討いただき、当該補助を積極的にご活

用いただきたい。

（７）助産施設について

児童福祉法第22条に基づき、都道府県、市及び福祉事務所を設置する

町村（以下「都道府県等」という。）は、妊産婦が、保健上必要がある

にもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない場

合において、その妊産婦から申し込みがあった場合には、助産施設にお

いて助産を実施することとしている。

助産制度については、その活用が、特定妊婦や若年妊婦への支援の面

で有効であるものと考えられることから、2019（令和元）年８月８日付

け子母発0808第１号母子保健課長通知「児童福祉法第22条の規定に基づ

く助産の円滑な実施について」において、助産制度の周知、徴収金基準

額の弾力運用、各関係機関との連携について特段の配慮をお願いしたと

ころである。

各都道府県等におかれては、本通知を踏まえ、適切な助産の実施等を

図るとともに、助産施設が未設置の都道府県等におかれては、設置につ

いて積極的な検討をお願いする。

（８）妊婦健康診査について

①妊婦健康診査の公費負担の状況調査について（関連資料16、17参照）

妊婦が必要な回数（14回程度）の妊婦健康診査を受けられるよう、20

13（平成25）年度以降、地方財政措置が講じられている。また、2015（平

成27）年４月より、妊婦健康診査を子ども・子育て支援法に基づく地域

子ども・子育て支援事業に位置付け、「妊婦に対する健康診査について

の望ましい基準」（平成27年３月31日厚生労働省告示第226号）におい

て、その実施時期、回数及び内容等を定めているところである。

2018（平成30）年４月１日現在における妊婦健康診査の公費負担につ

いては、全ての市区町村で14回以上実施され、公費負担額は全国平均で

105,734円であったが、各市区町村間で公費負担の対象となる検査項目

等の状況に差がみられた。

市区町村におかれては、公費負担の更なる充実を図り、上記基準にお

いて示す検査項目が受けられるよう、引き続き積極的な取組をお願いす

る。

②妊婦健康診査の受診勧奨について

妊娠中は母体や胎児の健康の確保を図る上で定期的に健診を受診し、
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普段以上に健康に気をつけることが必要であることから、妊婦健康診査

の受診を勧奨するため、厚生労働省において、健診の重要性の理解を促

進するためのリーフレットデザインを作成し、ホームページに掲載して

いる。

各市区町村におかれては、広報誌・ホームページへの掲載、リーフレ

ットの作成、各種窓口での配布等の普及啓発により、妊婦健康診査の受

診勧奨に努めていただきたい。

また、妊娠の届出についても、関係機関と連携を図りながら、早期に

届出が行われるよう妊婦等に対し積極的な普及啓発に取り組むととも

に、適切な母子保健サービスの提供を図られたい。

さらに、届出が遅れた者については、届出が遅れた事由及び妊産婦等

の状況の把握や、必要に応じて保健指導を行う等、適切な支援をお願い

する。

引き続き、妊娠や出産に伴う心身の不調に関する知識や相談先につい

ての周知を図るようお願いする。

※すこやかな妊娠と出産のために

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken10/index.html

※“妊婦健診”を受けましょう

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken13/index.html

（９）母子保健施策を通じた児童虐待防止対策の推進について

（関連資料18、19参照）

児童虐待については、児童相談所への児童虐待相談対応件数が年々増

加の一途をたどっており、重篤な児童虐待事件も後を絶たないなど依然

として深刻な社会問題となっている。

2019（令和元）年６月26日には「児童虐待防止対策の強化を図るため

の児童福祉法等の一部を改正する法律」が公布されるなど、児童虐待等

への対応の充実が求められている。

2019（令和元）年８月１日付け子母発0801第１号「乳幼児健康診査未

受診者等に対する取組事例等の周知について」において、児童虐待防止

に資する乳幼児健康診査の取組事例として、当省が実施した調査研究等

のポイントや、自治体における取組事例をまとめ、周知した。

乳幼児健康診査も含めた母子保健施策を通じ、児童虐待防止にも努め

ていただくようお願いする。

併せて、福岡県田川市で、１歳男児が亡くなった昨年の痛ましい事案

を受け、2020（令和２）年１月31日付け子発0131第７号子ども家庭局長
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通知「母子保健施策を通じた児童虐待防止対策の推進について」を発出

し、乳幼児健康診査未受診者等の発育状況等の適切な把握についてや、

要保護児童対策協議会におけるモニタリング体制の構築などを改めてお

示しした。

母子保健施策を通じて得られた情報は、児童虐待の発生予防や早期発

見に資するものであり、母子保健部署だけで抱え込むことなく、迅速に

児童福祉部門などの関係部署と情報共有・連携のもと、適切な対応をお

願いしたい。

また、社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する

専門委員会（2019（令和元）年８月）における「子ども虐待による死亡

事例等の検証結果等について（第15次報告）」の国への提言の中で、虐

待の発生予防及び発生時の的確な対応として、里帰り先などを含め母子

が現に居住している場所での母子保健サービス等の育児支援が受けられ

るよう周知徹底を行うこととされている。これについては、

・ 平成28年10月21日付け事務連絡「無戸籍の児童に関する児童福祉等

行政上の取扱いについて」において、住民票等における記載の有無に

かかわらず、居住実態を確認できれば母子保健サービスを実施するよ

う示しているほか、

・ 2020（令和元）年６月27日付け子母発0627第１号「「妊産婦に対す

る保健・医療体制の在り方に関する検討会」の「議論の取りまとめ」

の送付及びこれを踏まえた取組の推進について」において、里帰り出

産や転居などで移動する場合の継続的な支援体制及び情報共有仕組み

の充実についてお願いしている

ところであるが、改めて取組の充実をお願いしたい。

３．チャイルド・デス・レビュー体制整備モデル事業（仮称）

について（関連資料20、21参照）

チャイルド・デス・レビュー（Child Death Review。以下「CDR」と

いう)は、子どもが死亡した時に、複数の機関や専門家（医療機関、警

察、消防、行政関係者等）から、子どもの既往歴や家族背景、死に至る

直接の経緯等に関する様々な情報を収集し、多角的な検証を行うことに

より、効果的な予防策を導き出し、予防可能な子どもの死亡を減らすこ

とを目的とするものである。

今般、成育基本法や、死因究明等推進基本法の成立を踏まえ、2020（令

和２）年度に都道府県を主体とした実施体制の整備をモデル事業として

試行的に実施するための予算を計上しており、課題を抽出し、その結果
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を国へフィードバックすることで、今後のCDRの制度化に向けた検討材

料とすることとしている。

都道府県においては、趣旨をご理解いただき、モデル事業の実施等に

つき検討いただきたい。

４．新生児聴覚検査について（関連資料22、23参照）

聴覚障害は早期に発見され適切な支援が行われた場合は、聴覚障害に

よる音声言語発達等への影響が最小限に抑えられることから、その早期

発見・早期療育が図られるよう、全ての新生児を対象として新生児聴覚

検査を実施することが重要である。

しかしながら、2017（平成29）年度の母子保健課による調査結果では、

検査の受診者数を把握している市区町村における検査の受診率は81.8

％、公費負担を実施している市区町村は22.6％となっており、その取組

は十分とはいえない結果となっている。

このような状況を踏まえ、2020（令和２）年度予算案では、都道府県

における新生児聴覚検査結果の情報集約や医療機関・市町村への情報共

有・指導等、難聴と診断された子を持つ親への相談支援や、産科医療機

関等の検査状況・精度管理等の実施を支援するための補助を計上してい

る。また、今年度の調査研究事業において、新生児聴覚検査に係る手引

き書のひな形を作成しており、新生児聴覚検査の流れや療育機関との連

携なども記載している。聴覚検査の受診勧奨、検査でリファーとなった

子及びその保護者に対する案内や、療育機関との連携などは大変重要で

あるため、当手引き書と、来年度新規事業とを併せて、十分な体制整備

をお願いしたい。

また、各市町村におかれては、検査の実施、公費による負担への取組

をお願いするとともに、各都道府県におかれては、関係者からなる協議

会を設置するなど新生児聴覚検査体制整備事業を活用し、管内市区町村

における新生児聴覚検査の実施体制の整備に積極的に取り組まれるよう

引き続きお願いしたい。

５．乳幼児健康診査について

（１）乳幼児健康診査の実施について

乳幼児に対する健康診査については、母子保健法及び「乳幼児に対す

る健康診査の実施について」（1998（平成10）年４月８日児発第285号厚
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生省児童家庭局長通知）等に基づき行われてきたところである。2015（平

成27）年度より「健やか親子２１（第２次）」が開始したこと等に伴い、

2015（平成27）年９月に通知の一部を改正し、問診項目の拡充等が図ら

れたところである。

また、2017（平成29）年度子ども・子育て支援推進調査研究事業にお

いて、乳幼児健康診査事業実践ガイド及び乳幼児健康診査身体診察マニ

ュアル（健診従事者向け）を作成したところである。

各市町村におかれては、上記ガイド及びマニュアルを活用して、引き

続き、乳幼児健康診査の円滑な実施に努めていただきたい。

※乳幼児健康診査事業実践ガイド

http://www.ncchd.go.jp/center/activity/kokoro_jigyo/guide.pdf

※乳幼児健康診査身体診察マニュアル

http://www.ncchd.go.jp/center/activity/kokoro_jigyo/manual.pdf

（２）乳幼児健康診査の未受診者の受診勧奨について

乳幼児健診については、母子保健法に基づき実施していただいている

ところであるが、１歳６か月児健診では3.8％、３歳児健診では4.8％（平

成29年度地域保健・健康増進事業報告）の未受診者がいる。

乳幼児健診を子どもに受けさせていない家庭は、受けさせている家庭

よりも虐待リスクが高いことが指摘されていることから、未受診家庭の

把握を通じて、虐待予防のための支援につなげることが重要である。

各市町村におかれては、家庭訪問等により引き続き乳幼児健診未受診

者の受診勧奨等に努めていただきたい。

また、乳幼児健診未受診家庭を把握した際には、児童福祉担当部署等

に情報提供を行い、連携して子どもの安全確認を徹底していただきたい。

※ 前述「２．妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援について」

の「（９）母子保健施策を通じた児童虐待防止対策の推進について」

を参照されたい。

（３）乳幼児健康診査における発達障害の早期発見及び情報の引継ぎ

について

乳幼児健康診査における発達障害の早期発見については、発達障害者

支援法（2004（平成16）年法律第167号）第５条において、市町村は、乳

幼児健康診査を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなけれ

ばならない旨定められている。
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また、2017（平成29）年１月の総務省勧告を受けて、市町村での乳幼

児健康診査における発達障害の早期発見の取り組み事例について、2018

（平成30）年６月に情報提供したところであり、さらに、効果的と考え

られる事例の分析を現在進めているところである。

各自治体におかれては、乳幼児健康診査において、発達障害の早期発見

が効果的に行われるよう、市町村の取り組み事例を参考に、積極的な取

り組みをお願いするとともに、発達障害児に対する一貫した、切れ目の

ない支援を推進する観点から、乳幼児健診の結果等の進学先への積極的

な引継ぎについて検討をお願いする。

各都道府県におかれては、乳幼児健康診査において、発達障害の早期

発見が効果的に行われるよう、市町村の取り組み事例を参考に、管内市

町村に積極的な取り組みを促していただきたい。また、母子保健指導者

養成研修や国立精神・神経医療研究センターにおいて実施されている発

達障害者支援のための研修について、管内の市町村に適宜周知するとと

もに、積極的な参加を促していただきたい。

※発達障害者支援に関する行政評価・監視（総務省）

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/110614.html

※国立精神・神経医療研究センター

http://www.ncnp.go.jp/nimh/kenshu/index.html

６．母子保健情報の利活用の推進について

（１）乳幼児健康診査等の結果の把握及び母子保健施策への活用につ

いて

妊婦健康診査、産婦健康診査、乳幼児健康診査については、それぞれ

母子保健法や通知に基づき実施いただいているところであるが、医療機

関に健診の実施を委託している場合、健康診査の結果を集約できていな

い状況が一部の自治体で生じている。

健康診査の結果を集約することは、母子の健康を保持増進させるため

に

・ 妊産婦や乳幼児に対する保健指導を行うことや、

・ B型肝炎やHTLV-1などの母子感染予防対策事業の充実

など、母子保健施策の企画立案等に資するものである。

また、2018（平成30）年の母子保健法及び行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律 （平成25年法律第27号）

改正に伴い、乳幼児健康診査の情報が情報連携の対象となったことによ
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り、情報照会された情報については、提供することが義務付けられたこ

と等を踏まえ、各自治体におかれては、医療機関と密に連携の上、健康

診査の結果を収集し、積極的にご活用いただきたい。

（２）母子保健情報連携システム改修事業について（関連資料24参照）

2020（令和２）年度中からマイナンバー制度を活用した乳幼児健診及

び妊婦健診情報のマイナポータルでの閲覧や市町村間での情報連携を開

始するため、各市町村においては、母子保健情報連携システムの改修を

遺漏なく実施いただきたい。このシステム改修に当たっては、今年度予

算において、システム改修に必要な予算を計上したところであり、各市

町村におかれては、積極的に活用いただき、感謝申し上げる。今年度中

に改修が終わらなかった場合は、引き続き、次年度への繰越の手続きが

生じるため、遺漏無きようお願いしたい。

万が一、補助金の申請に間に合わなかった場合は、来年度、厚生労働

本省において、若干の繰越が生じるため、必要に応じて申請いただきた

い。なお、繰越額は潤沢にはないため、自治体からの申請が多い場合は、

十分に交付を行えない点について、ご留意のほどお願いする。

各自治体においては、引き続き、データ標準レイアウトに基づき、マ

イナンバー制度における中間サーバーへ副本登録にかかる準備を進めて

いただきたい。

（３）PHR(Personal Health Record)について（関連資料25～28参照）

厚生労働省「データヘルス改革推進本部」のプロジェクトチームは201

9（令和元）年９月に再編され、従来の「乳幼児期・学童期の健康情報」

プロジェクトチームは、「自身のデータを日常生活改善等につなげるPHR

の推進」へ統合された。現在、母子保健情報以外の健康・医療等情報健

診についても、PHRの推進に向けて在り方や課題の包括的な検討を行い、

必要な健康・医療情報等を電子的記録として本人に提供する仕組みにつ

いて検討されている。

７．母子健康手帳の交付等について

（１）母子健康手帳の交付・活用の留意事項

母子健康手帳は、健康と成長の記録であり、また、この記録を参考と

して保健指導や健康診査が行われるなど、母子保健対策を進めていく上

で重要な意義を持つものであることから、2012（平成24）年度に配布し

た「母子健康手帳の交付・活用の手引き」も参考にその効果的な活用に
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ついて、特段の配慮をお願いする。

2020（令和２）年４月１日以降に交付する母子健康手帳の母子保健法

施行規則（昭和40年厚生省令第55号）様式第３号以外の任意記載事項様

式（53頁以降）は、「母子健康手帳の任意記載事項様式について」

（2020（令和２）年１月８日付子母発0108第１号厚生労働省子ども家庭

局母子保健課長通知）のとおりであり、母子健康手帳作成の際に、参考

にしていただきたい。

母子健康手帳における便色カードの作成にあたっては、「母子健康手帳

における便色カードの作成等の要領について」（2011（平成23）年12月2

8日厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知）により作成し

ていただくようお願いしたい。

また、点字版母子健康手帳の印刷にかかる経費について、地方交付税

措置が講じられているところであり、視覚に障害のある妊産婦を把握し

た際は、点字版母子健康手帳についてお知らせし、本人の希望を踏まえ

ながら、一般の母子健康手帳にあわせて、点字版母子健康手帳を配布し

ていただくようお願いしたい。他にも、マルチメディアデイジー版の母

子健康手帳が作成されており、利用者のニーズに合わせてご案内をお願

いしたい。

母子健康手帳の任意様式については、各地域における実情に応じて作

成いただけることしているが、その内容については、妊娠中の薬の使用

に関する注意や、子どもの事故予防、育児の上での相談場所など、知っ

ていただきたい内容が網羅されていることから、積極的に記載し、ご案

内いただくようお願いする。

併せて、「体罰等によらない子育ての推進に関する検討会」でとりまと

められた内容をもとに、周知用資料を作成しているところであり、母子

健康手帳の配布時に一緒に配布するなど、周知へのご協力をお願いする。

※母子健康手帳の交付・活用の手引き

http://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/hatsuiku/index.files/

koufu.pdf

※母子健康手帳における便色カードの作成等の要領について

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7959&dataType=1&p

ageNo=1

（２）外国人への対応について

母子保健法に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子

健康手帳を交付しなければならないとされていることから、在留外国人
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に対しても、妊娠届出に際し、母子健康手帳の交付を行うよう留意され

たい。

なお、今年度の調査研究において、多言語での母子健康手帳の作成や、

その活用方法についてまとめているところであり、完成次第、情報提供

するので、活用いただきたい。

（３）乳幼児身体発育調査の実施について（関連資料29、30参照）

母子健康手帳に掲載されている乳幼児身体発育曲線については、厚生

労働省が10年ごとに実施する乳幼児身体発育調査結果に基づき作成して

いる。乳幼児身体発育調査は、全国の乳幼児の身体発育の状態を調査し、

我が国の乳幼児の身体発育値を定めて、乳幼児の保健指導の改善に資す

るものであり、2020（令和２）年度予算案において、実施することとし

ている。

前回調査どおり９月に調査を実施する予定であり、事前に乳幼児身体

発育調査説明会を開催することとしているので、調査にあたっては御協

力をお願いする。

８．「健やか親子２１（第２次）」の推進について

（１）「健やか親子２１（第２次）」について（関連資料31、32参照）

「健やか親子２１」は、21世紀の母子保健の取組の方向性と目標を示

し、関係機関・団体が一体となって推進する国民運動として、2001（平

成13）年から取組を開始し、2015（平成27）年度からは、2024（令和６）

年度までを運動期間とする「健やか親子２１（第２次）」を開始してい

る。

「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現に向け、３つの基盤課

題と２つの重点課題を設定している。課題の達成に向け、約90の関係団

体で構成される「健やか親子２１推進協議会」においても取組を推進し

ている。

「健やか親子２１（第２次）」推進にあたり、各自治体においては、

これまでの母子保健事業等で把握した情報等を踏まえ、ＰＤＣＡサイク

ルに基づいて各施策を展開していただきたい。評価にあたっては、乳幼

児健診情報システムを活用いただき、収集した情報を利活用していただ

きたい。都道府県においては、管内の状況把握を行うとともに、地域格

差が認められる場合においては、積極的に対策を講じていただきたい。

「健やか親子２１（第２次）」の公式ウェブサイトに母子保健に関す

る取組を登録いただくシステム(取組データベース)があり、これまでは
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自治体の取組に限定して登録していたところであるが、今年度システム

の改修を行い、企業や団体の取組についても登録できるように改変して

いる。各自治体におかれては自治体の取組を積極的に登録いただくとと

もに、登録された他自治体や企業・団体の取組を母子保健事業実施に当

たって活用されたい。

【参考】

「健やか親子２１（第２次）」ウェブサイト http://sukoyaka21.jp/

また、健やか親子２１に関する普及啓発を行う際には、シンボルマー

クである「すこりん」を活用していただきたい。

（２）「健やか親子２１（第２次）」中間評価について

（関連資料33、34参照）
「健やか親子２１（第２次）」については、今年度これまでの取組状

況についての中間評価を実施し、2019（令和元）年８月に報告書をとり

まとめたところである。「健やか親子２１（第２次）」策定時に目標とし

て設定した52指標のうち、34指標が改善するなど一定の成果が出ており、

自治体の地道な取組の効果が表れているところである。一方で妊産婦の

メンタルヘルス、十代自殺や児童虐待による死亡数等の大きな課題も残

されており、引き続き対策をお願いする。また、地域間での健康格差を

解消するためには、母子保健サービスを担う各市町村が取組の質の向上

を図ることに加え、都道府県においては地域間の母子保健サービスの格

差の是正に向けた、より広域的、専門的な視点での市町村支援が求めら

れており、都道府県との連携をとりつつ多層構造により取組を進めてい

ただきたい。

（３）「健やか親子２１」全国大会について（関連資料35参照）

毎年健やか親子２１全国大会を開催し、全国から母子保健事業及び家

族計画関係者の参画のもと、「健やか親子２１」の推進を図るとともに、

事業推進に功績のあった個人及び団体を表彰し、我が国の母子保健事業

及び家族計画事業の一層の推進を図っている。

2019（令和元）年度は、千葉県で開催された。2020（令和２）年度は、

2020（令和２）年11月５日（木）～６日（金）に、大阪府において開催

される予定である。

各自治体におかれては、母子保健関係者に全国大会への積極的な参加

を働き掛けていただきたい。
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（４）「健康寿命をのばそう！アワード（母子保健分野）」について

（関連資料36参照）

「健康寿命をのばそう！アワード」は、2012（平成24）年度より、あ

らゆる世代のすこやかな暮らしを支える良好な社会環境の構築を推進す

ることを目的として、生活習慣病の予防、地域包括ケアシステムの構築

に向けた介護予防・高齢者生活支援に関する優れた取組を表彰する制度

である。2015（平成27）年度からは、母子の健康増進を目的とする優れ

た取組を行う企業・団体・自治体の表彰も行っている。

2019（令和元）年度は、自治体部門では、厚生労働大臣最優秀賞を須

坂市(長野県)、厚生労働大臣優秀賞を高浜町(福井県)、厚生労働省子ど

も家庭局長優良賞を静岡県、湯浅町（和歌山県有田郡）が受賞した。受

賞した取組については、紹介冊子を作成し、「健やか親子２１（第２次）」

の公式ウェブサイトでも紹介している。

各自治体におかれては、上記の公式ウェブサイトで紹介されている優

れた取組を参考に、母子の健康増進に関する積極的な取組を企業・団体

・自治体に働き掛けていただきたい。

2020（令和２）年度以降も募集を予定しており、優れた取組について

積極的な応募をお願いする。

９．妊産婦や乳幼児に関する栄養・食生活について

（１）授乳・離乳の支援ガイドの改定について（関連資料37参照）

妊娠期・授乳期においては、母子の健康の確保のために適切な食習慣

の確立を図ることが重要である。また、授乳期・離乳期は子どもの健康

にとって極めて重要な時期であり、親子双方にとって、慣れない授乳、

慣れない離乳を体験する過程を支援することが必要である。このため、

厚生労働省では、妊産婦や子どもに関わる産科施設、小児科施設、保健

所・市町村保健センターなどの保健医療従事者が授乳や離乳の支援に関

する基本的事項を共有することで妊産婦への適切な支援を進めていくこ

とができるよう、「授乳・離乳の支援ガイド 」を2007（平成19）年に

作成し、自治体や医療機関等で活用されている。その後の科学的知見の

集積、育児環境や就業状況の変化、母子保健施策の充実等、授乳や離乳

を取り巻く社会環境等の変化を踏まえ、同ガイドを2019（平成31）年３

月に改定し、これまでよりも育児支援の視点を重視するとともに、食物

アレルギー予防に関する支援についての記載を充実させる等、内容の見
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直しを行った。2019（令和元）年度は、一般の方への普及啓発を行うた

め、見直しの内容を踏まえ、授乳や離乳についてわかりやすく記載した

リーフレットを作成しており、2020（令和２）年４月を目途に周知する

予定である。各自治体におかれては、乳幼児健康診査の機会等での積極

的な活用をお願いする。

（２）災害時の授乳の支援等（関連資料38参照）

災害時は、授乳中の女性にとって、避難所等での慣れない生活環境に

より心身の負担が大きくなるとともに、断水や停電等により清潔に授乳

できる環境が確保できない可能性も考えられるため、特段の配慮が必要

となる。また、災害に備え、平時から母子に必要となる物資の備蓄等に

ついて進めることも重要である。このため、厚生労働省では、2019（令

和元）年10月25日付け事務連絡により、各都道府県等に対し、災害時に

おける授乳中の女性への支援等に関して、断水等によりライフラインが

断絶された場合においても水等を使用せずに授乳できる乳児用液体ミル

クを母子の状況等に応じて活用いただくこと、平時からの対策として育

児用ミルク（粉ミルク又は乳児用液体ミルク）等の授乳用品など母子に

必要となる物資の備蓄を進めることをお願いしている（※）。

各自治体におかれては、災害時の授乳に当たっての環境の整備や授乳

中の女性への支援について関係部局間で連携して進めていただくととも

に、平時から育児用ミルク及び使い捨て哺乳瓶や消毒剤等の授乳用品な

どの母子に必要となる物資の備蓄も進めていただくよう、お願いする。

※災害時における授乳の支援並びに母子に必要となる物資の備蓄及び活

用について（2019（令和元）年10月25日付け事務連絡）

https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000561611.pdf

10．不妊治療への助成等について

①不妊治療への助成（関連資料39参照）

不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる配偶

者間の体外受精及び顕微授精に要する費用の一部を助成している。

男性の不妊治療を伴う場合には、夫婦ともに不妊治療が必要となり、

治療費も更に高額になることから、2019（令和元）年度予算において、

男性の不妊治療にかかる初回の助成額を最大15万円から30万円に増額し
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たところである。2020（令和２）年度予予算案においても、引き続き事

業を安定的に実施するための予算を確保している。

都道府県等におかれては、引き続き不妊治療への助成の適切な実施と

ともに、男性不妊治療も含め、不妊治療に関する正確な情報の提供や普

及啓発を併せてお願いしたい。

②不妊専門相談センター等（関連資料40参照）

不妊専門相談センターについては、令和元年度末までに全都道府県・

指定都市・中核市に配置して相談機能を強化することとしていたが、20

19（令和元）年７月１日時点で76箇所の設置にとどまっていることから、

センター未設置の指定都市・中核市におかれては、設置に向けた積極的

な検討をお願いしたい。なお、指定都市や中核市が単独で実施すること

が難しい場合、都道府県と市による共同実施や複数の市による共同実施

も考慮し、設置に向けた検討をお願いしたい。

令和２年度予算案においては、当該目標の達成に向けて必要な箇所数

の予算を計上しているほか、2018（平成30年）度子ども・子育て支援推

進調査研究事業において、「不妊症及び不育症における相談支援体制の

現状及び充実に向けた調査研究事業報告書」を周知したところであり、

ご活用いただきたい。

既に設置している都道府県等におかれては、相談窓口の利便性の向上

や相談機能の強化（開設時間の延長や開設日数の拡充）に努めていただ

きたい。

また、不育症に関する普及啓発を強化するため、今年度の調査研究事

業により、パンフレットやポスターを作成中である。完成次第、お送り

するので、積極的に活用いただきたい。

11．出生前遺伝学的検査について（関連資料41～43参照）

NIPT検査（無侵襲的出生前遺伝学的検査(Noninvasive prenatal

genetic testing)）については、「『母体血を用いた新しい出生前遺伝

学的検査』の指針等について（周知依頼）」（2013（平成25）年３月13日

雇児母発0313第１号母子保健課長通知）により、以下のとおり当省の見

解を示すとともに、管内市町村等に対する周知を依頼している。

①一般的に医学的検査は、必要な患者に対し、診察から検査、診断、治

療に至るまでの医師が行う診療行為の一環としてなされるべきもので

あること

②特に、新出生前遺伝学的検査については、その高度な専門性と結果か
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ら導き出される社会的影響を考慮すると、検査前後における専門家に

よる十分な遺伝カウンセリングにより、検査を受ける妊婦やその家族

等に検査の意義や限界などについて正確に理解していただくことが必

要であること

③検査対象者については、新出生前遺伝学的検査の特性を踏まえ、超音

波検査等で胎児が染色体数異常を有する可能性が示唆された者や染色

体数的異常を有する児を妊娠した既往のある者、高齢妊娠の者等、一

定の要件を定めることが必要であること

④そのためには、学会関係者に限らず、検査に関わる全ての学術団体、

医学研究機関、医療機関、臨床検査会社、遺伝子解析施設、遺伝子解

析の仲介会社、健康関連企業等の皆様にも、学会指針を尊重して御対

応いただくことが必要であること

NIPTについては、ここ数年、認定施設以外の医療機関での検査が増加

し、妊婦の不安や悩みに寄り添う適切なカウンセリングが行われていな

い等の問題が指摘されている。

こうした状況を踏まえ、「母体血を用いた出生前遺伝学的検査（NIPT

検査）の対応について」（2019（令和元）年６月21日子母発0621第１号

母子保健課長通知）により、厚生労働省において必要な議論を行う旨を

日本産婦人科学会に向けて通知した。

NIPTの実施体制等の検討に資する必要なデータや事例の収集等を行

い、その実態を把握・分析することを目的として、ワーキンググループ

を立ち上げ、2019（令和元）年10月より会議を開催しているところであ

る。

12．旧優生保護法について（関連資料44～47参照）

「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給

等に関する法律」（平成31年法律第14号）については、2019（平成31）

年４月24日（旧優生保護法一時金認定審査会については６月24日）に施

行されたところである。

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金（以下「一

時金」という）の厚生労働省及び都道府県への請求件数は823件（2020

（令和２）年２月２日時点）、支給認定件数は425件（2020（令和２）

年１月末時点）である。

一時金の支給対象者が確実に請求を行うことができるよう、厚生労働

省においては、一時金についての専用ホームページの開設、政府広報を
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活用したネット広告、ラジオ広告、テレビ番組などにより制度の周知に

取り組むとともに、ポスター・リーフレットを作成したところである。

また、障害特性に配慮した周知広報として、手話・字幕付き動画、点

字版リーフレット及び制度を分かりやすく説明したリーフレットを作成

したところである。

さらに、本年３月24日から３月30日までの期間において、メディアを

活用した広報に取り組む予定である。

都道府県におかれても、一時金の支給対象者となり得る者に確実に情

報が届くよう、様々な機会を捉えて積極的に周知・広報を行うようお願

いする。

一時金支給の対象者の多くが高齢で疾病や障害がある方であり、心理

的な負担となることも想定されることから、その方から都道府県の窓口

に相談等があった場合には、その者の状況に応じた丁寧な対応・相談支

援を行うことをお願いする。
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年
法
律
第
10
4号
）

※
20
18
年
12
月
14
日
公
布

次
代
の
社
会
を
担
う
成
育
過
程
に
あ
る
者
の
個
人
と
し
て
の
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、
そ
の
心
身
の
健
や
か
な
成
育
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
な

課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
成
育
医
療
等
の
提
供
に
関
す
る
施
策
に
関
し
、
基
本

理
念
を
定
め
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
保
護
者
及
び
医
療
関
係
者
等
の
責
務
等
を
明
ら
か
に
し
、
並
び
に
成
育
医
療
等
基
本
方
針
の
策
定
に
つ
い

て
定
め
る
と
と
も
に
、
成
育
医
療
等
の
提
供
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
成
育
過
程
に
あ
る
者
及
び
そ
の
保
護

者
並
び
に
妊
産
婦
に
対
し
必
要
な
成
育
医
療
等
を
切
れ
目
な
く
提
供
す
る
た
め
の
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
。

○
基
本
理
念

・
成
育
過
程
に
あ
る
者
の
心
身
の
健
や
か
な
成
育
が
図
ら
れ
る
こ
と
を

保
障
さ
れ
る
権
利
の
尊
重

・
多
様
化
・
高
度
化
す
る
成
育
過
程
に
あ
る
者
等
の
需
要
に
的
確
に
対
応
し
た

成
育
医
療
等
の
切
れ
目
な
い
提
供

・
居
住
す
る
地
域
に
か
か
わ
ら
ず
科
学
的
知
見
に
基
づ
く

適
切
な
成
育
医
療
等
の
提
供

・
成
育
過
程
に
あ
る
者
等
に
対
す
る
情
報
の
適
切
な
提
供
、
社
会
的
経
済
的
状
況

に
か
か
わ
ら
ず
安
心
し
て
子
ど
も
を
生
み
、
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
の
整
備

○
国
、
地
方
公
共
団
体
、
保
護
者
、
医
療
関
係
者
等
の
責
務

○
関
係
者
相
互
の
連
携
及
び
協
力

○
法
制
上
の
措
置
等

○
施
策
の
実
施
の
状
況
の
公
表
（
毎
年
１
回
）

○
成
育
医
療
等
基
本
方
針
の
策
定
と
評
価

※
閣
議
決
定
に
よ
り
策
定
し
、
公
表
す
る
。

※
少
な
く
と
も
６
年
ご
と
に
見
直
す

○
基
本
的
施
策

・
成
育
過
程
に
あ
る
者
・
妊
産
婦
に
対
す
る
医
療

・
成
育
過
程
に
あ
る
者
等
に
対
す
る
保
健

・
成
育
過
程
に
あ
る
者
・
妊
産
婦
の
心
身
の
健
康
等
に
関
す
る
教
育
及
び
普
及
啓
発

・
記
録
の
収
集
等
に
関
す
る
体
制
の
整
備
等

例
：
成
育
過
程
に
あ
る
者
に
対
す
る
予
防
接
種
等
に
関
す
る
記
録

成
育
過
程
に
あ
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る

そ
の
死
亡
の
原
因
に
関
す
る
情
報

・
調
査
研
究

○
成
育
医
療
等
協
議
会
の
設
置

※
厚
生
労
働
省
に
設
置
し
、
委
員
は
①
成
育
医
療
等
に
従
事
す
る
者
及
び

②
学
識
経
験
を
有
す
る
者
か
ら
厚
生
労
働
大
臣
が
任
命
（
20
名
以
内
）

○
都
道
府
県
の
医
療
計
画
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
計
画
の
作
成
の
際
の

成
育
医
療
等
へ
の
配
慮
義
務
（
努
力
義
務
）
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①
都
道
府
県
障
害
児
福
祉
計
画

（
児
童
福
祉
法
第

33
条
の

22
第

1項
）

②
都
道
府
県
地
域
福
祉
支
援
計
画

（
社
会
福
祉
法
第

10
8条
第
１
項
）

③
自
立
促
進
計
画

（
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
第

11
条

第
２
項
第
３
号
）

④
都
道
府
県
障
害
者
計
画

（
障
害
者
基
本
法
第

11
条
第

2項
）

⑤
予
防
計
画

（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療

に
関
す
る
法
律
第

10
条
第
１
項
）

⑥
都
道
府
県
男
女
共
同
参
画
計
画

（
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
第

14
条
第

1項
）

⑦
都
道
府
県
基
本
計
画

（
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等

に
関
す
る
法
律
第
２
条
の
３
第
１
項
）

⑧
都
道
府
県
健
康
増
進
計
画

（
健
康
増
進
法
第
８
条
第
１
項
）

⑨
都
道
府
県
食
育
推
進
計
画

（
食
育
基
本
法
第

17
条
第
１
項
）

成
育
基
本
法
第
１
９
条
第

1項
に
基
づ
き
政
令
で
定
め
る
計
画

⑩
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第

89
条
第
１
項
）

⑪
都
道
府
県
自
殺
対
策
計
画

（
自
殺
対
策
基
本
法
第

13
条
第
１
項
）

⑫
都
道
府
県
が
ん
対
策
推
進
計
画

（
が
ん
対
策
基
本
法
第

12
条
第

1項
）

⑬
教
育
の
振
興
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画

（
教
育
基
本
法
第

17
条
第
２
項
）

⑭
都
道
府
県
子
ど
も
・
若
者
計
画

（
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
法
第
９
条
第
１
項
）

⑮
都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
支
援
計
画

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第

62
条
第
１
項
）

⑯
都
道
府
県
計
画

（
子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第

9条
第

1項
）

⑰
都
道
府
県
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
対
策
推
進
計
画

（
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
対
策
基
本
法
第

14
条
第
１
項
）

⑱
都
道
府
県
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
推
進
計
画

（
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
基
本
法
第

13
条
第
１
項
）

⑲
都
道
府
県
循
環
器
病
対
策
推
進
計
画

（
健
康
寿
命
の
延
伸
等
を
図
る
た
め
の
脳
卒
中
、
心
臓
病
そ
の
他
の
循
環
器
病
に
係
る
対
策

に
関
す
る
基
本
法
第

11
条
第
１
項
）

（
医
療
計
画
等
の
作
成
に
当
た
っ
て
の
配
慮
等
）

第
19
条
都
道
府
県
は
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
計
画
そ
の
他
政
令

で
定
め
る
計
画
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
成
育
過
程
に
あ
る
者
等
に
対
す
る
成
育
医
療
等
の
提
供
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
適
切
な
配

慮
を
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

成
育
基
本
法
第
1
9
条
第
１
項

政
令
で
定
め
る
計
画
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○
成
育
基
本
法
（
令

和
元
年

1
2
月
１
日
施
行
）
に
基

づ
き
、
政
府
は
、

成
育
医
療
等
基
本
方
針
を
策
定
。

○
厚
生
労
働
大
臣
は

、
基
本
方
針
の
案

を
作
成
す
る
際
に
、
成
育
医

療
等
協
議

会
の

意
見

の
聞

く
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。

○
そ
の
た
め
、
厚
生

労
働
省
に
成
育
医

療
等
協
議
会
を
設
置
（
成
育

医
療
等
の

業
務

に
従

事
す

る
者

、
学
識
経
験
の
あ
る
者

よ
り

2
0
名
の
委
員
を
任
命
（

任
期
（
２
年
）

）
）
。

○
成
育
基
本
法
に
基
づ
き
、
国
が
定
め
る
と
さ
れ
た
成
育
医
療
等
基
本
方
針
（
基
本
方
針
）
の
策
定
の
た
め
、

令
和
２
年
２
月
１
３
日
に
審
議
開
始
。

○
基
本
方
針
に
つ
い
て
は
、
本
年
夏
を
目
途
に
取
り
ま
と
め
を
目
指
し
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
た
上
で
閣

議
決
定
予
定
。

（
5
0
音
順
・
敬
称
略
。
◎
は
委
員
長
）

◎

秋
山

千
枝

子
医

療
法

人
社

団
千
実

会
あ

き
や

ま
子

ど
も

ク
リ

ニ
ッ

ク
院

長

奥
山

千
鶴

子
N
P
O
法

人
子

育
て

ひ
ろ

ば
全

国
連

絡
協

議
会

理
事

長

五
十

嵐
隆

国
立

成
育

医
療

研
究

セ
ン

タ
ー

理
事
長

磯
谷

文
明

く
れ

た
け

法
律

事
務

所
弁
護

士

井
本

寛
子

公
益

社
団

法
人

日
本

看
護

協
会

常
任
理

事

金
森

勝
雄

富
山

県
舟

橋
村

村
長

神
川

晃
公

益
社

団
法

人
日
本

小
児

科
医

会
会
長

楠
元

洋
子

社
会

福
祉

法
人

キ
ャ

ン
バ

ス
の

会
理
事

長

末
松

則
子

三
重

県
鈴

鹿
市

長

迫
和

子
公

益
社

団
法

人
日
本

栄
養

士
会

専
務
理

事

園
田

正
樹

C
I
 
I
n
c
.
 
（
シ

ー
ア

イ
・

イ
ン

ク
）

代
表

取
締

役

中
澤

よ
う

子
神
奈

川
県

健
康

医
療

局
医
務

監

中
西

和
代

株
式

会
社

風
讃

社
た

ま
ご

ク
ラ

ブ
編

集
部

ひ
よ

こ
ク

ラ
ブ

編
集

部
統

括
部

長

橋
本

直
也

株
式

会
社

K
i
d
s
 
P
u
b
l
i
c

代
表

取
締

役

平
川

俊
夫

公
益

社
団

法
人

日
本

医
師

会
常
任

理
事

平
原

史
樹

公
益

社
団

法
人

日
本

産
婦

人
科

医
会

副
会
長

山
縣

然
太
朗

山
梨

大
学

大
学

院
総

合
研

究
部

医
学

域
社

会
医

学
講

座
教
授

山
田

直
子

埼
玉

県
立

常
盤

高
等

学
校

校
長

山
本

秀
樹

公
益

社
団

法
人

日
本

歯
科

医
師

会
常
務

理
事

吉
川

優
子

一
般

社
団

法
人

吉
川

慎
之

介
記

念
基

金
代
表

理
事

成
育
医
療
等
協
議
会
に
つ
い
て

構
成
員

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
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保
健
所

児
童
相
談
所

子
育
て
支
援
機
関

医
療
機
関
（
産
科
医
、
小
児
科
医
等
）

①
妊
産
婦
等
の
支
援
に
必
要
な
実
情
の
把
握

②
妊
娠
・
出
産
・
育
児
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
提
供
・
助
言
・
保
健
指
導

③
支
援
プ
ラ
ン
の
策
定

④
保
健
医
療
又
は
福
祉
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整

※
医
師
、
歯
科
医
師
、
栄
養
士
・
管
理
栄
養
士
、
歯
科
衛
生
士
、
理
学
療
法
士
、
心
理
職
な
ど
の
専
門
職
の
配
置
・
連
携
も
想
定
さ
れ
る
。

妊
産
婦
等
を
支
え
る
地
域
の
包
括
支
援
体
制
の
構
築

妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援

障
害
児
支
援
機
関

妊
娠
前

妊
娠
期

出
産

産
後

育
児

妊
婦
健
診

乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業

子
育
て
支
援
策

・
保
育
所
・
認
定
こ
ど
も
園
等

・
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

・
里
親
・
乳
児
院

・
養
子
縁
組

・
そ
の
他
子
育
て
支
援
策

両
親
学
級
等

妊
娠
に
関
す
る

普
及
啓
発

不
妊
相
談

乳
幼
児
健
診

予
防
接
種

産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業

産
後
ケ
ア
事
業

近
隣
住
民
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
に
よ
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
サ
ー
ビ
ス

養
育
支
援
訪
問
事
業

民
間
機
関
・
関
係
団
体

ソ
ー
シ
ャ
ル

ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー

看
護
師

助
産
師

保
健
師

産
婦
健
診

サ ー ビ ス （ 現 業 部 門 ）マ ネ ジ メ ン ト （ 必 須 ）
母
子
保
健

子
育
て
支
援

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
全
国
展
開

○
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援
を
提
供
で
き
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

○
保
健
師
等
を
配
置
し
て
、
妊
産
婦
等
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
健
診
等
の
「
母
子
保
健
サ
ー
ビ
ス
」
と
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
等
の
「
子
育
て

支
援
サ
ー
ビ
ス
」
を
一
体
的
に
提
供
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
情
報
提
供
や
関
係
機
関
と
の
調
整
、
支
援
プ
ラ
ン
の
策
定
な
ど
を
行
う
機
関

〇
母
子
保
健
法
を
改
正
し
、
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
法
定
化
（2
01
7年
４
月
１
日
施
行
）（
法
律
上
は
「母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」）

➢
実
施
市
町
村
数
：
９
８
３
市
区
町
村
（１
，
７
１
７
か
所
）2
01
9年
４
月
１
日
現
在
➢
２
０
２
０
年
度
末
ま
で
に
全
国
展
開
を
目
指
す
。

※
各
市
区
町
村
が
実
情
に
応
じ
て
必
要
な
箇
所
数
や
管
轄
区
域
を
判
断
し
て
設
置
。

産
後
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

市
町
村
保
健
セ
ン
タ
ー

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
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【
設
置
例
１
】
富
山
県
富
山
市

設
置

時
期
：
平
成
27
年
10
月

設
置

場
所
：
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
7カ
所
の
7か
所

利
用
者
支
援
事
業
：
母
子
保
健
型
を
中
心
に
実
施

妊
娠
期
か
ら
の
切
れ
目
な
い

子
育
て
支
援
体
制
の
構
築
に
向
け
て
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地
域
の
概
要

概
況

富
山
市

富
山
市

○
総

人
口

41
7,

01
7人

（
平

成
31

年
1月

現
在

)
○

世
帯

数
78

,5
10

世
帯

（
平

成
31

年
1月

現
在

)
○

高
齢

化
率

28
.8

％
（

平
成

31
年

1月
1日

現
在

)
○

出
生

数
3,

08
2人

（
平

成
29

年
）

○
合

計
特

殊
出

生
率

1.
54

  （
平

成
29

年
）

富
山
県

○
設

置
開

始
時

期
平

成
27

年
10

月

○
設

置
名

称
富

山
市

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー

○
設

置
場

所
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
7か

所

○
実

施
体

制
・

事
業

形
態

直
営

・
担

当
者

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

・
人

数
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
保

健
師

（
兼

任
）

56
名

平
成

29
年

4月
か

ら
看

護
師

4名
（

専
任

）
増

員
平

成
30

年
4月

か
ら

看
護

師
5名

（
専

任
）

増
員

○
産

前
・

産
後

サ
ポ

ー
ト

事
業

実
施

有

○
産

後
ケ

ア
事

業
実

施
有

【
面

積
】

12
41

.7
7ｋ

㎡
（

富
山

県
全

体
の

約
3割

）
【

特
徴

】
海

抜
0m

の
富

山
湾

か
ら

標
高

2,
98

6m
の

水
晶

岳
ま

で
の

多
様

な
地

形
。

富
山

県
の

ほ
ぼ

中
央

か
ら

南
東

部
分

ま
で

を
占

め
、

北
に

は
豊

富
な

魚
介

類
を

育
む

富
山

湾
、

東
に

は
雄

大
な

立
山

連
邦

、
西

に
は

丘
陵

・
山

村
地

帯
が

連
な

り
、

南
は

豊
か

な
田

園
風

景
や

森
林

が
広

が
っ

て
い

る
。
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富
山
市

取 り 組 み

の 経 過

妊
娠

期
か

ら
の

切
れ

目
な

い
支

援
体

制
を

構
築

す
る

た
め

、
平

成
27

年
度

に
切

れ
目

な
い

子
育

て
支

援
体

制
調

査
事

業
を

開
始

し
、

平
成

28
年

度
以

降
、

体
制

の
強

化
を

図
っ

て
き

た
。

平
成

29
年

4月
に

全
国

初
の

市
直

営
の

産
後

ケ
ア

応
援

室
を

開
設

し
た

。
そ

の
他

、
母

子
健

康
手

帳
交

付
時

に
市

独
自

の
マ

マ
手

帳
を

配
付

。
マ

マ
手

帳
に

は
、

担
当

保
健

師
の

氏
名

や
連

絡
先

、
ケ

ア
プ

ラ
ン

、
産

婦
健

康
診

査
や

授
乳

状
況

等
が

記
録

で
き

、
母

親
と

行
政

の
保

健
師

、
産

後
ケ

ア
応

援
室

、
医

療
機

関
等

と
情

報
共

有
し

て
支

援
す

る
ツ

ー
ル

と
な

っ
て

い
る

。
ま

た
、

ベ
イ

ビ
ー

ボ
ッ

ク
ス

プ
レ

ゼ
ン

ト
事

業
を

開
始

し
、

プ
レ

ゼ
ン

ト
を

渡
す

際
に

産
後

の
母

親
と

面
談

す
る

こ
と

で
産

後
う

つ
等

の
予

防
を

図
っ

て
い

る
。

今
後

は
、

産
前

産
後

の
24

時
間

相
談

電
話

の
開

設
や

関
係

機
関

と
の

育
児

サ
ポ

ー
ト

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
構

築
、

子
ど

も
家

庭
総

合
支

援
拠

点
の

設
置

も
予

定
し

て
お

り
、

安
心

し
て

妊
娠

、
出

産
、

子
育

て
が

で
き

る
環

境
づ

く
り

の
推

進
に

向
け

て
更

に
強

化
し

て
い

く
予

定
で

あ
る

。

１
医
療
・
保
健
・
福
祉
・
教
育
等
関
係
機
関
の
顔
の
見
え
る
関
係
づ
く
り

・
医

療
機

関
と

の
連

携
会

議
（

産
婦

人
科

医
、

小
児

科
医

、
精

神
科

医
、

助
産

師
等

と
保

健
分

野
と

の
検

討
会

）
２
妊
娠
前
・
妊
娠
早
期
・
産
後
の
支
援
の
強
化

・
子

ど
も

を
生

み
育

て
や

す
い

企
業

の
育

成
事

業
・

妊
娠

・
出

産
を

考
え

る
フ

ォ
ー

ラ
ム

・
子

育
て

世
代

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
機

能
強

化
（

専
任

職
員

の
配

置
）

・
母

子
健

康
手

帳
交

付
時

か
ら

の
支

援
（

マ
マ

手
帳

の
配

付
）

・
産

婦
健

康
診

査
の

開
始

・
産

前
産

後
等

養
育

支
援

訪
問

事
業

に
よ

る
支

援
（

育
児

・
家

事
援

助
）

・
ベ

イ
ビ

ー
ボ

ッ
ク

ス
プ

レ
ゼ

ン
ト

に
よ

る
支

援
・

産
後

ケ
ア

応
援

室
で

の
支

援
３
地
域
と
の
つ
な
が
り
を
作
り
、
安
心
し
て
子
育
て
で
き
る
環
境
づ
く
り

・
母

子
保

健
推

進
員

に
よ

る
「

仲
間

づ
く

り
の

赤
ち

ゃ
ん

教
室

」
・

ま
ち

ぐ
る

み
子

育
て

応
援

事
業

（
地

域
共

生
推

進
事

業
）

４
情
報
が
多
様
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
正
し
い
情
報
を
伝
え
る
仕
組
み
づ
く
り

・
「

育
さ

ぽ
と

や
ま

」
（

母
子

健
康

手
帳

ア
プ

リ
）

５
子
育
て
に
関
す
る
制
度
や
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

・
保

育
園

、
幼

稚
園

、
子

育
て

支
援

セ
ン

タ
ー

等
の

身
近

な
場

所
で

気
軽

に
相

談
で

き
る

機
会

を
充

実

（
ベ
イ
ビ
ー
ボ
ッ
ク
ス
）

（
全
国
初
市
直
営
の
産
後
ケ
ア
応
援
室
）

取 り 組 み 内 容

( 平 成 29 年 度 実 施 状 況 ）
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40
.8

29
.0

20
.8

14
.0

15
.8

20
.0

45
.2

55
.2

59
.2

0%
20

%
40

%
60

%
80

%
10

0%

H2
9

H2
8

H2
7

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

本
庁

地
区
セ
ン
タ
ー
等

富
山
市

工
夫
点

課
題

取
り
組
み
の
評
価

（
利
用
者
か
ら
の
評
価
含
む
）

・
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
周
知

母
子

健
康

手
帳

の
交

付
を

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
で

受
け

る
よ

う
医

療
機

関
か

ら
妊

婦
に

周
知

・
マ
マ
手
帳
の
配
付

子
育

て
ケ

ア
プ

ラ
ン

の
作

成
や

地
区

担
当

保
健

師
の

紹
介

・
妊
産
婦
支
援
連
絡
票
を
用
い
た
支
援

気
が

か
り

な
妊

産
婦

は
医

療
機

関
と

連
絡

票
を

用
い

て
情

報
共

有
・
ベ
イ
ビ
ー
ボ
ッ
ク
ス
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
よ
る

支
援 赤

ち
ゃ

ん
の

誕
生

を
祝

福
す

る
と

と
も

に
、

育
児

の
相

談
や

支
援

を
行

う
き

っ
か

け
に

・
母
子
健
康
手
帳
交
付
時
等
の
妊
娠
早
期
か
ら
の
把
握
、
支

援
が
必
要

⇒
今

後
は

母
子

健
康

手
帳

の
交

付
を

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

み
に

集
約

し
、

保
健

師
や

看
護

師
が

全
数

面
談

を
行

う
・
３
歳
児
健
診
以
降
、
保
健
師
の
関
わ
り
が
少
な
く
支
援
が

途
切
れ
や
す
い

⇒
保

育
所

や
学

校
等

の
関

係
機

関
も

含
め

、
育

児
サ

ポ
ー

ト
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

構
築

を
図

っ
て

い
く

（
マ
マ
手
帳
）

83
11

3
17

2

52
0

56
5

60
2

0
20

0
40

0
60

0
80

0

H2
7

H2
8

H2
9

妊
産
婦
支
援
連
絡
票

未
熟
児
等
出
生
連
絡
票

・
母
子
健
康
手
帳
交
付
数
の
推
移

専
門

職
（

保
健

師
、

看
護

師
）

に
よ

る
交

付
数

が
増

加
（

H
27

）
20

.8
％

→
（

H
29

）
54

.8
％

・
医
療
機
関
か
ら
の
連
絡
票
の
送
付
件
数

医
療

機
関

か
ら

の
連

絡
票

の
送

付
数

が
増

加
。

早
期

か
ら

の
支

援
に

つ
な

が
っ

て
い

る
。
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【
設
置
例
２
】
埼
玉
県
秩
父
郡
東
秩
父
村

設
置

時
期
：
平
成
27
年
4月

設
置

場
所
：
東
秩
父
村
保
健
セ
ン
タ
ー
の
１
カ
所

利
用
者
支
援
事
業
：
市
町
村
保
健
セ
ン
タ
ー
を
中
心
に
実
施

「
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
共
に
進
め
る
切
れ
目
な

い
支
援
へ
の
取
り
組
み
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地
域
の
概
要

概
況

東
秩
父
村

〇
総
人
口

2,
91

0人
（
平
成

30
年

1月
現
在
）

〇
世
帯
数

1,
08

5世
帯
（
平
成

30
年

1月
現
在
）

〇
高
齢
化
率

39
.5
％
（
平
成

30
年

1月
1日
現
在
）

〇
出
生
数

7人
（
平
成

29
年
）

〇
合
計
特
殊
出
生
率

0.
65
（
平
成

30
年
）

東
秩
父
村

〇
設
置
開
始
時
期
平
成

27
年

4月
1日

〇
設
置
名
称

東
秩
父
村
保
健
セ
ン
タ
ー

〇
設
置
場
所

埼
玉
県
秩
父
郡
東
秩
父
村
坂
本

12
84

-1

〇
実
施
体
制

・
事
業
形
態

直
営

・
担
当
者
及
び
人
数

保
健
セ
ン
タ
ー

保
健
師

2名
（
兼
務
）

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
保
育
士

2名
（
兼
務
）

〇
組
織
改
編

無
（
組
織
再
編
の
予
定
あ
り
）

〇
産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業
実
施

有

〇
産
後
ケ
ア
予
防
事
業
実
施

無

【
面
積
】

37
.0
6㎢

【
地
勢
】
東
秩
父
村
は
埼
玉
県
の
北
西
部
に
位

置
し
、
四
方
を
外
秩
父
山
地
な
ど
の
山
々
に
囲

ま
れ
た
自
然
豊
か
な
土
地
で
あ
る
。
中
心
部
に

槻
川
が
流
れ
、
山
間
や
川
沿
い
に
集
落
が
点
在

し
て
い
る
。
平
成
26
年
東
秩
父
村
の
1,
30
0年

に
わ
た
り
受
け
継
が
れ
て
き
た
手
漉
き
和
紙
技

術
（
細
川
紙
）
が
、
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産

に
登
録
さ
れ
、
観
光
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
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〇
妊
娠
期

①
妊
娠
届
出
時
保
健
師
に
よ
る
面
接

必
要
に
応
じ
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施

同
じ
建
物
内
に
あ
る
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
の
見
学

妊
娠
届
等

10
件
、
見
学
者

8件
②
教
室
参
加
案
内

離
乳
食
実
習
や
歯
科
相
談
案
内

乳
幼
児
を
持
つ
保
護
者
と
一
緒
の
事
業

③
ハ
イ
リ
ス
ク
家
庭
の
個
別
支
援

実
人
数
１

支
援
計
画
作
成
※

実
人
数
１

○
子
育
て
期

①
家
庭
訪
問

未
熟
児
・
赤
ち
ゃ
ん
訪
問
（
乳
児
全
戸
訪
問
）
、
随
時
訪
問

必
要
に
応
じ

EP
DS
実
施

②
乳
幼
児
健
診
（
隔
月
）

3～
4か
月
健
診
、
6～
7か
月
健
診
（
H
30
年
度
開
始
）
、
9～
10
か
月
健
診

1歳
6か
月
健
診
、
2歳
6か
月
健
診
、
3歳
6か
月
健
診

③
乳
幼
児
相
談
（
隔
月
）
栄
養
相
談
：
離
乳
食
・
お
や
つ
実
習

３
回

延
人
数
３
１

歯
科
相
談
：
ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
指
導

３
回

延
人
数
６
７

④
相
談
事
業

保
護
者
か
ら
の
相
談
の
他
、
保
育
園
、
小
中
学
校
の
先
生
と
の
情
報
交
換
等
を
定
例
化

⑤
子
育
て
支
援
事
業

あ
そ
び
の
教
室

の
び
の
び
広
場
（
季
節
の
行
事
や
食
育
）

相
談

育
児
支
援

⑥
そ
の
他

産
婦
健
診
費
用
助
成
事
業
、
予
防
接
種
助
成
事
業
、
事
例
検
討
・
支
援
計
画
作
成
※

新
生
児
聴
覚
検
査
助
成
に
つ
い
て

H3
1年
度
開
始
に
む
け
検
討

※
支
援
者
の
支
援
計
画
作
成

母
親
と
の
プ
ラ
ン
作
成
は

H3
0年
度
よ
り
実
施

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
と
保
健
セ
ン
タ
ー
で
協
力
し
な
が
ら
妊
娠
期
や
子
育
て
期
を
支
援
し
て
い
る
。

妊
娠
届
の
時
に
対
応
し
た
保
健
師
が
そ
の
後
も
継
続
し
て
関
わ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

東
秩
父
村

取 り 組 み

の 経 過

〇
保
健
セ
ン
タ
ー
内
で
の
協
議
、
お
よ
び
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
や
子
育
て
担
当
課
と
の
協
議

・
出
生
数
が
少
な
く
、
関
係
機
関
と
の
連
携
体
制
が
で
き
て
い
る
の
で
、
必
要
に
応
じ
て
妊
娠
期
か
ら
早
期
の
支
援
を
し
て
い
る
。

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
最
低
限
の
体
制
は
す
で
に
あ
る
。

・
で
き
る
こ
と
は
や
っ
て
い
る
つ
も
り
だ
が
、
社
会
資
源
が
少
な
く
、
住
民
に
と
っ
て
本
当
に
必
要
な
支
援
が
で
き
て
い
る
か
は
疑
問
。

・
子
供
の
人
数
や
職
員
数
も
少
な
い
の
で
新
し
い
取
り
組
み
は
難
し
い
。

⇒
人
口
が
少
な
い
か
ら
で
き
る
こ
と
、
今
や
っ
て
い
る
こ
と
を
生
か
し
充
実
さ
せ
て
い
く

現
況
の
体
制
を
変
え
ず
に
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
と
協
力
し
て
「
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
し

て
の
役
割
を
担
う
。

取 り 組 み 内 容

( 平 成 29 年 度 実 施 状 況 ）
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東
秩
父
村

工
夫
点

取
り
組
み
の
評
価

（
利
用
者
か
ら
の
評
価
含
む
）

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

ア
ウ
ト
カ
ム
等

〇
社
会
資
源
が
少
な
い

・
家
事
支
援
や
送
迎
な
ど
を
利
用
し
た
く
て
も
社
会
資
源
が
な

い
た
め
に
職
員
が
対
応
す
る
こ
と
に
な
り
、
事
例
に
よ
っ
て

は
疲
弊
し
て
し
ま
う
。

・
産
後
ケ
ア
に
つ
い
て
も
必
要
性
は
あ
る
が
、
村
単
独
で
の
実

施
は
難
し
い
。

〇
支
援
者
の
質
の
向
上
と
人
材
確
保

〇
妊
娠
・
出
産
へ
の
相
談
支
援
の
充
実

・
妊
娠
期
に
利
用
で
き
る
事
業
を
設
け
て
は
い
る
が
、
実
際
の

利
用
は
少
な
い
。

（
H
29
年
度
実
人
数
0
H
30
年
度
実
人
数
3）

★
関
係
機
関
と
の
協
力
・
連
携

関
係
機
関
と
の
協
力
連
携
し
て
実
施
。

情
報
量
が
増
え
、
多
職
種
の
視
点
で
サ
ポ
ー
ト
で
き
る
。

★
人
数
が
少
な
い
か
ら
で
き
る
こ
と
を
活
か
す

・
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
で
丁
寧
か
つ
継
続
的
な
育
児
支

援
や
指
導
を
実
施
。

・
母
親
同
士
の
交
流
の
機
会
を
増
や
す
取
り
組
み
。

・
柔
軟
な
支
援
。

グ
ラ
フ
は
H
30
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業

計
画
策
定
の
た
め
の
調
査
報
告
書
よ
り
抜
粋

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
利
用
者
人
数
（
年
度
）

（
H2
8年
に
保
健
セ
ンタ
ー敷
地
内
に
移
設
）

保
健
セ
ン
タ
ー

母
子
保
健
事
業

子
育
て
支
援

セ
ン
タ
ー
事
業

子
育
て
世
代
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

・
産
後
、
退
院
し
て
か
ら
の
１
か
月
程
度
、
助
産
師
や
保
健
師
等
か
ら
の
指

導
ケ
ア
は
十
分
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
産
婦
の
割
合

10
0％

・
こ
の
地
域
で
今
後
も
子
育
て
を
し
て
い
き
た
い
と
思
う
親
の
割
合
81
.1
％

H
29
年
度
健
診
時
ア
ン
ケ
ー
ト
よ
り

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

延
人
数

35
2

29
1

12
00

17
94

17
24

課
題
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【
設
置
例
３
】
沖
縄
県
国
頭
郡
今
帰
仁
村

妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
ま
で

～
つ
な
が
る
支
援
へ
の
取
り
組
み
～

設
置
時
期
：
平
成

27
年

4月
設
置
場
所
：
今
帰
仁
村
保
健
セ
ン
タ
ー
の

1カ
所

利
用
者
支
援
事
業
：
母
子
保
健
型

(市
町
村
保
健
セ
ン
タ
ー
を
中
心
に
実
施

)
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地
域
の
概
要

概
況

今
帰
仁
村

〇
総
人
口

9,
34
5人

（
平
成
31
年
3月
末
現
在
）

〇
世
帯
数

4,
33
1世
帯
（
平
成
31
年
3月
末
現
在
）

〇
高
齢
化
率

31
.6
％

（
平
成
30
年
1月
1日
現
在
）

〇
出
生
数

81
人

（
平
成
29
年
）

〇
合
計
特
殊
出
生
率

1.
97

（
平
成
29
年
）

〇
設
置
開
始
時
期
平
成

27
年

4月
1日

〇
設
置
名
称

今
帰
仁
村
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

〇
設
置
場
所

沖
縄
県
国
頭
郡
今
帰
仁
村
字
玉
城

16
3-

2
（
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）

〇
実
施
体
制

〈
事
業
形
態
〉

直
営

〈
担
当
者
及
び
人
数
〉

・
担
当
者

今
帰
仁
村
役
場
福
祉
保
健
課
母
子
保
健
担
当

・
人
数

母
子
保
健
担
当
保
健
師

1名
(兼
任

)
母
子
保
健
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

2名
(専
任

)
平
成

31
年

4月
か
ら
保
健
師

1名
（
専
任
）
増
員

母
子
担
当
事
務

2名
(兼
任

1、
専
任

1)
〇

組
織
改
編

無
〇

産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業
実
施

無
〇

産
後
ケ
ア
予
防
事
業
実
施

無

【
面
積
】

39
.9
3㎢

【
地
勢
】

沖
縄
県
本
島
北
部
、
本
部
半
島
の
北
東
部
に

位
置
。
西
に
美
ら
海
水
族
館
を
有
す
る
本
部
町
、
南
に
名
護

市
を
隣
接
。
村
は

19
の
行
政
区
に
分
か
れ
て
い
る
。

観
光
名
所
は
古
宇
利
島
、
ワ
ル
ミ
大
橋
、
世
界
遺
産
の
今

帰
仁
城
址
を
有
す
る
。
特
産
品
は
ス
イ
カ
、
菊
、
マ
ン
ゴ
ー
、

肉
用
牛
。

大
型
店
舗
や
総
合
医
療
機
関
を
有
す
る
市
へ
の
移
動
は

自
家
用
車
が
主
で
、
公
共
交
通
機
関
は
バ
ス
、
タ
ク
シ
ー
と

な
る
。
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今
帰
仁
村

取 り 組 み

の 経 過

取 り 組 み 内 容

( 平 成 30 年 度 実 施 状 況 ）

H2
6年
度
：
マ
ン
パ
ワ
ー
不
足
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
母
子
保
健
事
業
を
丁
寧
に
行
え
て
い
な
か
っ
た
。

当
初
の
目
標
：
も
と
も
と
あ
る
母
子
保
健
活
動
を
丁
寧
に
、
充
実
さ
せ
る
。

H2
7年
度
：
妊
婦
支
援
の
充
実
：
管
理
台
帳
の
作
成
・
整
備
、
各
種
記
録
様
式
の
見
直
し
、

ハ
イ
リ
ス
ク
妊
産
婦
の
支
援
基
準
の
整
備

H2
8年
度
：
妊
産
婦
総
合
支
援
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
相
談
を
実
施
。
乳
幼
児
台
帳
類
の
見
直
し

H2
9年
度
：
母
子
保
健
ｺ
ｰ
ﾃ
ﾞｨ
ﾈ
ｰ
ﾀ
ｰ
を
中
心
に
、
妊
婦
へ
の
相
談
支
援
の
強
化
。
支
援
の
評
価
と
見
直
し
。

※
H3

0年
度
は
、

H2
7～

29
年
度
ま
で
携
わ
っ
て
き
た
母
子
保
健
担
当
、
母
子
保
健
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
双
方
の
保
健
師
が
変
更
と
な
っ

た
。
そ
の
た
め
、
過
去

3年
間
で
築
い
た
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
の
維
持
、
継
続
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
た
。

〇
母
子
健
康
手
帳
交
付
時
の
面
接
か
ら
、
出
産
後
の
新
生
児
訪
問
・
乳
児
全
戸
訪
問
ま
で
、
同
じ
保
健
師

(母
子
保
健
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー

)が
行
う
こ
と
を
徹
底
。

妊
娠
か
ら
産
後
ま
で
、
つ
な
が
る
関
係
性
の
構
築
が
で
き
る
こ
と
で
、
支
援
へ
の
拒
否
が
減
少
し
た
。

〇
沖
縄
県
北
部
保
健
所

(地
域
保
健
班

)と
協
働
し
、
乳
幼
児
健
康
診
査
の
事
後
フ
ォ
ロ
ー
基
準
の
整
理
・
見
直
し
、
健
診
事
後

フ
ォ
ロ
ー
台
帳
の
見
直
し
を
行
っ
た
。

保
健
師
の
経
験
年
数
の
差
に
よ
っ
て
フ
ォ
ロ
ー
の
視
点
に
違
い
が
生
じ
な
い
よ
う
、
フ
ォ
ロ
ー
の
項
目
を
沖
縄
県
小
児

保
健
協
会
作
成
の
「
乳
幼
児
健
康
診
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
の
「
フ
ォ
ロ
ー
の
目
安
」
の
項
目
に
沿
っ
て
分
類
し
、
フ
ォ

ロ
ー
理
由
が
一
目
で
わ
か
る
よ
う
に
し
た
。
フ
ォ
ロ
ー
の
理
由
も
、
母
子
担
当
保
健
師
の
み
で
決
定
せ
ず
、
健
診
の
事

後
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
他
保
健
師
と
協
議
し
、
フ
ォ
ロ
ー
の
理
由
と
時
期
を
決
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
見
直
し
た
フ
ォ
ロ
ー
台
帳
を
他
市
町
村
で
も
使
用
し
、
そ
の
後
使
用
し
て
み
た
市
町
村
か
ら
の
意
見
を
加

え
て
更
に
改
良
し
た
。

〇
SN

Sを
通
じ
て
若
年
妊
婦
な
ど
と
連
絡
を
取
る
な
ど
、
時
代
や
世
代
に
合
わ
せ
た
介
入
手
段
を
と
っ
た
。

電
話
や
手
紙
で
連
絡
が
と
り
に
く
い
若
年
等
ハ
イ
リ
ス
ク
妊
産
婦
も
、

LI
NE
な
ど

SN
Sで
は
連
絡
が
ス
ム
ー
ズ
な
ケ
ー

ス
が
多
く
、
対
象
に
合
わ
せ
た
介
入
手
段
を
と
る
こ
と
で
タ
イ
ム
リ
ー
な
支
援
に
つ
な
が
っ
た
。

H2
7/

4/
1か
ら

セ
ン
タ
ー
設
置
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今
帰
仁
村

工
夫
点

課
題

取
り
組
み
の
評
価

（
利
用
者
か
ら
の
評
価
含
む
）

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

ア
ウ
ト
カ
ム
等

〇
課
内
で
の
勉
強
会
を
実
施

保
健
師
間
で
の
勉
強
会
に
加
え
、
課
長
や
事
務
職
な
ど

協
働
す
る
職
員
も
含
め
、
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
事
業
や
母
子
保
健
事
業
に
つ
い
て
共
に
理
解
を
深
め

る
こ
と
を
試
み
た
。

〇
関
係
機
関
と
の
つ
な
が
り

自
立
支
援
協
議
会
の
中
の
、
子
ど
も
部
会
の
立
ち
上
げ

に
つ
い
て
、
障
害
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
子
育
て
支
援
に

携
わ
る
メ
ン
バ
ー
の
揃
う
会
議
を
定
期
的
に
持
ち
、
顔
の

見
え
る
関
係
性
の
構
築
に
努
め
た
。

〇
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
周
知

〇
関
係
機
関
連
携
の
強
化

保
健
師
間
で
母
子
保
健
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
共
通
認

識
を
持
つ
。

庁
舎
内
、
他
機
関
と
協
働
す
る
た
め
に
、
母
子
保
健
の
課

題
を
整
理
し
、
課
題
を
共
通
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

〇
既
存
の
母
子
保
健
事
業
の
継
続
・
改
善

〇
産
婦
健
診
・
産
後
ケ
ア
事
業
へ
の
取
り
組
み

事
業
に
取
り
組
め
る
よ
う
、
予
算
の
確
保
や
要
綱
、
要
領

の
整
備
な
ど
、
準
備
を
行
う
。

〇
支
援
者
の
質
の
向
上

事
業
に
携
わ
る
す
べ
て
の
専
門
職
の
資
質
向
上
を
目
指
し
、

研
修
会
の
実
施
、
研
修
参
加
の
勧
奨
等
行
う
。

〇
人
材
確
保
・
社
会
資
源
の
開
発

・
関
係
機
関
(医
療
機
関
や
要
対
協
等
)と
の
つ
な
が
り
の
推
進
に
よ
り
、
情
報
提
供

数
が
増
加
し
、
個
別
支
援
会
議
の
開
催
に
つ
な
が
っ
た
。

・
妊
娠
期
か
ら
妊
婦
と
保
健
師
が
つ
な
が
る
こ
と
で
、
信
頼
関
係
を
築
き
、
産
後
の

支
援
も
充
実
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
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○
現
在
、
予
算
事
業
と
し
て
実
施
し
て
い
る
市
町
村
事
業
の
「
産
後
ケ
ア
事
業
」
に
つ
い
て
、
母
子
保
健
法
上
に
位
置
づ
け
る
。

○
各
市
町
村
に
つ
い
て
、
「
産
後
ケ
ア
事
業
」
の
実
施
の
努
力
義
務
を
規
定
す
る
。

○
産
後
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
出
産
後
１
年
を
経
過
し
な
い
女
子
、

乳
児

母
子
保
健
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
産
後
ケ
ア
事
業
の
法
制
化
）
に
つ
い
て

○
産
後
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
出
産
後
１
年
を
経
過
し
な
い
女
子
及
び
乳
児
に
対
し
て
、
心
身
の
ケ
ア
や
育
児
の
サ
ポ
ー
ト
等
（
産
後
ケ
ア
）

を
行
い
、
産
後
も
安
心
し
て
子
育
て
が
で
き
る
支
援
体
制
を
確
保
す
る
も
の
。 対
象
者

○
実
施
主
体
：
市
町
村

※
事
業
の
全
部
又
は
一
部
の
委
託
可

○
内
容
：
心
身
の
状
態
に
応
じ
た
保
健
指
導

療
養
に
伴
う
世
話

育
児
に
関
す
る
指
導
若
し
く
は
相
談
そ
の
他
の
援
助

○
実
施
類
型
：
①
短
期
入
所
型

②
通
所
型
（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
型
）

③
居
宅
訪
問
型
（
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
型
）

○
実
施
施
設
：
病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
そ
の
他
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
施
設

○
実
施
基
準
：
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準

（
人
員
、
設
備
、
運
営
等
に
係
る
基
準
）

法
案
概
要

産
後
ケ
ア
事
業
と
は

事
業
内
容
等

他
の
機
関
・
事
業
と
の
産
前
か
ら
の
連
携

施
行
日

○
２
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
日

○
市
町
村
は
、
妊
娠
期
か
ら
出
産
後
に
至
る
支
援
を
切
れ
目
な
く

行
う
観
点
か
ら
、

・
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
の
関
係
機
関
と

必
要
な
連
絡
調
整

・
母
子
保
健
法
に
基
づ
く
母
子
保
健
に
関
す
る
他
の
事
業
、

児
童
福
祉
法
そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
く
母
性
及
び
乳
児
の

保
健
及
び
福
祉
に
関
す
る
事
業
と
の
連
携

を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
妊
産
婦
及
び
乳
児
に
対
す
る
支
援
の

一
体
的
な
実
施
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

公
布
日

：
令
和
元
年
1
2
月
6
日

法
律
番
号
：
令
和
元
年
法
律
第
6
9
号
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産
後

ケ
ア

事
業

○
事

業
内

容
退

院
直

後
の

母
子

に
対

し
て

心
身

の
ケ

ア
や

育
児

の
サ

ポ
ー

ト
等

き
め

細
か

い
支

援
を

実
施

す
る

。
（
利

用
期

間
は

原
則

７
日

以
内

）
原

則
と

し
て

①
及

び
②

を
実

施
、

必
要

に
応

じ
て

③
か

ら
⑤

を
実

施
。

①
褥

婦
及

び
新

生
児

に
対

す
る

保
健

指
導

及
び

授
乳

指
導

（
乳

房
マ

ッ
サ

ー
ジ

を
含

む
）

②
褥

婦
に

対
す

る
療

養
上

の
世

話
④

褥
婦

及
び

産
婦

に
対

す
る

心
理

的
ケ

ア
や

カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
③

産
婦

及
び

乳
児

に
対

す
る

保
健

指
導

⑤
育

児
に

関
す

る
指

導
や

育
児

サ
ポ

ー
ト

等

○
実

施
方

法
・
実

施
場

所
等

(1
)「

宿
泊

型
」

・
・
・

病
院

、
助

産
所

等
の

空
き

ベ
ッ

ド
の

活
用

等
に

よ
り

、
宿

泊
に

よ
る

休
養

の
機

会
の

提
供

等
を

実
施

。
(2

)「
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
型

」
・
・
・

個
別

・
集

団
で

支
援

を
行

え
る

施
設

に
お

い
て

、
日

中
、

来
所

し
た

利
用

者
に

対
し

実
施

。
(3

)「
ア

ウ
ト

リ
ー

チ
型

」
・
・
・

実
施

担
当

者
が

利
用

者
の

自
宅

に
赴

き
実

施
。

○
実

施
担

当
者

事
業
内
容
に
応
じ
て

助
産

師
、

保
健

師
又

は
看

護
師

等
の

担
当

者
を

配
置

。
（
宿

泊
型

を
行

う
場

合
に

は
、

２
４

時
間

体
制

で
１

名
以

上
の

助
産

師
、

保
健

師
又

は
看

護
師

の
配

置
が

条
件

）

○
補

助
率

等
（
補

助
率

：
1
/
2
）

（
R

2
基

準
額

（
案

）
：

人
口

１
０

～
3
0
万

人
未

満
の

市
の

場
合

月
額

2
,0

2
3
,3

0
0
円

）
（
利

用
料

に
つ

い
て

は
、

市
町

村
が

利
用

者
の

所
得

等
に

応
じ

て
徴

収
）

（
平

成
２

６
年

度
は

、
妊

娠
・
出

産
包

括
支

援
モ

デ
ル

事
業

の
一

部
と

し
て

事
業

開
始

。
平

成
３

０
年

度
は

６
６

７
市

町
村

に
お

い
て

実
施

）

○
家

族
等

か
ら

十
分

な
家

事
及

び
育

児
な

ど
援

助
が

受
け

ら
れ

な
い

褥
婦

及
び

産
婦

並
び

に
そ

の
新

生
児

及
び

乳
児

で
あ

っ
て

、
次

の
(1

)又
は

(2
)に

該
当

す
る

者
(1

)産
後

に
心

身
の

不
調

又
は

育
児

不
安

等
が

あ
る

者
(2

) 
そ

の
他

特
に

支
援

が
必

要
と

認
め

ら
れ

る
者

対
象
者

事
業
の
概
要

○
市

区
町

村
（
本

事
業

の
趣

旨
を

理
解

し
、

適
切

な
実

施
が

で
き

る
団

体
等

に
事

業
の

全
部

又
は

一
部

の
委

託
が

可
能

）

実
施
主
体
等

○
退

院
直

後
の

母
子

に
対

し
て

心
身

の
ケ

ア
や

育
児

の
サ

ポ
ー

ト
等

を
行

い
、

産
後

も
安

心
し

て
子

育
て

が
で

き
る

支
援

体
制

を
確

保
す

る
。

事
業
目
的

※
産
後
ケ
ア
事
業
を
行
う
施
設
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金
に
お
い
て
補
助

（
令
和
元
年
度
予
算
）

（
令
和
２
年
度
予
算
案
）

２
，
５
５
１
百
万
円

→
２
，
７
０
８
百
万
円
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２
．
設
置
主
体

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

中
核

市
、

市
区

町
村

、
社

会
福

祉
法

人
、

公
益

法
人
、

日
本

赤
十

字
社

（
児

童
館
を

除
く
）

等

３
．
国
庫
補
助
率

定
額
（

1/
2相

当
、

児
童
館
は

1/
3相

当
）

４
．
令
和
２
年
度
拡
充
内
容

（
１

）
児

童
相

談
所

一
時

保
護

所
の

整
備

費
の
充

実
（

基
礎

単
価

の
増

額
、

個
別

対
応

加
算

Ⅲ
・

心
理

療
法

室
整

備
加

算
の

創
設

）

（
２

）
一

時
預
か

り
事

業
所

の
整

備
費
の

創
設

（
３
）

産
後

ケ
ア

事
業

を
行

う
施

設
の

整
備

費
の

創
設

１
．
目
的
・
事
業
概
要

児
童

福
祉

施
設

等
に

係
る

施
設

整
備

に
つ
い

て
、

都
道

府
県

・
市

区
町

村
が
策

定
す

る
整

備
計

画
に

基
づ

く
施

設
整

備
を

推
進

し
、

次
世

代
育

成
支

援
対

策
の

充
実
を

図
る

。
ま

た
、

「
防

災
・

減
災

、
国

土
強

靱
化

の
た

め
の

３
か

年
緊

急
対

策
」

に
基

づ
き
、

児
童

福
祉

施
設

等
に

お
け

る
防

災
・

減
災

対
策

を
推

進
す

る
た

め
、

耐
震

化
整

備
に

必
要

な
経

費
に

つ
い

て
支

援
を

行
う

。

次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金

事
業
概
要

対
象

施
設

整
備

内
容

①
通

常
整

備

児
童

養
護

施
設
等

の
整
備
を

実
施
す

る
。

特
に

、
児

童
養
護
施
設
等
の

小
規

模
化
・

地
域

分
散
化

や
、
児

童
相

談
所

一
時
保

護
所

の
環
境
改
善

等
や

市
町

村
に

お
け

る
要

保
護
児
童
等
の

支
援

拠
点
の

整
備
の

推
進
を

図
る

。

・
助

産
施

設
・

児
童

厚
生

施
設
（

児
童

館
）

・
一
時

預
か

り
事

業
所

・
乳

児
院

・
児

童
相

談
所

一
時

保
護

施
設

・
地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
所

・
母

子
生

活
支

援
施

設
・

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
施

設
・

利
用

者
支

援
事

業
所

・
児

童
養

護
施

設
・

婦
人

保
護

施
設

・
子
育

て
支

援
の

た
め

の
拠

点
施

設
・

児
童

心
理

治
療

施
設

・
職

員
養

成
施

設
・

市
区

町
村

子
ど

も
家

庭
総

合
支

援
拠

点
・

児
童

自
立

支
援

施
設

・
自

立
援

助
ホ

ー
ム

・
産
後

ケ
ア

事
業

を
行

う
施

設
・

児
童

家
庭

支
援
セ

ン
タ

ー
・

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

創
設

、
大

規
模

修
繕
、

増
築

、
増

改
築

、
改

築
、
拡

張
、

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
設

備
等

整
備
、

老
朽

民
間

児
童

福
祉

施
設

整
備

、
応

急
仮

設
施

設
整

備

②
耐

震
化

等
整
備

地
震

防
災

上
倒
壊
等
の
危

険
性

の
あ

る
建
物
の

耐
震
化

、
津
波

対
策
と

し
て

の
高
台
へ

の
移
転

を
図
る

た
め

の
改

築
又

は
補

強
等

の
整
備
を

図
る

。

・
助

産
施

設
・

児
童

養
護

施
設

・
児

童
相

談
所

一
時

保
護

施
設

・
乳

児
院

・
児

童
心

理
治

療
施

設
・

婦
人
相

談
所

一
時

保
護

施
設

・
母

子
生

活
支

援
施

設
・

児
童

自
立

支
援

施
設

・
婦

人
保

護
施

設

大
規

模
修

繕
、

増
改

築
、

改
築

、
老

朽
民

間
児

童
福

祉
施

設
整

備

令
和
元

年
度

当
初

予
算

額
１

５
７

億
円

（
９
７

億
円

＋
６
０

億
円

*
）

⇒
 
令

和
２

年
度

予
算

案
額

１
４
４

億
円

（
１

０
６

億
円

＋
３
８

億
円

*
）

*
臨

時
・
特

別
の

措
置

分
(耐

震
化

整
備

に
必

要
な

経
費

) 
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産
婦
健
康
診
査
事
業
に
つ
い
て

産
後
う
つ
の
予
防
や
新
生
児
へ
の
虐
待
予
防
等
を
図
る
観
点
か
ら
、
産
後
2
週
間
、
産
後
１
か
月
な
ど
出
産
後
間
も
な
い
時
期
の
産
婦
に
対
す
る

健
康
診
査
（
母
体
の
身
体
的
機
能
の
回
復
や
授
乳
状
況
及
び
精
神
状
態
の
把
握
等
）
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
産
婦
健
康
診
査
の
費
用
を
助
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
産
後
の
初
期
段
階
に
お
け
る
母
子
に
対
す
る
支
援
を
強
化
し
、
妊
娠
期
か
ら
子

育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援
体
制
を
整
備
す
る
。
【
平
成

29
年
度
創
設
】

要
旨

○
地
域
に
お
け
る
全
て
の
産
婦
を
対
象
に
、
産
婦
健
康
診
査
２
回
分
に
係
る
費
用
に
つ
い
て
助
成
を
行
う
。

※
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
以
下
の
３
点
を
要
件
と
す
る
。

（
１
）
産
婦
健
康
診
査
に
お
い
て
、
母
体
の
身
体
的
機
能
の
回
復
や
授
乳
状
況
及
び
精
神
状
態
の
把
握
等
を
実
施
す
る
こ
と
。

（
２
）
産
婦
健
康
診
査
の
結
果
が
健
診
実
施
機
関
か
ら
市
区
町
村
へ
速
や
か
に
報
告
さ
れ
る
よ
う
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

（
３
）
産
婦
健
康
診
査
の
結
果
、
支
援
が
必
要
と
判
断
さ
れ
る
産
婦
に
対
し
て
、
産
後
ケ
ア
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
。

○
令
和
２
年
度
予
算
（
案
）
１
，
８
２
６
百
万
円
（
令
和
２
年
度
基
準
額
（
案
）
：
１
回
当
た
り
5
,0
0
0
円
）

○
実
施
主
体
：
市
町
村
、
補
助
率
：
国
1
/
2
・
市
町
村
1
/
2
）
（
令
和
元
年
度
は
6
7
1
市
町
村
に
お
い
て
実
施
）

事
業
内
容

妊
娠

出
産

乳
児

１ 歳 ６ か 月 児 健 診

※ 地 方 交 付 税 措 置

３ 歳 児 健 診

※ 地 方 交 付 税 措 置

妊 娠 の 届 出 ・

母 子 健 康 手 帳 の 交 付

妊
婦
健
診
（
１
４
回
）

※
地
方
交
付
税
措
置

幼
児

産 婦 健 診

妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援

２
回
分
を
助
成

乳
幼
児
健
診
（
３
～
４
か
月

児
健
診
な
ど
）

※
市
町
村
が
必
要
に
応
じ
実
施

（
地
方
交
付
税
措
置
）

産
後
ケ
ア
事
業

※
産
婦
の
心
身
の
不
調
や
産
後
う
つ
等
を
防
ぐ
た
め
、
母
子
へ
の
心
身

の
ケ
ア
や
育
児
サ
ポ
ー
ト
等
の
実
施

支
援
が
必
要
な
産
婦
の
把
握

※
妊
婦
健
診
等
に
お
い
て
出
産
後
の

心
身
の
不
調
に
関
す
る
知
識
や
相

談
先
に
つ
い
て
の
周
知
を
図
る
こ
と

が
必
要
。
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○
妊
産
婦
等
が
抱
え
る
妊
娠
・
出
産
や
子
育
て
に
関
す
る
悩
み
等
に
つ
い
て
、
助
産
師
等
の
専
門
家
又
は
子
育
て
経
験
者
や
シ
ニ
ア
世
代
等
の

相
談
し
や
す
い
「
話
し
相
手
」
等
に
よ
る
相
談
支
援
を
行
い
、
家
庭
や
地
域
で
の
妊
産
婦
等
の
孤
立
感
を
解
消
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
事
業
の
内
容

①
利
用
者
の
悩
み
相
談
対
応
や
サ
ポ
ー
ト

②
産
前
・
産
後
の
心
身
の
不
調
に
関
す
る
相
談
支
援

③
妊
産
婦
等
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
者
の
募
集

④
子
育
て
経
験
者
や
シ
ニ
ア
世
代
の
者
等
に
対
し
て
産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
に
必
要
な
知
識
を
付
与
す
る
講
習
会
の
開
催

⑤
母
子
保
健
関
係
機
関
、
関
係
事
業
と
の
連
絡
調
整

⑥
多
胎
妊
産
婦
へ
の
支
援
（
多
胎
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
、
多
胎
妊
産
婦
サ
ポ
ー
タ
ー
等
に
よ
る
支
援

⑦
妊
産
婦
等
へ
の
育
児
用
品
等
に
よ
る
支
援

○
実
施
方
法
・
実
施
場
所
等

①
「
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
（
パ
ー
ト
ナ
ー
）
型
」
・
・
・
実
施
担
当
者
が
利
用
者
の
自
宅
に
赴
く
等
に
よ
り
、
個
別
に
相
談
に
対
応

②
「
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
（
参
加
）
型
」
・
・
・
・
・
・
・
公
共
施
設
等
を
活
用
し
、
集
団
形
式
に
よ
り
、
同
じ
悩
み
等
を
有
す
る
利
用
者
か
ら
の
相
談
に
対
応

○
実
施
担
当
者

(1
)助
産
師
、
保
健
師
又
は
看
護
師

(2
)子
育
て
経
験
者
、
シ
ニ
ア
世
代
の
者
等

（
事
業
内
容
②
の
産
前
・
産
後
の
心
身
の
不
調
に
関
す
る
相
談
支
援
は
、
(1
)に
掲
げ
る
専
門
職
を
担
当
者
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
）

○
補
助
率
等

（
補
助
率
：
1
/
2
）
（
R
2
基
準
額
（
案
）
：
人
口
1
0
～
3
0
万
人
未
満
の
市
の
場
合
月
額
9
8
1
,7
0
0
円
等
）

（
平
成
２
６
年
度
よ
り
、
妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
モ
デ
ル
事
業
の
一
部
と
し
て
事
業
開
始
。
平
成
３
０
年
度
は
４
０
３
市
町
村
に
お
い
て
実
施
）

○
身
近
に
相
談
で
き
る
者
が
い
な
い
な
ど
、
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
適
当
と
判
断
さ
れ
る
妊
産
婦
及
び
そ
の
家
族
。

対
象
者

事
業
目
的
等

事
業
の
概
要

○
市
区
町
村

（
本
事
業
の
趣
旨
を
理
解
し
、
適
切
な
実
施
が
期
待
で
き
る
団
体
等
に
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
）

実
施
主
体

産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業

（
令
和
元
年
度
予
算
）

（
令
和
２
年
度
予
算
案
）

７
７
７
百
万
円

→
１
，
７
０
４
百
万
円

1
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■
対
象
：
多
胎
妊
婦
、
多
胎
家
庭

■
実
施
主
体
：
市
区
町
村

■
補
助
率
（
案
）
：
国
1
/
2
、
市
区
町
村
1
/
2

■
事
業
内
容

①
多
胎
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
事
業

：
補
助
単
価
（
案
）
：
月
額
18
9,
00
0
円

孤
立
し
や
す
い
多
胎
妊
婦
及
び
多
胎
家
庭
を
支
援
す
る
た
め
、
同
じ
よ
う
な
多
胎
児
の
育
児
経
験
者
家
族
と
の
交
流
会
の

開
催
や
、
多
胎
育
児
経
験
者
に
よ
る
相
談
支
援
事
業
を
実
施
。

②
多
胎
妊
産
婦
サ
ポ
ー
タ
ー
等
事
業

：
補
助
単
価
（
案
）
：
月
額
40
8,
80
0
円

○
多
胎
妊
婦
や
多
胎
家
庭
の
も
と
へ
、
育
児
等
サ
ポ
ー
タ
ー
を
派
遣
し
、
産
前
や
産
後
に
お
い
て
、
外
出
の
補
助
や
日
常
の

育
児
に
関
す
る
介
助
等
を
行
う
。
併
せ
て
、
日
常
生
活
に
お
け
る
不
安
や
孤
立
感
な
ど
に
対
応
し
た
相
談
支
援
を
実
施
す
る
。

○
多
胎
妊
婦
等
へ
派
遣
さ
れ
る
育
児
サ
ポ
ー
タ
ー
に
向
け
、
多
胎
に
関
す
る
研
修
も
併
せ
て
実
施
す
る
。

＜
多
胎
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
事
業
＞

○
多
胎
児
の
育
児
経
験
者
家
族
と
の
交
流
会
等
や
、
多
胎
育
児

経
験
者
に
よ
る
相
談
支
援
事
業
を
実
施
。

○
相
談
支
援
事
業
で
は
、
多
胎
妊
婦
が
入
院
す
る
病
院
へ
の
訪

問
や
多
胎
妊
産
婦
の
家
庭
へ
の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
を
実
施
。

＜
多
胎
妊
産
婦
サ
ポ
ー
タ
ー
等
事
業
＞

○
多
胎
妊
婦
や
多
胎
家
庭
の
も
と
へ
育
児
サ
ポ
ー
タ
ー
を
派
遣

し
、
外
出
時
の
補
助
や
、
日
常
の
育
児
に
関
す
る
介
助
を
行

う
。

○
多
胎
妊
産
婦
へ
派
遣
さ
れ
る
育
児
サ
ポ
ー
タ
ー
に
向
け
、

多
胎
に
関
す
る
研
修
も
併
せ
て
実
施
。

多
胎
児
の
育
児
経
験
者
に
よ
る

訪
問
相
談
の
実
施

交
流
会
の
実
施

日
常
生
活
の

サ
ポ
ー
ト
の
実
施

外
出
時
の
補
助

サ
ポ
ー
タ
ー
向
け
の

研
修
会
の
実
施

訪
問

訪
問多
胎
妊
産
婦
等
へ
の
支
援
に
つ
い
て

○
孤
立
し
や
す
く
、
産
前
・
産
後
で
育
児
等
の
負
担
が
多
い
多
胎
妊
産
婦
等
を
支
援
す
る
た
め
、
産
前
・
産
後

ポ
ー
ト
事
業
に
支
援
の
た
め
の
メ
ニ
ュ
ー
を
創
設
し
、
多
胎
妊
産
婦
へ
の
負
担
感
や
孤
立
感
の
軽
減
を
図
る
。
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○
予
期
せ
ぬ
妊
娠
な
ど
に
よ
り
、
身
体
的
、
精
神
的
な
悩
み
や
不
安
を
抱
え
た
若
年
妊
婦
等

が
、
身
近
な
地
域
で
必
要
な
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
S
N
S
等
を
活
用
し
た
相
談
支
援
等
を
行
う
。

○
若
年
妊
婦
等
へ
の
支
援
に
積
極
的
で
、
機
動
力
の
あ
る
N
P
O
に
、
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
や
若
年
妊
婦
等
支
援
の
業
務
の
一
部
及
び
全
て
を
委
託
す

る
な
ど
に
よ
り
、
様
々
な
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
若
年
妊
婦
等
へ
の
支
援
を
行
う
。

◆
実
施
主
体
：
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市

◆
補
助
率
：
国
1/
2、

都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
1/
2

【
地
域
に
お
け
る
継
続
的
な
支
援
】

○
福
祉
事
務
所
、
児
童
相
談
所
、
婦
人
相
談
所
、
子
育
て
世
代

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
等
と

調
整
し
、
地
域
に
お
け
る
継
続
的
な
支
援
へ
つ
な
げ
る
。

地
域
に
お
け
る
継
続
的
な
支
援

【
長
期
間
の
居
場
所
の
確
保
】

○
長
期
的
に
ケ
ア
が
必
要
な
若
年
妊
婦
等
に
対
し

て
、
出
産
・
子
育
て
が
安
定
し
て
行
え
る
環
境

が
整
う
ま
で
の
居
場
所
の
確
保
を
支
援
す
る
。

母
子
生
活
支
援
施
設
等

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

○
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
配
置
：
居
場
所
の
確
保
や
地
域
の

関
係
機
関
と
の
調
整

○
相
談
し
や
す
い
体
制
の
整
備
：
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
や
SN
S
等

に
よ
る
相
談
支
援

○
特
定
妊
婦
等
に
対
す
る
産
科
受
診
等
支
援

○
次
の
支
援
に
つ
な
げ
る
ま
で
の
緊
急
一
時
的
な
居
場
所
の

確
保

○
継
続
的
な
相
談
支
援

○
保
健
師
等
に
よ
る
、
よ
り
専
門
的
な
相
談
（
電
話
相
談
・
窓
口
相
談
等
）

※
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
や
S
N
S
等
を
活
用
し
た
相
談
支
援
な
ど
、
機
動
力
を
活
か
し
た
相
談

支
援
に
つ
い
て
N
P
O
に
委
託
し
て
実
施
。

都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市

女
性
健
康
支
援

セ
ン
タ
ー

ア
ウ
ト
リ
ー
チ

＆
キ
ャ
ッ
チ

悩
み
を
抱
え
る
若
年
妊
婦
等

産
科
同
行
支
援

緊
急
一
時
的

な
居
場
所

子
育
て
世
代
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー

連
携
・
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

相
談

連
携
・
紹
介

○
地
域
の
NP
O
と
連
携
し
、
悩
み
を
抱
え
る
若
年
妊
婦
等

を
、
継
続
的
か
つ
専
門
的
な
支
援
へ
と
繋
げ
る
。

地
域
の
N
P
O

新

連
携
・
紹
介

若
年
妊
婦
等
支
援
事
業
【
新
規
】
～
不
安
を
抱
え
た
若
年
妊
婦
等
へ
の
支
援
～

（
令
和
元
年
予
算
）

（
令
和
２
年
度
予
算
案
）

０
百
万
円

→
１
，
２
０
３
百
万
円

◆
補
助
単
価
（
案
）

・
相
談
等
：
月
額
35
7,
50
0
円

・
夜
間
・
休
日
対
応
：
月
額
53
,0
00
円

・
特
定
妊
婦
産
科
同
行
等
支
援
費
：
月
額
30
7,
10
0円

な
ど

※
本
事
業
の
取
組
を
女
性
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
が
行

う
場
合
は
「
女
性
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
」
に

よ
り
補
助

(運
営
費

月
額
16
8,
50
0円

な
ど
)
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○
対
象
者

思
春
期
、
妊
娠
、
出
産
、
更
年
期
、
高
齢
期
等
の
各
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た
相
談
を
希
望
す
る
者

（
不
妊
相
談
、
予
期
せ
ぬ
妊
娠
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
、
性
感
染
症
の
対
応
を
含
む
）

○
事
業
内
容

（
１
）
身
体
的
、
精
神
的
な
悩
み
を
有
す
る
女
性
に
対
す
る
相
談
指
導

（
２
）
相
談
指
導
を
行
う
相
談
員
の
研
修
養
成

（
３
）
相
談
体
制
の
向
上
に
関
す
る
検
討
会
の
設
置

（
４
）
妊
娠
に
悩
む
者
に
対
す
る
専
任
相
談
員
の
配
置

（
５
）
（
特
に
妊
娠
に
悩
む
者
）
が
、
女
性
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
の
所
在
等
を
容
易
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
そ
の
所
在
地
及
び
連
絡
先
を

記
載
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
を
作
成
し
、
対
象
者
が
訪
れ
や
す
い
店
舗
等
で
配
布
す
る
等
広
報
活
動
を
積
極
的
に
実
施

（
６
）
特
定
妊
婦
等
に
対
す
る
産
科
受
診
等
支
援

（
７
）
若
年
妊
婦
等
に
対
す
る

SN
Sや
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
に
よ
る
相
談
支
援
、
緊
急
一
時
的
な
居
場
所
の
確
保

○
実
施
担
当
者
・
・
・
医
師
、
保
健
師
又
は
助
産
師
等

○
実
施
場
所
（
実
施
主
体
：
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
）

全
国
８
１
ヵ
所
（
令
和
元
年
７
月
１
日
時
点
）
※
自
治
体
単
独
１
３
か
所

４
７
都
道
府
県
、
札
幌
市
、
仙
台
市
、
さ
い
た
ま
市
、
千
葉
市
、
横
浜
市
、
川
崎
市
、
新
潟
市
、
静
岡
市
、
浜
松
市
、
名
古
屋
市
、
京
都
市
、
大
阪
市
、
堺
市
、
神
戸
市
、
広
島
市
、
北
九
州
市
、
福
岡
市
、
八
戸
市
、

盛
岡
市
、
福
島
市
、
川
越
市
、
八
王
子
市
、
鳥
取
市
、
呉
市
、
久
留
米
市
、
宮
崎
市

○
補
助
率
等

補
助
率
：
１
／
２

R
2
基
準
額
（
案
）
：
1
5
4
,3
0
0
円
（
月
額
）
加
算
分
：
若
年
妊
婦
等
支
援
の
強
化
運
営
費
：
1
6
8
,5
0
0
円
（
月
額
）
な
ど

○
相
談
実
績

平
成
２
９
年
度
：
６
７
，
１
０
１
件
（
内
訳
：電
話
４
０
，
６
６
３
件
、
面
接
２
１
，
５
８
７
件
、
メ
ー
ル
３
，
７
８
４
件
、
そ
の
他
１
，
０
６
７
件
）

○
相
談
内
容

・
女
性
の
心
身
に
関
す
る
相
談
（
２
５
，
４
８
０
件
）
・
不
妊
に
関
す
る
相
談
（１
２
，
１
３
８
件
）
・
思
春
期
の
健
康
相
談
（６
，
２
８
３
件
）

・
妊
娠
・
避
妊
に
関
す
る
相
談
（９
，
０
９
４
件
）
・
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
（１
３
，
４
１
１
件
）
・
婦
人
科
疾
患
・更
年
期
障
害
（
７
５
０
件
）
・
性
感
染
症
等
（
７
８
８
件
）

？

○
事
業
の
目
的

思
春
期
か
ら
更
年
期
に
至
る
女
性
を
対
象
と
し
、
各
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た
身
体
的
・
精
神
的
な
悩
み
に
関
す
る
相
談
指
導
や
、
相
談
指

導
を
行
う
相
談
員
の
研
修
を
実
施
し
、
生
涯
を
通
じ
た
女
性
の
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

女
性
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業

（
令
和
元
年
予
算
）

（
令
和
２
年
度
予
算
案
）

１
１
３
百
万
円

→
２
２
１
百
万
円

1
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（別添） 

○妊婦健康診査の公費負担の状況について（平成３０年４月１日現在） 

                        

  １．公費負担回数          

     全市区町村（１，７４１市区町村）で１４回以上助成 

     [平成２８年４月時点 全市区町村（１，７４１市区町村）で１４回以上助成］ 

 

  ２．妊婦１人当たりの公費負担額の状況（詳細は別紙のとおり） 

        全国平均 １０５，７３４円 

    （注）公費負担額が明示されていない６８市区町村を除く１，６７３市区町村について集計。 

       [平成２８年４月時点 １０２，０９７円（１，７１２市区町村）］ 

                              ＜市区町村数＞ 

①１２０，０００円～                 ２８６（１６．４％） 

②１１０，０００円～１１９，９９９円        ３１７（１８．２％） 

③１００，０００円～１０９，９９９円         ４５９（２６．４％） 

④ ９０，０００円～  ９９，９９９円         ４７５（２７．３％） 

⑤  ８０，０００円～ ８９，９９９円         １０３（ ５．９％） 

⑥        ～ ７９，９９９円             ３３（ １．９％） 

⑦公費負担額が明示されていない（無制限、上限なし）     ６８（ ３．９％） 

 

  ３．妊婦の居住地以外の病院、診療所、助産所で妊婦健診を受診した場合の公費負 

担について 

 ＜市区町村数＞ 

    [公費負担あり]                  １,７４１（１００．０％） 

①受診した施設と契約                                 ２８（    １．６％） 

    ②償還払いで対応                                 ８４（  ４．８％） 

    ③受診した施設と契約及び償還払いを併用して対応 １，６２４（ ９３．３％） 

④その他の方法で対応                                 ２４（    １．４％） 

        ※④については、①～③と重複あり 

    [公費負担なし]                          ０（  ０．０％） 

 

  ４．助産所における公費負担の有無について 

                              ＜市区町村数＞ 

    [公費負担あり]                  １，７３６（９９．７％） 

    [公費負担なし]                          ５（ ０．３％） 

※助産所での妊婦健診の実績が無い場合の市区町村を含む 
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    ５．妊婦に対する受診券の交付方法について（詳細は別紙のとおり） 

                                                      ＜市区町村数＞  

        [受診券方式]                      １，４７６（８４．８％） 

     [補助券方式等]                        ２６５（１５．２％） 

    ※受診券方式とは、毎回の検査項目が示されている券を、妊婦が医療機関に持参して健診 

     を受けるもの 

     ※補助券方式とは、補助額が記載された券を、妊婦が医療機関に持参して健診を受けるも 

     ので、毎回の検査項目は医療機関の判断によるもの 

 

  ６．受診券方式で公費負担している１，４７６市区町村のうち、「妊婦に対する健 

   康診査についての望ましい基準」において行うものとしている検査項目に係る公 

   費負担の状況（詳細は別紙のとおり） 

                             ＜市区町村数＞  

    検査項目（推奨レベル（※１）Ａ・Ｂ・記載なし（※２））   

    を全て実施                  １，１２２（ ７６．０％） 

    検査項目（推奨レベルＡ・Ｂ）を全て実施     １，３５１（ ９１．５％） 

    検査項目（推奨レベルＡ）を全て実施         １，４７６（１００．０％） 

 

    [平成２８年４月時点］ 

    ※２０１７年に産婦人科診療ガイドラインが改訂されたため、前回調査と検査項目の推奨 

レベルが異なる 

受診券方式で公費負担している１，４４９市区町村のうち、 

    検査項目（推奨レベルＡ・Ｂ・Ｃ・記載なし）を全て実施 １，０８８（ ７５．１％） 

    検査項目（推奨レベルＡ・Ｂ・Ｃ）を全て実施      １，３２２（ ９１．２％） 

    検査項目（推奨レベルＡ・Ｂ）を全て実施        １，４４９（１００．０％） 

    検査項目（推奨レベルＡ）を全て実施            １，４４９（１００．０％） 

              

 ※１「推奨レベル｣とは、｢産婦人科診療ガイドライン－産科編 2017｣（編集・監修：日本産科婦人

科学会/日本産婦人科医会）における推奨レベルをいう      

Ａ：（実施すること等が）強く勧められる 

    Ｂ：（実施すること等が）勧められる 

    Ｃ：（実施すること等が）考慮される（考慮の対象となるが、必ずしも実施が勧められて 

       いるわけではない） 

 ※２「記載なし」とは、推奨されているが検査内容や回数が複数にわたるため、当該検査項目全体の 

推奨レベルが記載されていないもの。血糖検査、血算検査や超音波検査が該当する。 
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   [検査項目別の市区町村における公費負担の実施状況]  

検査項目 推奨レベル 市区町村数 

○①～⑨の血液検査を全て実施      －    １，３６０（ ９２．１％） 

 ①血液型等の検査      Ａ         １，４７６（１００．０％） 

 ②Ｂ型肝炎抗原検査      Ａ         １，４７６（１００．０％） 

 ③Ｃ型肝炎抗体検査      Ａ         １，４７６（１００．０％） 

 ④ＨＩＶ抗体検査      Ａ         １，４７６（１００．０％） 

 ⑤梅毒血清反応検査      Ａ         １，４７６（１００．０％） 

 ⑥風疹ウイルス抗体検査      Ａ         １，４７６（１００．０％） 

 ⑦血糖検査（２回） 記載なし（※1）    １，４１０（ ９５．５％） 

時 

期 

 

妊娠初期（１回） 

妊娠２４～３５週（１回） 

時期を定めていない 

－ 

－ 

－ 

   １，４３３（ ９７．１％） 

   １，３４０（ ９０．８％） 

         ７６（  ５．１％） 

 ⑧血算検査（３回） 記載なし（※2）    １，３８８（ ９４．０％） 

 

時 

期 

 

妊娠初期（１回） 

妊娠２４～３５週（１回） 

妊娠３６週～出産（１回） 

時期を定めていない  

－ 

－ 

－ 

－ 

   １，４３７（ ９７．４％） 

   １，４０１（ ９４．９％） 

   １，３４２（ ９０．９％） 

         ６２（  ４．２％） 

 ⑨ＨＴＬＶ－１抗体検査      Ａ    １，４７６（１００．０％） 

 ⑩子宮頸がん検診      Ｂ         １，３５１（ ９１．５％） 

 ⑪超音波検査(４回) 記載なし（※3）    １，２４２（ ８４．１％） 

 

時 

期 

 

妊娠初期～２３週（２回） 

妊娠２４週～３５週（１回） 

妊娠３６週～出産（１回） 

時期を定めていない 

－ 

－ 

－ 

－ 

   １，２０３（ ８１．５％） 

   １，２８０（ ８６．７％） 

   １，２１７（ ８２．５％） 

       ２３８（ １６．１％） 

 ⑫性器クラミジア検査      Ｂ         １，４７６（１００．０％） 

 ⑬Ｂ群溶血性レンサ球菌検査      Ｂ         １，４７６（１００．０％） 

 

   （参考）国が定める検査項目以外の検査項目 

     (例えばノンストレステスト等)を実施          ７５２（ ５０．９％） 

 

  ［「産婦人科診療ガイドライン－産科編 2017」における推奨レベル］ 

※1 血糖・・・・・随時血糖：妊娠初期、24～28 週＊（推奨レベルＢ） 

50gＧＣＴ：24～28 週＊（＊いずれか一方で可）（推奨レベルＢ） 
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※2 血算・・・・・妊娠初期（推奨レベルＡ）、30 週（推奨レベル記載なし）、 

37 週（推奨レベル記載なし） 

  ※3 超音波検査・・・妊娠確認・予定日決定：CRL:14～41mm の時期（推奨レベルＢ） 

                        子宮頸管長：18～24 週頃（推奨レベルＣ） 

             胎児発育：20,37 週頃（推奨レベル記載なし）、30 週頃までに（推奨レベルＢ）、 

            胎盤位置・羊水量：20 週頃（推奨レベル記載なし）、31 週末まで（推奨レベル

Ｃ） 

胎位：20 週頃（推奨レベル記載なし）、30 週頃（推奨レベル記載なし）、 

37 週頃（推奨レベル記載なし） 
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子母発 0801第１号 

令和元年８月１日 

 

  都 道 府 県 
  保健所設置市 
  特 別 区      

 

                            厚生労働省子ども家庭局母子保健課長 

（ 公 印 省 略 ） 
 
 

乳幼児健康診査未受診者等に対する取組事例等の周知について 
 
 

母子保健行政の推進につきましては、かねてより格段のご配意を賜り、深く御

礼申し上げます。 

妊娠の届出や乳幼児健康診査等の母子保健施策は、市町村が広く妊産婦等と

接する機会となっており、悩みを抱える妊産婦等を早期に発見し相談支援に繋

げることはもとより、児童虐待の予防や早期発見に資するという観点からも、重

要な役割を担っています。 

また、令和元年６月 26日には「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福

祉法等の一部を改正する法律」が公布されるなど、児童虐待等への対応の充実が

求められています。 

つきましては、児童虐待防止に資する乳幼児健康診査の取組に関して、平成 30

年７月 20 日付け子母発 0720 第１号「母子保健施策を通じた児童虐待防止対策

の推進について」の３（２）及び（３）で既にお示ししているところですが、今

般、別添のとおり、当省で行ってきた調査研究等や各自治体における取組事例等

をとりまとめましたので、各市町村におかれましては、ご参照の上、ご活用いた

だきますようお願いいたします。 

各都道府県におかれましては、御了知いただくとともに、貴管内市町村に対し

て周知いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

また、各自治体における先進的な取組事例の収集や、支援体制の構築状況など

を随時フォローアップしますので、ご承知おきいただきますようお願い申し上

げます。 

 なお、本通知は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の４第１項の

規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。 

各  母子保健主管部（局）長 殿 
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乳幼児健康診査未受診者等に対する取組事例等 

 

 

第１ 調査研究等を踏まえた取組のポイント 

 

乳幼児健康診査の未受診者（以下「未受診者」という。）、及び、受診後に

経過観察、精密健康診査、処置又は医療等が必要な者（以下「支援対象者」

という。）を系統立てて把握し、支援する体制を構築する。 

 

１．未受診者への対応 

 

① 対応方針の策定 

○ 未受診者に対する受診勧奨の期限、間隔、手法を事前に定め、把握期

限を設定する。 

○ その際、子どもに会えない、家庭訪問ができないなど、情報を把握で

きない場合を想定した対応方針や、要保護児童対策地域協議会に情報

を提供するタイミング、期限を含め、事前に対応方針を決めておく。 

※ 医療機関委託健診の場合、情報を把握するまでに時間を要する場

合があるため、事前に方針を共有し、対応を講じる。 

 

 ② 対応の際の注意事項 

○ 子育て世代包括支援センターなどにおいて、妊娠の届出等の機会を通

じて得た情報や、医療機関からの連絡票等を活用し、面接や電話等によ

り定期的に連絡をとることで、身体的・精神的状態、生活習慣、生活環

境、家庭の養育力、その他困りごと等を継続的に把握し、早急に家庭訪

問を行う。 

○ 保健師若しくは関係機関が目視により、子どもの状況を確認する。 

※ 保護者への電話による聞き取りや、親戚や近隣住民からの情報提供

ではなく、関係機関が期限を定め確実に目視を行い、把握した状況か

ら、支援の必要性を検討し、支援につなげる。 

 

③ 保護者の状況確認 

○ 家庭訪問等により、育児状況等の把握や、保護者の状況を確認し、福

祉分野も含めた適切な支援につなげる。 

 

④ 他機関との情報共有 

○ 予防接種を実施しているかかりつけ医や、未受診児やそのきょうだい

が所属する保育所や幼稚園など、既に関わっている関係機関との積極的

な情報共有を行う。また、福祉分野の関係機関や、要保護児童対策地域

協議会にも情報共有を行う。 

別添 
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２．支援対象者への対応 

 

 ① 対応方針の策定 

○ 支援対象者に対する適切なフォローアップに向けた方針を作成する。 

○ その際、フォローアップの間隔、手法、支援が受け入れられない場合

の対応を含め、事前に対応方針を決めておく。 

※ 未受診者への対応と同様、子どもに会えないなど、情報を把握でき

ない場合を想定した対応方針や、要保護児童対策地域協議会に情報を

提供するタイミングや期限を含め、作成する。 

 

② 支援対象者の選定 

○ 乳幼児健康診査後のカンファレンス等において、多職種が参加して、

支援対象者を選定する。 

○ 選定に際しては、医学的な所見による支援の必要性のほか、子育て支

援の必要性も踏まえて検討を行う。 

○ 気になる状況にあるケースは、期限を決めて再アセスメントし、支援

の必要性について判定する。 

※ 医療機関委託健診の場合は、医療機関からの判定結果や、自治体が

それまでに把握している情報に基づいて判定する。 

 

③ 支援対象者の把握とフォローアップ（１．②も参照のこと） 

○ 支援対象者には、状況の確認や把握をしつつ、必要な支援を実施す

る。 

○ 支援を拒否する場合や、支援の利用に同意が得られない場合には、

「全ての親子に必要な支援が行き届くことを保障する」という標準的な

保健指導の考え方に基づいて、丁寧なフォローアップと相手の状況に合

わせた支援への促しが必要。 

○ 保健師若しくは関係機関が目視により、子どもの状況を確認する。 

※ 保護者への電話による聞き取りや、親戚や近隣住民からの情報提供

ではなく、関係機関が期限を定め確実に目視を行い、把握した状況か

ら、支援の必要性を検討し、支援につなげる。 

 

３．フォローアップ管理者の配置 

 

○ 未受診者や支援対象者の状況を、適切な時期に漏れなく把握するため

に、個別の担当者の他にフォローアップの状況を管理する者を置き、進

捗状況を管理するとともに、支援の方法についても随時見直しを行う。 

○ フォローアップ管理者や個別の担当者は要保護児童対策地域協議会も

活用し、関係機関と支援方針の確認や連携を図る。 
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【参考となる調査研究等】 

○ 平成 26年度厚生労働科学研究費補助金「標準的な乳幼児期の健康診査と

保健指導に関する手引き」（抜粋） 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-

Koyoukintoujidoukateikyoku/tebiki.pdf 

○ 平成 29年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「乳幼児健康診査事業

実践ガイド」（抜粋） 

http://www.ncchd.go.jp/center/activity/kokoro_jigyo/guide.pdf 
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第２ 自治体における取組事例 

 

以下に記載する大阪府及び青森県の取組事例の概要については、厚生労働

科学研究の中でも紹介されている自治体であり、各自治体におかれては、積

極的に参考にされたい。 

事例の詳細については、記載の URLへアクセスいただき、ご確認いただき

ますようお願いいたします。 

 

１．大阪府の取組事例 

「大阪府における乳幼児健康診査未受診児対応ガイドライン：平成 26年 11

月」（抜粋） 

http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/boshi/mijyusinji_guideline.html 

 

【乳幼児健康診査未受診児対応について（フロー図）】 
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○フロー図の概要 

 

・ 住民基本台帳に記載がある児に対して健診案内を発出する。 

・ 居住実態はあるが住民基本台帳に記載がない児（もしくは住民登録抹消

児）に対しても、健診案内を発出する。 

・ 健診当日に受診の有無を把握する。 

・ 受診しなかった児は、その時点では「未受診」とせず、再通知や再案内

を行うなど改めて受診の機会を設ける。 

・ 健診の受診再勧奨を実施する期間を【受診促し対応期間】と定義する。 

・ 【受診促し対応期間】を過ぎた時点で、未受診として次の段階に進む。 

・ 保護者へ連絡を行い、連絡が取れた場合は児の現認（※）を行う。連絡

が取れない場合は、関係機関や関係者（以下、「関係機関等」という。）の

情報があるか確認する。 

・ 関係機関等の情報がある場合は、児の現認を行い、現認ができたら養育

支援の必要性を判断し、必要な場合は養育支援を行う。 

・ 児の現認ができない場合や保護者と連絡がとれず、関係機関等の情報が

ない場合は、原則保健師による家庭訪問を行い、居住実態を把握する。 

・ 居住実態が把握できる場合は児の現認を行い、現認できたら養育支援の

必要性を判断し、必要な場合は養育支援を行う。 

・ 居住実態は把握できるが児の現認ができない場合や、居住実態が把握で

きない場合は、処遇検討会議で検討し、児童虐待担当課に協力要請をする

か通告を行うか組織的な判断を行う。 

・ 未受診と判断してから処遇検討会議にかけるまでの期間を【未受診把握

期間】と定義する。 

・ 処遇検討会議へかけるまでの期間は、当初の健診受診対象日から遅くと

も５か月以内（３～４か月児は２か月以内）とする。 

・ 児童虐待担当課において関係機関等の情報がある場合は、児の現認を行

い、現認ができたら養育支援の必要性を判断し、必要な場合は養育支援を

行う。 

・ 児の現認ができない場合は、居住実態の把握はすでに実施しているた

め、処遇検討会議で検討し、児童虐待担当課に協力要請をするか通告を行

うか組織的な判断を行う。児童虐待担当課への協力要請・通告等同様の流

れを行う。 

・ 児童虐待担当課でも関係機関等の情報がない場合等、子ども虐待の可能

性が高いと組織的に判断された時は、要保護児童対策地域協議会での検討

を要請する。 

＊児の転出確認については、全期間を通じて行う。 

 

（※）現認：保健師若しくは関係機関や関係者が目視により児を確認する

こと。  
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２．青森県の取組事例 

「市町村と児童相談所の機関連携対応方針：平成 30年３月改訂」（抜粋） 

http://www.pref.aomori.lg.jp/life/family/kikan-renkei.html 

 

【健診未受診】 
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 １．問題把握・調査 

   市町村の保健師は、未受診の世帯に電話で連絡します。連絡がつか

ない場合などは訪問します。 

 

 ２．市町村内における情報の共有 

   市町村は関係各課で情報交換し、安否確認の対応を検討します。 

   市町村の保健師は、随時未受診世帯に電話で連絡を取りますが、そ

れでも安否を把握できない場合などは、再訪問することとします。 

 

 ３．市町村による再調査 

   市町村の保健師は、再訪問し、状況を把握します。会えない場合

は、『連絡がない場合は児童相談所に通報することも検討しなければ

ならない。私はそうしたくないので必ず連絡下さい』という趣旨のメ

モを残します。 

 

 ４．対応機関の連携 

   市町村の保健師は、メモを残しても連絡がない場合は、児童相談所

に連絡します。 

   児童相談所は、市町村の保健師に対し、次回の訪問の仕方について

助言します。 

 

 ５．市町村による３度目の調査 

   市町村の保健師は、３度目の訪問をします。会えない場合は、児童

相談所に通報します。 

 

 ６．児童相談所による調査 

   児童相談所が家庭訪問し、状況把握します。必要に応じて、市町村

も同行します。会えない場合は、安否確認ができないことから、保健

センター等に出頭要求します。 

 

 ７．対応機関による対応 

     出頭要求により、安否確認ができた場合は、以後は市町村が支援を

継続します。 

     出頭要求しても会えない場合には、立ち入り調査、再出頭要求など

の手順を検討します。 
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【事務処理マニュアル】 
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子発 0131 第７号 

令和２年１月 31日 

 

   都道府県知事 

各  指定都市市長  殿 

   中核市市長 

 

 

厚生労働省子ども家庭局長 

（公 印 省 略） 

 

  

母子保健施策を通じた児童虐待防止対策の推進について 

 

 

 児童虐待については、児童相談所への児童虐待相談対応件数が年々増加の一途をたど

っており、子どもの生命が奪われるなどの重大な事件も後を絶たないなど依然として深

刻な社会問題となっている。 

 母子保健施策を通じた児童虐待防止対策に関しても、平成 28 年の児童福祉法等の一

部改正において、母子保健施策が児童虐待の発生予防や早期発見に資するものであるこ

とを母子保健法（昭和 40年法律第 141号）に明記するとともに、「母子保健施策を通じ

た児童虐待防止対策の推進について」（平成 30年７月 20日付け子母発 0720第１号厚生

労働省子ども家庭局母子保健課長通知）等において、乳幼児健康診査等の受診勧奨に応

じない又は反応がない場合には、児童福祉部門と連携して児童の状況確認に努めること

などを求めているところであるが、福岡県田川市で１歳男児が亡くなった事案を受け、

下記に掲げる取り組みについて改めてお願いする。 

 また、厚生労働省としても、今後、母子保健施策を通じた児童虐待防止対策等の先進

的な取組について調査研究を行い、好事例としてとりまとめ、全国の市町村への周知を

予定している。 

 都道府県におかれては、管内市町村（特別区を含む。）に対して周知いただきたい。 

 なお、本通知は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の４第１項の規定に

基づく技術的助言である。 
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記 

 

１． 乳幼児健康診査未受診者等の発育状況等の適切な把握 

 市町村の母子保健担当部署は、乳幼児健康診査未受診者等への受診勧奨を継続

するとともに、身長や体重の推移が不明な乳幼児については、乳児家庭全戸訪問事

業等の保健福祉サービスの機会を通じて速やかに養育環境や発育状況等を確認す

ること。その際、当該家庭にきょうだいがいる場合は、きょうだい児の状況把握等

も行うこと。 

また、確認の結果、発育曲線の傾きの変化がいびつであるなど、養育不全の兆候

が疑われる場合には、虐待のおそれが想定されるため、速やかに虐待対応部署と連

携・情報共有すること。 

 市町村の母子保健担当部署が、発育の経過を把握するにあたっては、体重の増加

不良などの乳幼児期の気になる兆候を正確な計測と目視による確認により評価し、

その後の保健指導や支援に反映すること。 

 市町村の母子保健担当部署は、乳幼児健康診査未受診者等に対して、受診勧奨の

期間や受診勧奨に応じない場合の関係機関との連携・協力体制など具体的なフロ

ー図を作成するなど、組織として対応すること。 

 

２．要保護児童対策地域協議会におけるモニタリング体制の構築 

 合理的な理由なく乳幼児健康診査の受診勧奨に応じない家庭は、虐待のリスク

も高いと考えられることから、未受診の理由や背景が把握できない家庭に関して、

要保護児童対策地域協議会（以下「要対協」という。）において関係機関からの情

報を共有し、支援方針を協議する必要があるため、地域の関係機関の協力を得て養

育状況を把握するためのモニタリング体制を構築すること。 

 

 要対協では、モニタリングによる結果を踏まえ、事案の危険度や緊急度の判断、

主たる支援機関、関係機関の役割分担、支援方法などを適時適切に協議すること。 

 

３．市町村職員の専門性強化のための研修の実施 

 都道府県（指定都市及び中核市を含む。）は、市町村職員等を対象として、乳幼

児健康診査や妊婦健康診査の受診勧奨に応じない子どもとその家族への対応につ

いてのアセスメント力の向上等を図るため、母子保健施策を通じた児童虐待防止

対策に資する模擬事例を用いた演習等による研修を実施すること。 

また、この研修の実施に当たっては、虐待対応部署とともに母子保健担当部署も

含めて、支援に携わる職員が幅広く参加し、虐待に関する認識を深めること。 

 

 なお、実施に当たっては、児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金における

児童虐待防止対策研修事業（児童相談所及び市町村職員専門性強化事業）を活用さ

れたい。 
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【関係する通知等】 

 

１．母子保健施策を通じた乳幼児に対する虐待の予防及び早期発見 

 

○母子保健法（昭和40年法律第141号）（抄） 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第五条 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努

めなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する

施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期

発見に資するものであることに留意するとともに、その施策を通じて、前三条に規

定する母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。 

 

○養育支援を特に必要とする家庭の把握及び支援の更なる徹底について（抄） 

（平成30年７月20日子家発0720第５号、子母発0720第３号厚生労働省子ども家庭局家

庭福祉課長、母子保健課長連名通知） 

 

１ 保健・福祉サービスや学校保健を受けていない家庭など虐待発生リスクが高い家

庭への対応 

乳幼児健康診査、予防接種などの保健・福祉サービスや、就学時の健康診断な

どの学校保健において、受診勧奨を行っても未受診であるなど合理的理由なく受

診しない子どもの家庭（兄弟姉妹が未受診の家庭も含む）については、虐待発生

のリスクが高く、支援について検討が必要な家庭と考えられる。このため、市区

町村の母子保健担当部署及び教育委員会においては、こうした家庭への対応に関

し、「養育支援を特に必要とする家庭の把握及び支援について」（平成24年11月

30日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、母子保健課長連名通知）及

び「養育支援を特に必要とする家庭の把握及び支援の徹底について」（平成25年

6月11日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、母子保健課長連名通知）

に基づく、児童虐待担当部署との情報共有、連携した支援について今一度点検・

確認を行い、万全の体制を構築するようお願いする。 

 

○母子保健施策を通じた児童虐待防止対策の推進について（通知）（抄） 

（平成30年７月20日子母発0720第１号厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知） 

 

２．妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援 

参 考 
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（１）母性、乳幼児の健康診査及び母子保健指導の実施 

母子保健法においては、都道府県及び市町村の役割として、母性等の保持及び

増進のため、妊娠・出産・子育てに関し、相談に応じ、個別的又は集団的に必要

な指導及び助言等を行い、知識の普及に努めることとされている。 

また、市町村は妊産婦若しくは その配偶者等に対して、妊娠・出産・子育てに

関し、必要な保健指導等を行うこととされている。これらの実施にあたっては、

母子の心身の健康を 共に 保持増進させることを基本として支援を行う必要が

あり、健康診査及び保健指導に当たっては、これを踏まえつつ、対象者の特徴並

びにその家庭及び地域社会の諸条件に留意の上行うよう配慮すべきである。 

また、近年の児童虐待に関する問題の深刻化に伴い、母子保健担当部門は児童

虐待担当部門等と協力のもと、母子保健活動や地域の医療機関等との連携を通じ

て、妊産婦及び親子の健康問題、家族の状況に係る問題等に関連した虐待発生の

ハイリスク要因を見逃さないよう努め、こうした要因がある場合、保健師の家庭

訪問等による積極的な支援を実施すること。 

 

３．養育支援を必要とする家庭の把握及び支援 

（２）乳幼児健康診査、予防接種を受けていない家庭等への支援 

乳幼児健康診査、予防接種や新生児訪問は、子どもの健康状態や母親等の育児

の悩み等について確認できる機会であることから、これらの機会を積極的に活用

して、子どもや家庭の状況の把握に努めること。 

また、乳幼児健康診査等を受けていない家庭に対しては、電話、文書、家庭訪

問等により、受診等に結びつけるよう努めること。受診等の勧奨に対し、拒否す

る又は反応のない場合等には、市町村の児童福祉担当部門と母子保健担当部門が

連携して、関係機関から情報を集め、安全確認等の必要性について検討し、必要

な場合には、児童の状況の確認に努めること。 

また、児童の状況が確認できない場合や、必要な支援について検討すべきと思

われる場合には、要対協へのケース登録を行うなど、児童相談所や関係機関と連

携して対応すること。なお、保育所等に所属していない乳幼児の場合には、特に

留意し早期に対応する必要がある。 

更に、転入家庭が未受診等である場合には、前居住地の市町村から転居前の家

庭の状況や過去の受診状況等を確認した上で、継続的な支援の必要性を検討する

こと。他方、未受診等の家庭が対応中に転居したことを把握した場合には、転居

先の市町村へ情報提供し、継続した支援を依頼すること。なお、本通知とは別途、

「養育支援を特に必要とする家庭の把握及び支援の更なる徹底について」（平成

30年７月20日付け厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長、母子保健課長）も発出

されているところであり、未受診の家庭等への対応については万全を期すこと。 
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○乳幼児健康診査未受診者等に対する取組事例等の周知について（抄） 

（令和元年８月１日付け子母発0801第１号厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通

知） 

 

別添 乳幼児健康診査未受診者等に対する取組事例等  

 第１ 調査研究等を踏まえた取組のポイント 

  1．未受診者への対応 

   ①対応方針の策定 

    ○未受診者に対する受診勧奨の期限、間隔、手法を事前に定め、把握期限を

設定する。 

    ○その際、子どもに会えない、家庭訪問ができないなど、情報を把握できな

い場合を想定した対応方針や、要保護児童対策地域協議会に情報を提供す

るタイミング、期限を含め、事前に対応方針を決めておく。 

 

○養育支援を特に必要とする家庭の把握及び支援について（抄） 

（平成24年11月30日付け雇児総発第1130第１号、雇児母発1130第１号厚生労働省雇用

均等・児童家庭局総務課長、母子保健課長連名通知） 

 

２ 養育支援の把握及び情報収集 

乳幼児等を対象とする保健・福祉サービス（乳幼児健康診査、予防接種、乳児家

庭全戸訪問事業など）は、児童の健康状態や母親等の育児の悩み等について確認し、

必要な支援につなげる貴重な機会であって、児童が健やかに成長するために欠かせ

ないものである。また、これらを受けていない家庭では、受けている家庭よりも虐

待発生のリスクが高いものと考えられる。 

このため、市区町村は、これらの未受診等の家庭（兄弟姉妹を含む。）の状況を

把握し、勧奨により適切な受診等に結びつけるとともに、これらの保健・福祉サー

ビスの提供を通じて、その後の支援について検討するために必要な情報を得ること

が必要である。 

その上で、支援に関して検討を要する家庭については、要保護児童対策地域協議

会において関係機関で情報を共有し、支援の必要性や支援方針を協議する必要があ

る。（以下略） 

 

○子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について（第15次報告）（抄） 

（令和元年８月 社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専

門委員会） 
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２ 課題と提言 

（１）地方公共団体への提言 

   ①虐待の発生予防及び早期発見 

    イ 乳幼児健診未受診等の家庭の把握と支援の調整 

（前略） 

乳幼児健診や予防接種、新生児訪問、乳児家庭全戸訪問事業等は、子ども

や母親等の心身の健康を確認したり、育児の悩みを相談したりする機会であ

り、そのような機会のない家庭は、育児支援が十分に届いていない可能性も

ある。 

市町村の母子保健担当部署は、受診の勧奨に応じない未受診等の家庭に対

しては、家庭訪問の実施とともに、市町村の児童福祉担当部署等と連携し、

関係機関から情報収集を行うことにより、子どもの状況を把握する必要があ

る。その際、当該家庭にきょうだいがいる場合は、きょうだい児の状況把握

等も必要である。（以下略） 

 

２．発育状況等の適切な把握 

 

○子ども虐待対応の手引き（抄） 

（平成 11年 3月 29日付け児企第 11号厚生省児童家庭局企画課長通知） 

 

第６章 診断・判定及び援助方針の決定をどのように行うか 

１． 各種診断はどのように行うか 

（１） 社会診断 

(i)成長曲線・乳児の身長体重曲線・身体発育曲線 

虐待を疑っている子どもの発育曲線の体重や身長の推移を把握すること

は必須である。体重や身長の曲線の傾きの変化は虐待の重要な所見となり得

る。 

 

参考資料 

２． 調査において有用な身体医学的知識 

（１） 発育や発達の障害 

基礎疾患のない低身長・低体重といった乳幼児の発育障害は Non-organic 

Failure to Thrive(NOFTT) と呼ばれ、虐待と考えるべきものである。適切な

栄養を与えていない場合もあれば、親子関係の問題から子どもが望む形で栄養

を与えることができずに成長障害となることもある。また、恐怖が続いて子ど

もが食事を拒否することも稀にある。成長曲線が正常な曲線からかい離してい
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き、入院や施設入所によりキャッチアップすることが多い。NOFTT は身体的虐

待を合併してくることも多く、リスクが高い虐待の形と考える必要がある。ま

た、年長児では低身長となることが多い。 

（以下略） 

 

○乳幼児健康診査身体診察マニュアル （抄） 

（平成30年３月、平成29年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「乳幼児健康診

査のための「保健指導マニュアル（仮称）」及び「身体診察マニュアル（仮称）」

作成に関する調査研究） 

 

第２章 乳幼児健康診査 

  第３節 １か月児健康診査（新生児の診かた) 

17．その他の異常（児童虐待など） 

１）所見の取り方 

身体の視診にて傷跡、打撲痕、出血斑、やけど痕などに留意する。とくに

目立たない臀部や大腿内側に注意し、皮膚の汚れの有無にも留意する。 

２）判定と対応 

複数の傷や傷跡があったり、皮膚の汚れが目立ったりする場合、体重増加

不良を伴うなどの場合には育児支援の必要度が高いと判定する。母子保健行

政担当者と相談の上、子ども家庭相談センター等へ連絡する。 

※１歳６か月児健康診査までは、ほぼ同様の記載あり 

 

○標準的な乳幼児期の健康診査と保健指導に関する手引き～「健やか親子21（第2次）」

の達成に向けて～」（抄） 

（平成27年３月、平成26年度厚生労働科学研究費補助金 乳幼児健康診査の実施と

評価ならびに多職種連携による母子保健指導のあり方に関する研究） 

 

第４章 健康診査の実施 

４．４ 発育と発達の評価 

   １）発育評価 

    （２）発育評価の判定項目の例示 

判定区分を標準化する際の考え方を例示する。 

①パーセンタイル区分  

身長、体重、頭囲、胸囲の判定は、乳幼児身体発育曲線を用いて、パ

ーセンタイル値で判定する。早期産児の場合は、修正月齢を用いて判定

する。修正月齢は、出産予定日で修正した月齢であり、出生体重や在胎
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週数により修正月齢で判断する期間が異なる。（略） 

個々の値を母子健康手帳の乳幼児身体発育曲線にプロットして発育

曲線を作成する。それぞれの増加割合が身体発育曲線のカーブに沿って

いるか確認し、身体発育不良など発育状況の判定に用いる。（以下略） 

 

３．要対協におけるモニタリング体制の構築 

 

○子ども虐待対応の手引き（抄） 

（平成 11年 3月 29日付け児企第 11号厚生省児童家庭局企画課長通知） 

 

第１４章 虐待重大事例に学ぶ 

２．虐待対応上の主なポイント 

（２） 乳幼児期における予防的支援 

② 家庭の養育能力が低い、必要な健診を受けさせていないなどの要支援ケ

ースは、放置すると深刻な虐待につながるおそれがある。このため、養育

状況の把握（モニタリング）や時宜に適ったリスクアセスメント、さらに

母子保健事業や養育支援訪問事業等も活用した積極的な支援が必要であ

る。また、要支援児童として要保護児童対策地域協議会を活用するなど、

モニタリング体制の構築や関係機関間の情報共有、様々な地域資源を活用

した支援のあり方を検討することが重要である。 

 

○養育支援を特に必要とする家庭の把握及び支援について（抄） 

（平成 24年 11月 30日付け雇児総発 1130第１号雇児母発 1130第１号厚生労働省雇

用均等・児童家庭局総務課長、母子保健課長通知） 

 

２ 要支援児童の把握及び情報収集 

乳幼児等を対象とする保健・福祉サービス（乳幼児健康診査、予防接種、乳児家

庭全戸訪問事業など）は、児童の健康状態や母親等の育児の悩み等について確認し、

必要な支援につなげる貴重な機会であって、児童が健やかに成長するために欠かせ

ないものである。また、これらを受けていない家庭では、受けている家庭よりも虐

待発生のリスクが高いものと考えられる。 

このため、市区町村は、これらの未受診等の家庭（兄弟姉妹を含む。）の状況を

把握し、勧奨により適切な受診等に結びつけるとともに、これらの保健・福祉サー

ビスの提供を通じて、その後の支援について検討するために必要な情報を得ること

が必要である。 
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その上で、支援に関して検討を要する家庭については、要保護児童対策地域協議

会において関係機関で情報を共有し、支援の必要性や支援方針を協議する必要があ

る。 

特に、家庭訪問等による勧奨にもかかわらず、合理的な理由なくこれらを受けな

い家庭や、必要な調査を行っても居住実態が把握できない家庭は、虐待発生のリス

クが高い家庭として位置づけ、必要に応じ、児童相談所と対応や支援について相談・

情報共有を行うなど児童相談所と連携して対応する必要がある。 

 

○要保護児童対策地域協議会設置・運営指針について（抄） 

（平成17年２月25日付け雇児発第0225001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通

知） 

 

第３章 要保護児童対策地域協議会の機能 

（１）業務内容 

② 実務者会議 

・ 実務者会議は、実際に活動する実務者から構成される会議であり、会議におけ

る協議事項としては例えば次のようなものが考えられる。 

ア  すべてのケースについて定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、

支援方針の見直し等 

イ 定例的な情報交換や、個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検

討 

ウ 支援対象児童等の実態把握や、支援を行っているケースの総合的な把握 

エ 要保護児童対策を推進するための啓発活動 

オ 地域協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告 

 

・ また、子ども虐待への対応は、多数の関係機関が関与し、児童相談所と市町村

の間の役割分担が曖昧になるおそれもあるため、市町村内におけるすべての虐待

ケースに関して地域協議会において絶えず、ケースの主担当機関及び主たる支援

機関をフォローし、ケースの進行管理を進めていくことが必要である。こうした

観点から地域協議会の調整機関において、全ケースについて進行管理台帳（別添

１参照）を作成し、実務者会議等の場において、定期的に（例えば、３か月に１

度）、状況確認、主担当機関の確認、支援方針の見直し等を行うことが適当であ

る。 

○主担当機関 ：児童相談所又は市町村のうち、全体の進行管理の責任主体として

の機関を指す。 

○主たる支援機関：支援対象児童等に対して、必要な支援を主に行う機関を指す。 
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③ 個別ケース検討会議 

・ 個別の支援対象児童等について、直接関わりを有している担当者や今後関わ

りを有する可能性がある関係機関等の担当者により、当該支援対象児童等に

対する具体的な支援の内容等を検討するために適時開催される。その対象

は、当然のことながら、虐待を受けた子どもに限られるものではない。 

・ （中略） 

・ 個別ケース検討会議においては、関係機関が対応している事例についての危

険度や緊急度の判断、支援対象児童等に対する具体的な支援の内容について

検討を行うことが適当であり、子どもの権利を守るための支援方針や支援の

内容を具体的に実施していくための支援計画を作成するために、可能な限り

子ども、保護者及び妊婦の意見や参加を求め、保護者に左右されずに子ども

の意見を聞く配慮が必要である。 

（中略） 

 

・ 会議における協議事項としては次のようなものが考えられる。 

ア 関係機関が現に対応している虐待事例についての危険度や緊急度の判断 

イ 要保護児童の状況の把握や問題点の確認 

ウ 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有 

エ 支援方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有 

オ ケースの主担当機関と主たる支援機関の決定 

カ 実際の支援、支援方法、支援スケジュール（支援計画）の検討 

キ 次回会議（評価及び検討）の確認 
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都
道
府
県
担
当
部
局

死
因
調
査
票
を
提
出

(死
亡
診
断
時
）

〇
効
果
的
な
予
防
策
な
ど
を

取
り
ま
と
め
、
都
道
府
県
へ

提
言

情
報
収
集

連
携
・
協
力

1
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聴
覚
障
害
は
早
期
に
発
見
さ
れ
適
切
な
支
援
が
行
わ
れ
た
場
合
は
、
聴
覚
障
害
に
よ
る
音
声
言
語
発
達
等
へ
の
影
響
が
最
小
限
に

抑
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
聴
覚
障
害
の
早
期
発
見
・
早
期
療
育
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
新
生
児
聴
覚
検
査
に
係
る
協
議
会
の
設
置
や
、
研

修
会
の
実
施
、
普
及
啓
発
等
に
よ
り
、
都
道
府
県
に
お
け
る
推
進
体
制
を
整
備
す
る
。
（
平
成
２
９
年
度
創
設
）

○
新
生
児
聴
覚
検
査
に
係
る
行
政
機
関
、
医
療
機
関
、
教
育
機
関
、
医
師
会
・
患
者
会
等
の
関
係
機
関
等
に
よ
る
協
議
会
の
設
置
、

研
修
会
の
実
施
や
普
及
啓
発
等
に
よ
り
、
都
道
府
県
内
に
お
け
る
新
生
児
聴
覚
検
査
の
推
進
体
制
の
整
備
を
図
る
。

（
実
施
主
体
：
都
道
府
県
、
補
助
率
１
／
２
、
R
2
基
準
額
（
案
）
：
２
，
３
７
３
千
円
）

令
和
元
年
度
実
施
都
道
府
県
：
3
9
都
道
府
県

事
業
内
容

要
旨

＜
都
道
府
県
内
に
お
け
る
新
生
児
聴
覚
検
査
の
推
進
体
制
の
確
保
＞

○
医
療
機
関
や
教
育
機
関
な
ど
の
関
係
機
関
等
に
よ
る
協
議
会
の
設
置

○
医
療
機
関
従
事
者
等
に
対
す
る
研
修
会
の
実
施
や
新
生
児
聴
覚
検
査
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
作
成
等
に
よ
る
普
及
啓
発

○
県
内
に
お
け
る
事
業
実
施
の
た
め
の
手
引
書
の
作
成

な
ど

都
道
府
県

※
新
生
児
聴
覚
検
査
･･
･新
生
児
期
に
お
い
て
、
先
天
性
の
聴
覚
障
害
の
発
見
を
目
的
と
し
て
実
施
す
る
聴
覚
検
査
。

＜
新
生
児
聴
覚
検
査
の
実
施
＞

○
新
生
児
聴
覚
検
査
に
対
す
る
公
費
助
成
の
実
施
（
※
地
方
交
付
税
措
置
）

○
新
生
児
訪
問
等
の
際
に
、
母
子
健
康
手
帳
を
活
用
し
、
新
生
児
聴
覚
検
査
の
実
施
状
況
の
把
握
及
び
要
支
援
児
や
保
護
者

に
対
す
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

な
ど

市
町
村

支
援

新
生
児
聴
覚
検
査
体
制
整
備
事
業

（
令
和
元
年
度
予
算
）

（
令
和
２
年
度
予
算
案
）

４
９
百
万
円

→
４
３
６
百
万
円
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新
生
児
聴
覚
検
査
体
制
整
備
事
業
の
拡
充

○
新
生
児
期

に
聴

覚
検

査
を

受
検
す

る
こ

と
は
、
難
聴

の
早
期
発
見

・
早
期
療
育

の
た
め

に
有
効

で
あ

る
が
、

市
町

村
に

お
い

て
、

新
生

児
聴

覚
検

査
の
実
施
率

の
把
握

が
で

き
て

お
ら

ず
、
ま

た
、
把
握
し
て
も

、
必
要

な
医
療

や
療
育
機
関

等
へ
早

期
に

繋
げ

ら
れ

て
い

な
い

な
ど

の
課

題
が

あ
る
。

○
そ
の
た
め

、
都

道
府

県
に

お
け

る
新

生
児
聴
覚
検
査
結
果

の
情
報
集
約

や
医
療
機
関
・
市
町

村
へ

の
情

報
共

有
・

指
導

等
、

難
聴
と
診

断
さ

れ
た
子

を
持

つ
親
等
へ
の

相
談

支
援
、
産

科
医

療
機
関
等
の
検
査
状
況

・
精
度
管
理
等

の
実
施

を
支
援

す
る
。

【
１

．
都
道
府
県

新
生

児
聴

覚
検

査
管

理
等

事
業
の
実
施
】

■
実
施
主
体

：
都

道
府

県
or
都

道
府

県
内
の
聴
覚

に
関
す
る

治
療

や
療
育
の

機
能
を
持

つ
中
核

的
な

医
療

機
関
に
委

託
も
可

。
■

実
施
担
当
者
：

看
護

師
、
助

産
師
、
言

語
聴
覚
士

■
補
助
単
価

（
案
)：

10
,0
00

千
円

■
補

助
率
（
案

)：
国

1/
2
、
都

道
府

県
1/
2

①
．

検
査
結
果

の
情

報
集

約
と
、

医
療
機
関

・
市
町
村

へ
の
情
報
共
有

・
指
導
等
の

実
施

○
産
科
医
療

機
関

等
や
市

町
村
か

ら
、
新
生
児

に
関

す
る
聴
覚
検
査
結
果

を
集
約

し
、
検

査
結

果
を
把

握
す

る
よ

う
市

町
村
へ

指
導
す

る
こ

と
や

他
の
精

密
検

査
実

施
医

療
機

関
等
へ
の

治
療
や
療
育
等

の
依
頼
等
を

行
う
。
ま
た

、
必

要
に

応
じ
、

直
接

訪
問

指
導
も
実

施
。

②
．

電
話

・
面

接
相

談
や
、

産
科

医
療

機
関
・
市
町
村

か
ら
の

相
談
対
応

○
難
聴

と
診

断
さ

れ
た
子

を
持

つ
親

等
か
ら
の

相
談

や
照
会

へ
の
対
応

を
実
施
。

○
産
科
医
療

機
関
や

市
町

村
か

ら
の
、
聴
覚

に
関
す
る

専
門
的

な
照
会

や
療
育
機
関

と
の

連
携
に

つ
い

て
、
相

談
対

応
の
実

施
。

③
．

産
科
医
療

機
関

等
の
検

査
状

況
・

精
度
管
理
業
務

○
管
内

の
産

科
医

療
機

関
を
定

期
的
に
訪
問

し
、
検
査
機
器

の
有
無
や

検
査
の
実
施
方
法

や
精

度
等
の

確
認
を

実
施
。

【
２

．
聴
覚
検
査

機
器

の
購

入
補

助
】

■
小
規
模

の
医

療
機

関
等
が
聴

覚
検

査
の

機
器

（
自
動
AB
R
）

を
購
入
す
る

際
の

補
助
を
実
施
。

■
実
施
主
体

：
都

道
府

県
■

補
助

単
価
（
案

)：
3,
60
0
千
円

■
補
助
率

（
案

)：
国

1/
2
、
都

道
府

県
1/
2

課
題

新
生
児

聴
覚

検
査

体
制

整
備

事
業
の

拡
充

都
道

府
県

o
r
都

道
府

県
が

指
定

す
る

医
療

機
関

市
町

村
産

科
医

療
機

関

・
電
話
相
談
、
訪
問
指
導

出
生
・
検
査

・
情
報
共
有

・
検
査
結
果
の
把
握
や
指
導
等

訪
問
・
指
導

・
聴
覚
検
査
情
報
の
共
有

・
精
度
管
理
業
務

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ

：
都

道
府

県
新

生
児

聴
覚
検
査
管
理
等
事
業
＞
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デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
時
代
の
母
子
保
健
情
報
の
利
活
用
に
係
る
情
報
シ
ス
テ
ム
改
修
事
業

母
子
保
健
情
報
の
利
活
用
を
推
進
す
る
た
め
、
乳
幼
児
健
診
の
受
診

の
有
無
等
の
電
子
化
し
た
情
報
に
つ
い
て
、
転
居
時
に
市
町
村
間
で
引

き
継
が
れ
る
仕
組
み
や
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
活
用
し
、
子
ど
も
時
代

に
受
け
る
健
診
、
妊
婦
健
診
、
予
防
接
種
等
の
個
人
の
健
康
情
報
歴
を

一
元
的
に
確
認
で
き
る
仕
組
み
を
構
築
す
る
。

妊
婦
健
診
や
乳
幼
児
健
診
で
実
施
す
る
項
目
の
う
ち
、
標
準
的
な
電

子
的
記
録
様
式
と
し
て
定
め
る
項
目
に
つ
い
て
、
中
間
サ
ー
バ
ー
へ
の

副
本
登
録
に
か
か
る
経
費
（
デ
ー
タ
標
準
レ
イ
ア
ウ
ト
の
改
版
に
伴
う

市
町
村
の
シ
ス
テ
ム
改
修
等
）
に
つ
い
て
補
助
す
る
。

市
町
村

２
/３

定
期
予
防

接
種
情
報

市
町
村
が
保
有
す
る
健
康
情
報

※
一
部
は
医
療
機
関
か
らの
報
告
に
よ
り把
握

妊
婦
健
診

情
報 マイ
ナ
ポ
ー
タル
に
よる
閲
覧

転
居

転
居
時
に
引
き
継
ぐ

乳
幼
児
健
診
情
報

電
子
化

Ａ
市

Ｂ
市

・受
診
の
有
無
等

事
業
目
的

事
業
内
容

実
施
主
体

補
助
率

ス
ケ
ジ
ュー
ル
（
予
定
）

20
19
年
4月
頃
デ
ー
タ
標
準
レ
イ
ア
ウ
ト
（
β
版
）
デ
ジ
タ
ル
PM
O
公
開

20
19
年
7月
頃
デ
ー
タ
標
準
レ
イ
ア
ウ
ト
（
最
終
版
）
デ
ジ
タ
ル
PM
O
公
開

順
次
、
自
治
体
に
お
い
て
シ
ス
テ
ム
の
改
修

20
20
年
6月
～
運
用
開
始

標
準
的
な
電
子
的
記
録
様
式

最
低
限
電
子
化

す
べ
き
情
報「
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
時
代
の
母
子
保
健
情
報
の
利
活
用
に
関
す
る
検
討
会
」

中
間
報
告
書
に
基
づ
く
イ
メ
ー
ジ

（
平
成

3
0
年
度
）

（
令
和
元
年

度
予
算
）

ー
百
万
円

→
１
，
２
５

１
百
万
円
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※
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
改
革
の
基
盤
と
な
る
被
保
険
者
番
号
の
個
人
単
位
化
や
、
オ

ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
工
程
表
に

則
っ
て
着
実
に
進
め
る
。

※
審
査
支
払
機
関
改
革
に
つ
い
て
は
、
「
支
払
基
金
業
務
効
率
化
・
高
度
化
計

画
工
程
表
」
等
に
則
っ
て
着
実
に
進
め
る
。

保
健
医
療
記
録
共
有

全
国
的
な
保
健
医
療
記
録
共
有
サ
ー
ビ
ス
の
運
用
に
よ
り
、

複
数
の
医
療
機
関
等
の
間
で
患
者
情
報
等
を
共
有

救
急
時
医
療
情
報
共
有

医
療
的
ケ
ア
児
等
の
救
急
時
の
医
療
情
報
共
有
に
よ
り
、
搬

送
先
医
療
機
関
で
適
切
な
医
療
が
受
け
ら
れ
る
体
制
の
整
備

P
H
R
・
健
康
ス
コ
ア
リ
ン
グ

自
社
の
従
業
員
等
の
健
康
状
態
や
医
療
費
等
が
「
見
え
る

化
」
さ
れ
、
企
業
・
保
険
者
の
予
防
・
健
康
作
り
に
活
用

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
分
析

N
D
B
、
介
護
D
B
等
の
連
結
解
析
と
幅
広
い
主
体
に
よ
る
公

益
目
的
で
の
分
析

乳
幼
児
期
・
学
童
期
の
健
康
情
報

乳
幼
児
健
診
等
の
電
子
化
情
報
の
市
町
村
間
引
き
継
ぎ
と
マ

イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
に
よ
る
本
人
へ
の
提
供

科
学
的
介
護
デ
ー
タ
提
供

科
学
的
に
効
果
が
裏
付
け
ら
れ
た
介
護
を
実
現
す
る
た
め
、

分
析
に
必
要
な
デ
ー
タ
を
収
集
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築

が
ん
ゲ
ノ
ム

が
ん
ゲ
ノ
ム
医
療
提
供
体
制
の
整
備
と
、
パ
ネ
ル
検
査
に
基

づ
く
適
切
な
治
療
等
の
提
供
や
が
ん
ゲ
ノ
ム
情
報
の
集
約

A
I
重
点
６
領
域
を
中
心
と
し
た
A
I開
発
基
盤
の
整
備
と
、
A
I

の
社
会
実
装
に
向
け
た
取
組

2
0
2
0
年
度
の
提
供
を
目
指
し
て
き
た
８
つ
の
サ
ー
ビ
ス

2
0
2
1
年
度
以
降
に
目
指
す
未
来

2
0
2
0
年
度
ま
で
に
、
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
改
革
の
基
盤
を
構
築
し
た
上
で
、
８
つ
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
目
指
し
て
い
る
。

そ
の
先
、
2
0
2
1
年
度
以
降
に
目
指
す
べ
き
未
来
に
向
け
て
、
取
組
を
進
め
る
。

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
改
革
の
８
つ
の
サ
ー
ビ
ス
と
そ
の
先
の
未
来

ゲ
ノ
ム
医
療
・
A
I活
用
の
推
進

全
ゲ
ノ
ム
情
報
等
を
活
用
し
た
が
ん
や
難
病
の
原
因
究
明
、
新
た

な
診
断
・
治
療
法
等
の
開
発
、
個
人
に
最
適
化
さ
れ
た
患
者
本
位

の
医
療
の
提
供

A
Iを
用
い
た
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
高
度
化
・
現
場
の
負
担
軽
減

医
療
・
介
護
現
場
の
情
報
利
活
用
の
推
進

医
療
・
介
護
現
場
に
お
い
て
、
患
者
等
の
過
去
の
医
療
等
情
報
を

適
切
に
確
認

よ
り
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
可
能
に

自
身
の
デ
ー
タ
を
日
常
生
活
改
善
等
に
つ
な
げ
る
P
H
R
の
推
進

国
民
が
健
康
・
医
療
等
情
報
を
ス
マ
ホ
等
で
閲
覧

自
ら
の
健
康
管
理
や
予
防
等
に
容
易
に
役
立
て
る
こ
と
が
可
能
に

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
効
果
的
な
利
活
用
の
推
進

保
健
医
療
に
関
す
る
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
利
活
用

民
間
企
業
・
研
究
者
に
よ
る
研
究
の
活
性
化
、
患
者
の
状
態
に
応

じ
た
治
療
の
提
供
等
、
幅
広
い
主
体
が
メ
リ
ッ
ト
を
享
受
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自
身
の
デ
ー
タ
を
日
常
生
活
改
善
等
に
つ
な
げ
る
P
H
R
の
推
進

2
0
1
9
年
度

2
0
2
0
年
度

2
0
2
1
年
度

2
0
2
2
年
度

2
0
2
3
年
度

2
0
2
4
年
度

2
0
2
5
年
度

取 組 の 加 速 化

現 在 の 取 組 の

着 実 な 推 進目
指
す
未
来

国
民
が
健
康
・
医
療
等
情
報
を
ス
マ
ホ
等
で
閲
覧

自
ら
の
健
康
管
理
や
予
防
等
に
容
易
に
役
立
て
る

こ
と
が
可
能
に

＜
国
民
、
現
場
等
へ
の
メ
リ
ッ
ト
＞

自
身
の
健
康
・
医
療
等
情
報
を
簡
単
に
確
認
で
き
る
こ
と
で
、
健

康
管
理
や
予
防
等
に
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
国
民
）

健
診
・
医
療
等
情
報
を
簡
単
に
医
療
従
事
者
に
提
供
で
き
、
医
療

従
事
者
と
の
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
と
な
る
。

（
国
民
、
医
療
従
事
者
）

重
複
投
薬
の
削
減
等
が
期
待
で
き
る
。
（
国
民
、
保
険
者
）

【
現
在
の
取
組
の
着
実
な
推
進
】

予
防
接
種
履
歴
の
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
提
供
（
稼
働
済
み
）

乳
幼
児
健
診
情
報
、
特
定
健
診
情
報
、
薬
剤
情
報
等
の
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ

ル
で
の
提
供
（
稼
働
に
向
け
準
備
中
）

【
取
組
の
加
速
化
】

自
ら
の
健
診
・
検
診
情
報
の
利
活
用
を
推
進
す
る
た
め
、
電
子
化
や
相

互
互
換
性
の
あ
る
デ
ー
タ
形
式
の
推
進
等
に
つ
い
て
整
理
す
る
と
と
も

に
、
デ
ー
タ
提
供
等
に
関
す
る
契
約
条
項
例
等
を
提
示

P
H
R
の
在
り
方
に
関
す
る
基
本
的
な
方
向
性
や
課
題
に
つ
い
て
包
括
的

な
検
討

＜
主
な
検
討
事
項
＞

•
P
H
R
の
目
的

•
提
供
す
べ
き
情
報

•
デ
ー
タ
の
円
滑
な
提
供
と
適
切
な
管
理

•
デ
ー
タ
の
効
果
的
な
利
活
用
（
A
P
I連
携
等
）

【
工
程
表
】

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
の
提
供
開
始

（
2
0
年
６
月
頃
（
想
定
）
：
乳
幼
児
健
診
等
、

2
1
年
3
月
：
特
定
健
診
等
、
2
1
年
1
0
月
：
薬
剤
）

特
定
健
診
、
薬
剤
、
乳
幼
児
健
診
等
の
健
康
情
報
の
マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル
で
の
提
供
に
向
け
て
検
討

・
電
子
化
や
相
互
互
換
性
の
あ
る
デ
ー
タ
形
式
を

推
進
し
、
本
人
の
健
診
結
果
を
継
続
的
に
活
用

で
き
る
環
境
整
備
等
の
方
向
性
に
つ
い
て
整
理

・
デ
ー
タ
提
供
等
に
関
す
る
契
約
条
項
等
の
提
示

工
程
表
に
沿
っ
た
対
応
（
シ
ス
テ
ム
改
修
等
必
要
な
対
応
を
順
次
推
進
）

生
涯
に
わ
た
る
健
診
・
検
診
情
報
を
標
準
化
さ
れ
た
形
で
デ
ジ
タ
ル

化
・
蓄
積

P
H
R
の
在
り
方
に
関
す
る
基
本
的
な
方
向
性
・
課
題
の
整
理

と
工
程
表
の
策
定
（
2
0
2
0
年
夏
ま
で
）

P
H
R
制
度
や
保
健
医
療
分
野
の
個
人
情
報
保
護
法
制
に
関
す

る
海
外
調
査

＜
自
ら
の
健
診
・
検
診
情
報
を
利
活
用
す
る
た
め
の
環
境
整
備
＞

＜
P
H
R
の
推
進
の
た
め
の
包
括
的
な
検
討
＞

※
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
レ
コ
ー
ド
（
P
H
R
）
：
個
人
の
健
康
・
医
療
等
情
報
を
、
本
人
が
電
子
的
に
把
握
す
る
仕
組
み
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Ｐ
Ｈ
Ｒ
とし
て
活
用
す
る
健
康
等
情
報
の
種
別
や
、そ
の
電
子
化
・管
理
・保
存
の
方
向
性
の
整
理

本
人
の
健
康
等
情
報

個
人
の
健
康
診
断
結
果
や
服
薬
履
歴
等
の
健
康
・医
療
等
情
報
を
、電
子
記
録
とし
て
、本
人
や

家
族
が
正
確
に
把
握
す
る
た
め
の
仕
組
み

・特
定
健
診

・歯
周
疾
患
検
診

・後
期
高
齢
者
健
診

・が
ん
検
診

・乳
幼
児
健
診

・肝
炎
ウイ
ル
ス
検
診

・妊
婦
健
診

・学
校
健
診

・骨
粗
鬆
症
検
診

・事
業
主
健
診
等

・身
長
、体
重

・食
習
慣
/飲
酒

・血
圧
、脈
拍

・喫
煙

・運
動
習
慣
（
歩
数
等
）
・睡
眠
時
間
等

・予
防
接
種
履
歴

・薬
剤
情
報

・医
療
等
情
報

等

①
本
人
の
日
常
生
活
習
慣
の
改
善
等
の
行
動
変
容
や
健
康
増
進
に
つ
な
が
る

②
健
診
結
果
等
の
デ
ー
タ
を
簡
単
に
医
療
従
事
者
に
提
供
で
き
る
こと
に
よ
り、
医
療
従
事
者

との
円
滑
な
コミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョン
が
可
能
とな
る

想
定
さ
れ
る
効
果

※
日
本
に
お
い
て
は
厳
密
な
定
義
は
され
て
い
な
い

PH
Rに
な
じま
な
い
情
報
等

各
健
診
・検
診
情
報

個
人
の
健
康
情
報

健
康
に
関
連
す
る
医
療
等
情
報

情
報
を
活
用
して
、自
身
の
健
康
状
況
を
正
確
に
把
握

パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
レ
コ
ー
ド
（
P
H
R
）
と
は ※
健
康
等
情
報
で
は
な
い
が
、
P
H
R
と
合
わ
せ

て
提
供
す
る
こ
と
が
効
果
的
と
考
え
ら
れ
る
情

報
に
つ
い
て
も
検
討
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乳
幼
児
健
診

学
校
健
診

予
防
接
種
歴

骨
粗
し
ょ
う
症
検
診
、
歯
周
疾
患
検
診

日
常
生
活
に
お
け
る
メ
リ
ッ
ト

日
常
生
活
に
お
け
る
メ
リ
ッ
ト

過
去
の
健
診
結
果
等
も
含
め
、
デ
ー
タ
を
簡
単
に
確
認
で
き

る
こ
と
で
、
個
人
の
日
常
生
活
習
慣
の
改
善
等
の
行
動
変
容

や
健
康
増
進
に
つ
な
が
る
。

過
去
の
健
診
結
果
等
も
含
め
、
デ
ー
タ
を
簡
単
に
確
認
で
き

る
こ
と
で
、
個
人
の
日
常
生
活
習
慣
の
改
善
等
の
行
動
変
容

や
健
康
増
進
に
つ
な
が
る
。

災
害
等
に
よ
り
、
母
子
健
康
手
帳
や
紙
に
よ
る
健
診
結
果
等

を
紛
失
し
た
際
に
も
デ
ー
タ
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
可
能
に
な
る
。

災
害
等
に
よ
り
、
母
子
健
康
手
帳
や
紙
に
よ
る
健
診
結
果
等

を
紛
失
し
た
際
に
も
デ
ー
タ
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
可
能
に
な
る
。

過
去
の
予
防
接
種
歴
を
簡
単
に
確
認
で
き
る
と
と
も
に
、
接

種
時
期
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

過
去
の
予
防
接
種
歴
を
簡
単
に
確
認
で
き
る
と
と
も
に
、
接

種
時
期
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

医
療
現
場
等
に
お
け
る
メ
リ
ッ
ト

医
療
現
場
等
に
お
け
る
メ
リ
ッ
ト

健
診
結
果
等
の
デ
ー
タ
を
簡
単
に
医
療
従
事
者
に
提
供
で
き

る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
従
事
者
と
の
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
可
能
と
な
る
。

健
診
結
果
等
の
デ
ー
タ
を
簡
単
に
医
療
従
事
者
に
提
供
で
き

る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
従
事
者
と
の
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
可
能
と
な
る
。

重
複
投
薬
の
削
減
等
が
期
待
で
き
る
。

重
複
投
薬
の
削
減
等
が
期
待
で
き
る
。

自
分
の
健
康
デ
ー
タ
を
携
帯
・
タ
ブ
レ
ッ
ト
等

の
端
末
で
電
子
的
に
閲
覧

就
学
前

出
生

就
学
期

子
育
て
・
就
労
・
退
職
期

妊
婦
健
診

6歳
18
歳

40
歳

75
歳

特
定
健
診

が
ん
検
診

事
業
主
健
診

医
療
・
介
護
・
薬
剤
情
報
等

【
各
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
お
け
る
健
康
関
連
情
報
】

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診

特
定
健
診
、
乳
幼
児
健
診
等
の
デ
ー
タ
は
2
0
2
0
年
度
か
ら
、
薬
剤
情
報
は
2
0
2
1
年
度
か
ら
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
活

用
し
て
本
人
へ
の
提
供
開
始
を
目
指
す
。

こ
れ
に
加
え
、
P
H
R
の
推
進
に
向
け
て
在
り
方
や
課
題
の
包
括
的
な
検
討
を
行
い
、
必
要
な
健
康
・
医
療
等
情
報
を
電

子
的
記
録
と
し
て
本
人
に
提
供
す
る
仕
組
み
の
構
築
を
目
指
す
。

P
H
R
の
推
進
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
メ
リ
ッ
ト

骨
粗
し
ょ
う
症
検
診
、
歯
周
疾
患
検
診

が
ん
検
診
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診

後
期
高
齢
者
健
診
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令
和
２
（
2
0
2
0
）
年
乳
幼
児
身
体
発
育
調
査
の
実
施

目
的
全
国
的
に
乳
幼
児
の
身
体
発
育
の
状
態
を
調
査
し
、
我
が
国
の
乳
幼
児
の
身
体
発
育
値
を
定
め
て
、

乳
幼
児
の
保
健
指
導
の
改
善
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施

乳
幼
児
身
体
発
育
調
査
専
門
委
員
会

乳
幼
児
身
体
発
育
調
査
の
実
施

集
計
・
解
析

結
果
の
活
用

企
画
・
解
析

•
身
体
発
育
曲
線
（
身
長
、
体
重
、
胸
囲
、
頭

囲
）
の
作
成

•
運
動
・
言
語
機
能
通
過
率
曲
線
の
作
成

•
妊
娠
中
の
状
況
と
児
の
体
位
等
の
検
討

等

•
母
子
健
康
手
帳
の
身
体
発
育
曲
線
に
反
映

•
乳
幼
児
健
康
診
査
時
の
基
準
と
し
て
活
用

•
保
健
指
導
の
現
場
で
の
活
用

等

調
査
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
調
査
項
目
、
調
査

方
法
、
解
析
方
法
等
に
つ
い
て
、
専
門
的
な
観

点
か
ら
検
討
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○
身
体
発
育
曲
線

調
査
結
果
を
も
と
に
身
体
発
育
評
価
の
た
め
の
パ
ー
セ
ン
タ
イ
ル
曲
線
を
作
成

○
身
長
体
重
曲
線

調
査
結
果
を
も
と
に
肥
満
判
定
（
や
せ
及
び
肥
満
の
評
価
）
の
た
め
に
作
成

（
参
考
）
平
成
2
2
（
2
0
1
0
）
年
乳
幼
児
身
体
発
育
調
査
の
概
要

○
目
的
：
全
国
的
に
乳
幼
児
の
身
体
発
育
の
状
態
を
調
査
し
、
我
が
国
の
乳
幼
児
の
身
体
発
育
値
を
定
め
て
乳
幼
児
保
健
指
導
の
改
善
に
資
す
る

○
調
査
方
法
：
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
で
企
画
し
、
都
道
府
県
及
び
保
健
所
を
設
置
す
る
市
に
委
託

①
一
般
調
査
：
全
国
の
生
後
1
4
日
以
上
小
学
校
就
学
前
の
乳
幼
児
7
,6
5
2
人
の
生
年
月
日
、
身
長
、
体
重
、
運
動
・
言
語
機
能
、
栄
養
法
、

母
の
状
況
等
（
原
則
と
し
て
乳
幼
児
の
一
斉
健
診
に
よ
る
集
団
調
査
と
し
て
実
施
し
た
）

②
病
院
調
査
：
全
国
の
1
5
0
の
産
科
標
榜
病
院
で
出
生
し
、
平
成
2
2
年
９
月
中
に
い
わ
ゆ
る
1
か
月
健
診
を
受
診
し
た
乳
児
4
,7
7
4
人
の

生
年
月
日
、
身
長
、
体
重
、
娩
出
方
法
、
栄
養
法
、
母
の
状
況
等

調
査
の
概
要

○
乳
幼
児
身
体
発
育
値

乳
幼
児
の
年
・
月
齢
別
の
体
重
及
び
身
長
は
平
成
1
2
年
の
調
査

に
比
べ
て
全
体
的
に
若
干
減
少
し
て
い
た
。

○
乳
幼
児
の
運
動
機
能
・
言
語
機
能
通
過
率

乳
幼
児
の
運
動
機
能
・
言
語
通
過
率
に
つ
い
て
は
、
平
成
1
2
年

の
調
査
に
比
べ
て
や
や
遅
い
傾
向
が
認
め
ら
れ
た
。

○
乳
幼
児
の
栄
養
法
に
つ
い
て

母
乳
栄
養
の
割
合
は
、
各
月
齢
で
平
成
1
2
年
の
調
査
と
比
べ
て

増
加
し
て
お
り
、
４
～
５
か
月
児
で
の
母
乳
栄
養
の
割
合
は
、
平

成
1
2
年
は
3
5
.9
％
、
平
成
2
2
年
は
5
5
.8
％
で
あ
っ
た
。

○
妊
娠
中
の
喫
煙
に
つ
い
て

妊
娠
中
の
喫
煙
率
は
、
平
成
1
2
年
の
1
0
.0
％
と
比
較
し
て
平

成
2
2
年
は
5
.0
％
に
減
少
し
て
い
た
。

○
妊
娠
中
の
飲
酒
に
つ
い
て

妊
娠
中
の
飲
酒
率
は
、
平
成
1
2
年
の
1
8
.1
％
と
比
較
し
て
平

成
2
2
年
は
8
.7
％
に
減
少
し
て
い
た
。

調
査
結
果
の
概
要

調
査
結
果
に
基
づ
く
曲
線
例

例
：
乳
児
（
男
子
）
身
体
発
育
曲
線
（
体
重
）

例
：
幼
児
（
女
子
）
の
身
長
体
重
曲
線

平
成
2
3
年
1
0
月
2
7
日
結
果
公
表
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住
民
（
親
子
）

Ｎ
Ｐ
Ｏ

連
携
と
協
働

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
構
築

企
業

医
療
機
関

研
究
機
関

学
校

地
方
公
共
団
体

○
関
係
者
が
一
体
と
な
っ
て
推
進
す
る
母
子
保
健
の
国
民
運
動
計
画

○
2
1
世
紀
の
母
子
保
健
の
取
組
の
方
向
性
と
目
標
や
指
標
を
示
し
た
も
の

○
第
１
次
計
画
（
2
0
0
1
年
～
2
0
1
4
年
）
・
第
２
次
計
画
（
2
0
1
5
年
度
～
2
0
2
4
年
度
）

「
健
や
か
親
子
２
１
」
と
は

【
基
盤
課
題
Ａ
】

切
れ
目
な
い
妊
産
婦
・

乳
幼
児
へ
の

保
健
対
策

【
基
盤
課
題
Ｂ
】

学
童
期
・
思
春
期
か
ら

成
人
期
に
向
け
た

保
健
対
策

【
基
盤
課
題
Ｃ
】

子
ど
も
の
健
や
か
な

成
長
を
見
守
り
育
む

地
域
づ
く
り

【
重
点
課
題
①
】

育
て
に
く
さ
を
感
じ
る

親
に
寄
り
添
う
支
援

【
重
点
課
題
②
】

妊
娠
期
か
ら
の

児
童
虐
待
防
止
対
策

「
す
べ
て
の
子
ど
も
が
健
や
か
に
育
つ
社
会
」
の
実
現

健
や
か
親
子
２
１
推
進
協
議
会

国
（
厚
生
労
働
省
、
文
部
科
学
省
等
）
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関
係
省
庁

健
や
か
親
子
２
１
（
第
２
次
）
推
進
・
連
携
体
制
イ
メ
ー
ジ
図

す
べ
て
の
子
ど
も
が
健
や
か
に
育
つ
社
会
の
実
現

協
議
会
の
運
営
の

企
画
・
調
整

情
報
提
供

大
学

関
連

学
会

Ｎ
Ｐ
Ｏ

医
療
機
関
等

企
業

団
体

厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
母
子
保
健
課
（
運
動
全
体
の
企
画
・
立
案
・
進
捗
状
況
管
理
等
）

文
部

科
学
省

〈
地
方
公
共
団
体
〉

都
道
府
県
・

政
令
市
・
特
別
区

市
町
村

事
務
局
（
小
学
館
集
英
社
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
）

＜
ア
ワ
ー
ド
＞

○
先
進
的
で
優
れ
た
企
業
・
団
体
・
自
治
体
の
取
組
を

表
彰
す
る

サ
ロ
ン

（
情
報
交
換
の
場
）

<
全
国
大
会
>

主
催
：
国
、
都
道
府
県
、
母
子
愛
育
会
、

母
子
保
健
推
進
会
議
、
日
本
家
族
計
画
協
会

○
全
国
か
ら
母
子
保
健
関
係
者
を
集
め
母
子
保
健
の
諸

問
題
の
研
究
討
議
す
る

○
母
子
保
健
事
業
の
推
進
に
功
績
の
あ
っ
た
個
人
及
び

団
体
を
表
彰
す
る

○
協
議
会
の
運
営

○
啓
発
・
普
及
・
情
報
発
信

〈
健
や
か
親
子
２
１
推
進
協
議
会
〉

「
健
や
か
親
子
２
１
（
第
２
次
）」
に
関
す
る
主
要
課
題
に
対
す
る

取
組
に
つ
い
て
、
専
門
的
立
場
か
ら
効
果
的
な
調
整
・
推
進
を
図
る

総
会

（
全
団
体
が

参
加
）

幹
事
会

参
画
団
体
（
8
7
団
体
）

運
動
方
針
等
重
要
事
項
の
決
定

３ 虐 待 防 止

２ 育 児 支 援

１ 情 報 発 信

４ 調 査 研 究

○
テ
ー
マ
グ
ル
ー
プ

ご
と
に
団
体
同
士
が

連
携
し
て
取
組
を
推

進
す
る

○
各
団
体
内
で
「
健
や
か
親
子
２
１
」に
関
連
す
る
取
組
を
実
施

運
営
・
支
援

（
重
点
課
題
②
）

妊
娠
期
か
ら
の
児
童
虐
待
防
止
対
策
（

12
指
標
）

（
重
点
課
題
①
）

育
て
に
く
さ
を
感
じ
る
親
に
寄
り
添
う
支
援
（
５
指
標
）

（
基
盤
課
題
Ａ
）
切
れ
目
な
い
妊
産
婦
・
乳
幼
児
へ
の
保
健
対
策
（

16
指
標
）

（
基
盤
課
題
Ｂ
）
学
童
期
・
思
春
期
か
ら
成
人
期
に
向
け
た
保
健
対
策
（

11
指
標
）

（
基
盤
課
題
Ｃ
）
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
を
見
守
り
育
む
地
域
づ
く
り
（
８
指
標
）

各
地
域
内
で

連
携

運
営
・
支
援

〈
応
援
メ
ン
バ
ー
〉

○
「
健
や
か
親
子
２
１
」
へ

の
参
加
意
思
表
明

○
趣
旨
に
あ
っ
た
取
組
を

行
う
（
情
報
発
信
等
）

連 携

連
携

連 携

連 携

連
携

申
請

受
付連
携

連 携

－267－

YDWNH
テキスト ボックス
資料32



「
健
や
か
親
子
２
１
（
第
２
次
）
」
（

20
15
～

20
24
年
）
の
中
間
評
価
に
つ
い
て

全
体
の
目
標
達
成
状
況
等
の
評
価

～
52
指
標
の
う
ち
、
6
5％
が
改
善
～

評
価
区
分

該
当
指
標
数

（
割
合
）

該
当
項
目

改 善 し た

Ａ
目
標
を
達
成
し
た

12
(2

3.
1%

)

○
妊
娠
・
出
産
に
つ
い
て
満
足
し
て
い
る
者
の
割
合

○
マ
タ
ニ
テ
ィ
マ
ー
ク
を
妊
娠
中
に
使
用
し
た
こ
と
の
あ
る
母
親
の
割
合

○
積
極
的
に
育
児
を
し
て
い
る
父
親
の
割
合
等

Ｂ
目
標
に
達
し
て

い
な
い
が
改
善
し
た

22
(4

2.
3%

)
○
乳
幼
児
健
康
診
査
の
受
診
率

○
育
児
期
間
中
の
両
親
の
喫
煙
率

○
地
域
と
学
校
が
連
携
し
た
健
康
等
に
関
す
る
講
習
会
の
開
催
状
況
等

Ｃ
変
わ
ら
な
い

５

(9
.6

%
)

○
十
代
の
自
殺
死
亡
率

○
児
童
・
生
徒
に
お
け
る
痩
身
傾
向
児
の
割
合

○
育
て
に
く
さ
を
感
じ
た
と
き
に
対
処
で
き
る
親
の
割
合
等

Ｄ
悪
く
な
っ
て
い
る

４

(7
.7

%
)
○
朝
食
を
欠
食
す
る
子
ど
も
の
割
合

○
発
達
障
害
を
知
っ
て
い
る
国
民
の
割
合
等

Ｅ
評
価
で
き
な
い

９

(1
7.

3%
)
○
母
子
保
健
分
野
に
携
わ
る
関
係
者
の
専
門
性
の
向
上
に
取
り
組
ん
で
い
る
地

方
公
共
団
体
の
割
合

○
児
童
虐
待
に
よ
る
死
亡
数
等
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1.
「
健
や
か
親
子
２
１
（
第
２
次
）
」
策
定
時
に
目
標
と
し
て
設
定
し
た

52
指
標
の
う
ち
、

34
指
標
が
改
善
す
る

な
ど
一
定
の
成
果
が
出
て
お
り
、
「
マ
タ
ニ
テ
ィ
マ
ー
ク
を
知
っ
て
い
る
国
民
の
割
合
」
な
ど
既
に
最
終
評
価

目
標
に
到
達
し
た
指
標
も
み
ら
れ
る
。

2.
一
方
で
、
妊
産
婦
の
自
殺
数
が
産
科
的
合
併
症
に
よ
る
母
体
死
亡
数
を
上
回
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
妊
産
婦

の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
も
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
引
き
続
き
、
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
等
を
中

心
と
し
た
多
機
関
連
携
に
よ
る
支
援
の
充
実
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

3.
「
十
代
の
自
殺
死
亡
率
」
「
児
童
虐
待
に
よ
る
死
亡
数
」な
ど
は
改
善
し
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
引
き
続
い
て

の
対
策
が
求
め
ら
れ
る
。

4.
学
童
期
・
思
春
期
か
ら
成
人
期
に
向
け
た
保
健
対
策
に
お
い
て
は
、
十
代
の
性
に
関
す
る
課
題
に
つ
い

て
正
し
い
知
識
を
身
に
付
け
る
こ
と
の
重
要
性
が
強
く
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
産
婦
人
科
医
や
助
産
師
等
の

専
門
家
を
講
師
と
し
て
活
用
す
る
な
ど
、
効
果
的
な
性
教
育
に
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

5.
父
親
の
育
児
へ
の
取
組
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
一
方
で
、
育
児
に
伴
う
父
親
の
産
後
う
つ
な
ど
に
つ
い

て
の
実
態
の
把
握
が
十
分
と
は
い
え
な
い
状
況
を
踏
ま
え
、
父
親
の
育
児
支
援
や
心
身
の
健
康
に
関
す

る
現
状
の
把
握
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

6.
地
域
間
で
の
健
康
格
差
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
母
子
保
健
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
各
市
町
村
が
取
組
の
質

の
向
上
を
図
る
こ
と
に
加
え
、
都
道
府
県
に
お
い
て
は
地
域
間
の
母
子
保
健
サ
ー
ビ
ス
の
格
差
の
是
正

に
向
け
た
、
よ
り
広
域
的
、
専
門
的
な
視
点
で
の
市
町
村
支
援
が
求
め
ら
れ
る
。

「
健
や
か
親
子
２
１
（
第

2次
）
中
間
評
価
等
に
関
す
る
検
討
会
」
報
告
書
の
主
な
ポ
イ
ン
ト
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健
や
か
親
子
２
１
全
国
大
会
に
つ
い
て

す
べ
て
の
子
ど
も
が
健
や
か
に
育
つ
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
全
国
か
ら
母
子
保
健
事
業
及
び
家
族
計
画
関

係
者
多
数
の
参
加
を
求
め
、
母
子
保
健
の
諸
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
討
議
に
よ
り
「
健
や
か
親
子
２
１
」
の

推
進
を
図
る
と
と
も
に
、
事
業
推
進
に
功
績
の
あ
っ
た
個
人
及
び
団
体
を
表
彰
し
、
も
っ
て
、
我
が
国
の
母

子
保
健
事
業
及
び
家
族
計
画
事
業
の
一
層
の
推
進
を
図
る
。

＜
最
近
の
開
催
状
況
＞

（
参
考
）
2
0
1
9
年
度
千
葉
大
会
の
開
催
状
況

参
加
者
延
べ
約
1
6
0
0
名

○
大
会
テ
ー
マ
み
ん
な
が
主
役
！
～
地
域
み
ん
な
で
支
え
る
子
育
て
～

○
表
彰
厚
生
労
働
大
臣
表
彰
・
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
会
長
表
彰
・
日
本
家
族
計
画
協
会
会
長
表
彰
・
母
子
保
健
推
進
会
議
会
長
表
彰

○
特
別
講
演
「
子
育
て
ハ
ッ
ピ
ー
ア
ド
バ
イ
ス
～
子
が
宝
な
ら
、
母
親
も
宝
～
」

明
橋

大
二
氏
（
子
育
て
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
心
療
内
科
医
、
真
生
会
富
山
病
院
心
療
内
科
部
長
）

○
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
子
育
て
を
シ
ェ
ア
す
る
住
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
～
変
わ
る
家
族
と
変
わ
る
住
ま
い
～
」

基
調
講
演
篠
原

聡
子
氏
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
（
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
パ
ネ
リ
ス
ト
４
名
）

○
そ
の
他
、
主
催
団
体
に
よ
る
併
設
集
会
の
開
催

年
度

開
催
日

開
催
都
道
府
県

2
0
1
6
年
度

1
0
月
３
日
（
月
）
～
５
日
（
水
）

岡
山
県

2
0
1
7
年
度

1
0
月
2
5
日
（
水
）
～
2
7
日
（
金
）

宮
崎
県

2
0
1
8
年
度

1
1
月
７
日
（
水
）
～
９
日
（
金
）

三
重
県

2
0
1
9
年
度

1
1
月
７
日
（
木
）
～
８
日
（
金
）

千
葉
県

2
0
2
0
年
度

1
1
月
５
日
（
木
）
～
６
日
（
金
）
（
予
定
）

大
阪
府
（
予
定
）
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「
健
康
寿
命
を
の
ば
そ
う
！
ア
ワ
ー
ド
（
母
子
保
健
分
野
）
」
に
つ
い
て

平
成
2
7
年
度
よ
り
、
母
子
の
健
康
増
進
を
目
的
と
す
る
優
れ
た
取
組
を
行
う
企
業
・
団
体
・
自
治
体
を
表
彰
し
、
こ

れ
を
広
く
国
民
に
周
知
す
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
世
代
の
す
こ
や
か
な
暮
ら
し
を
支
え
る
良
好
な
社
会
環
境
の

構
築
を
推
進
。

第
８
回
「
健
康
寿
命
を
の
ば
そ
う
！
ア
ワ
ー
ド
（
母
子
保
健
分
野
）
」

応
募
期
間
：
令
和
元
年
７
月
１
日
（
月
）
～
８
月
2
3
日
（
金
）

表
彰
式
：
令
和
元
年
1
1
月
1
1
日
（
月
）

応
募
対
象
：
す
べ
て
の
子
ど
も
が
健
や
か
に
育
つ
社
会
の
実
現
に
向
け
、

母
子
の
健
康
増
進
を
目
的
と
す
る
優
れ
た
取
組
を
行
っ
て
い
る

企
業
・
団
体
・
自
治
体 詳
細
は
、
特
設
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
→
h
tt
p
:/
/
su
ko
ya
ka
2
1
.jp
/
ke
n
ko
u
-
aw
ar
d
2
0
1
9

【
厚
生
労
働
大
臣
最
優
秀
賞
】

（
１

件
）

須
坂

市
(長

野
県

)
「

一
人

も
取

り
残

さ
れ

な
い

」
妊

娠
期

か
ら

切
れ

目
の

な
い

支
援

の
た

め
の

多
職

種
連

携
地

域
母

子
保

健
シ

ス
テ

ム
「

須
坂

モ
デ

ル
」

の
構

築
と

均
て

ん
化

【
厚
生
労
働
大
臣
優
秀
賞
】

（
３

件
）

＜
企
業
部
門
＞
株
式
会
社
ファ
ー
ス
トア
セ
ント

AI
を活
用
して
子
育
て
をサ
ポ
ー
ト「
パ
パ
っと
育
児
＠
赤
ち
ゃん
手
帳
」

＜
団
体
部
門
＞
一
般
社
団
法
人
佐
久
医
師
会

教
え
て
！
ドク
ター

こど
も
の
病
気
とお
うち
ケ
ア

＜
自
治
体
部
門
＞
高
浜
町
（
福
井
県
）

も
っと
幸
せ
に
子
育
て
出
来
る
まち
へ
。民
宿
を活
用
した
産
後
デ
イサ
ー
ビス

第
８
回
受
賞
取
組
等

応
募
数

90
件
（
内
訳
企
業
部
門

26
件
団
体
部
門

54
件
自
治
体
部
門

10
件
）

【
子
ど
も
家
庭
局
長
賞
（
受
賞
団
体
の
み
）
】

（
1
0
件

（
企

業
部

門
３

件
、

団
体

部
門

5
件

、
自

治
体

部
門

２
件

）
）

＜
企

業
部

門
＞

コ
ド

モ
ト

株
式

会
社

/大
阪

ガ
ス

株
式

会
社

／
コ

ネ
ヒ

ト
株

式
会

社
＜

団
体

部
門

＞
風

疹
を

な
く

そ
う

の
会

「
h
a
n
d
 i
n
 h

a
n
d
」

/特
定

非
営

利
活

動
法

人
東

京
里

山
開

拓
団

／
特

定
非

営
利

活
動

法
人

育
児

サ
ポ

ー
ト

d
o
u
ce

.／
多

言
語

絵
本

の
会

R
A
IN

B
O

W
／

認
定

N
P
O

法
人

郡
山

ペ
ッ

プ
子

育
て

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

＜
自

治
体

部
門

＞
静

岡
県

/湯
浅

町
（

和
歌

山
県

有
田

郡
）
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事 務 連 絡 

令和元年１０月２５日 

 

 

     都 道 府 県     防 災 担 当 

 各  保健所設置市    男女共同参画担当  御中 

       特  別  区   母 子 保 健 担 当 

 

 

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（被災者行政担当） 

内 閣 府 男 女 共 同 参 画 局 総 務 課 

厚生労働省子ども家庭局母子保健課 

 

 

災害時における授乳の支援並びに母子に必要となる物資の備蓄及び活用について  

 

 防災に関する施策、男女共同参画社会及び母子保健行政の推進につきまして

は、かねてより格段の御配慮をいただいているところであり、深く感謝申し上げ

ます。 

 災害時には、避難所等や自宅での慣れない生活環境により、心身の健康に影

響が生ずることが想定されます。特に、妊産婦及び乳児については心身の負担

が大きくなることとあわせて、断水や停電等により、授乳に当たっての清潔な

環境等が確保できない可能性も考えられます。 

国においては、被災者の命と生活環境を守るために不可欠な物資として、育

児用ミルク（粉ミルク又は乳児用液体ミルク）や哺乳瓶等をプッシュ型で支援

することとしていますが、各自治体におかれましては、「災害時における育児

用ミルクの備蓄に関する自治体及び民間団体の取組事例」（別添）を参考に、

授乳に当たっての環境の整備や授乳中の女性への支援について関係部局間で連

携して進めていただきますよう、お願いいたします。とりわけ、ライフライン

が断絶された場合においても水等を使用せずに授乳できる乳児用液体ミルクを

母子の状況等に応じて活用いただくとともに、平時から育児用ミルク及び使い

捨て哺乳瓶や消毒剤等の授乳用品などの母子に必要となる物資の備蓄も進めて

いただきますよう、お願いいたします。 
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なお、その際、災害のために備蓄した育児用ミルクについては、ローリング

ストック（＊）等により有効に活用することが可能であり、例えば、賞味期限

が間近になった育児用ミルクを保育所等施設での給食等の食材として活用する

こと、防災に関する訓練や啓発活動において災害への備えとして正しい使用方

法等を説明した上で活用することなどが考えられます。 

 各都道府県におかれましては、管内市町村に対し広く周知いただきますよう

お願い申し上げます。 

  

＊ローリングストックとは、物資を特別に備えるのではなく、日頃から食べ

ているものや使っているものを少し多めに購入し、食べた分を補充しながら

日常的に備蓄すること。消費期限切れなどの無駄のない備えができる。  

 

（別添）  

災害時における育児用ミルクの備蓄に関する自治体及び民間団体の取組事例 

（参考資料） 

プッシュ型物資支援の実施（液体ミルク等の支援実績について） 
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不
妊
に
悩
む
方
へ
の
特
定
治
療
支
援
事
業
に
つ
い
て

○
要
旨

不
妊
治
療
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
高
額
な
医
療
費
が
か
か
る
配
偶
者
間
の
不
妊
治
療
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
助
成

○
対
象
治
療
法

体
外
受
精
及
び
顕
微
授
精
（
以
下
「
特
定
不
妊
治
療
」
と
い
う
。
）

○
対
象
者

特
定
不
妊
治
療
以
外
の
治
療
法
に
よ
っ
て
は
妊
娠
の
見
込
み
が
な
い
か
、
又
は
極
め
て
少
な
い
と
医
師
に
診
断
さ
れ
た
法
律
上
の
婚
姻

を
し
て
い
る
夫
婦
（
治
療
期
間
の
初
日
に
お
け
る
妻
の
年
齢
が
４
３
歳
未
満
で
あ
る
夫
婦
）

○
給
付
の
内
容

①
１
回
１
５
万
円
（
初
回
の
治
療
に
限
り
３
０
万
円
ま
で
助
成
）

※
凍
結
胚
移
植
（
採
卵
を
伴
わ
な
い
も
の
）
及
び
採
卵
し
た
が
卵
が
得
ら
れ
な
い
等
の
た
め
中
止
し
た
も
の
つ
い
て
は
、
１
回
７
.５
万
円

通
算
回
数
は
、
初
め
て
助
成
を
受
け
た
際
の
治
療
期
間
初
日
に
お
け
る
妻
の
年
齢
が
、
４
０
歳
未
満
で
あ
る
と
き
は
通
算
６
回
ま
で
、

４
０
歳
以
上
４
３
歳
未
満
で
あ
る
と
き
は
通
算
３
回
ま
で
助
成

②
男
性
不
妊
治
療
を
行
っ
た
場
合
は
１
５
万
円
（
初
回
の
治
療
に
限
り
３
０
万
円
ま
で
助
成
）

※
精
子
を
精
巣
又
は
精
巣
上
体
か
ら
採
取
す
る
た
め
の
手
術

○
所
得
制
限

７
３
０
万
円
（
夫
婦
合
算
の
所
得
ベ
ー
ス
）

○
指
定
医
療
機
関

事
業
実
施
主
体
に
お
い
て
医
療
機
関
を
指
定

○
実
施
主
体

都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市

○
補
助
率

１
／
２
（
負
担
割
合
：
国
１
／
２
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
１
／
２
）

平
成
１
６
年
度

１
７
，
６
５
７
件

平
成
１
７
年
度

２
５
，
９
８
７
件

平
成
１
８
年
度

３
１
，
０
４
８
件

平
成
１
９
年
度

６
０
，
５
３
６
件

平
成
２
０
年
度

７
２
，
０
２
９
件

平
成
２
１
年
度

８
４
，
３
９
５
件

平
成
２
２
年
度

９
６
，
４
５
８
件

平
成
２
３
年
度

１
１
２
，
６
４
２
件

平
成
２
４
年
度

１
３
４
，
９
４
３
件

平
成
２
５
年
度

１
４
８
，
６
５
９
件

平
成
２
６
年
度

１
５
２
，
３
２
０
件

平
成
２
７
年
度

１
６
０
，
７
３
３
件

平
成
２
８
年
度

１
４
１
，
８
９
０
件

平
成
２
９
年
度

１
３
９
，
７
５
２
件

１
．
事
業
の
概
要

３
．
支
給
実
績

（
令
和
元
年
度
予
算
）

（
令
和
２
年
度
予
算
案
）

１
６
，
３
７
６
百
万
円

→
１
５
，
１
３
４
百
万
円

平
成
１
６
年
度
創
設

１
年
度
あ
た
り
給
付
額
10
万
円
、
通
算
助
成
期
間
２
年
間
と
し
て
制
度
開
始

平
成
１
８
年
度

通
算
助
成
期
間
を
２
年
間
→
５
年
間
に
延
長

平
成
１
９
年
度

給
付
額
を
１
年
度
あ
た
り
１
回
10
万
円
・
２
回
に
拡
充
、
所
得
制
限
を
65
0万
円
→
73
0万
円

に
引
き
上
げ

平
成
２
１
年
度
補
正

給
付
額
１
回
10
万
円
→
15
万
円
に
拡
充

平
成
２
３
年
度

１
年
度
目
を
年
２
回
→
３
回
に
拡
充
、
通
算
10
回
ま
で
助
成

平
成
２
５
年
度

凍
結
胚
移
植
(採
卵
を
伴
わ
な
い
も
の
)等
の
給
付
額
を
見
直
し
（
15
万
円
→
7.
5
万
円
）

平
成
２
５
年
度
補
正

安
心
こ
ど
も
基
金
に
よ
り
実
施

平
成
２
６
年
度

妻
の
年
齢
が
40
歳
未
満
の
新
規
助
成
対
象
者
の
場
合
は
、
通
算
６
回
ま
で
助
成

（
年
間
助
成
回
数
・
通
算
助
成
期
間
の
制
限
廃
止
）
※
平
成
25
年
度
の
有
識
者
検
討
会
の
報
告
書

に
お
け
る
医
学
的
知
見
等
を
踏
ま
え
た
見
直
し
（
完
全
施
行
は
平
成
28
年
度
）

平
成
２
７
年
度

安
心
こ
ど
も
基
金
に
よ
る
実
施
を
廃
止
し
、
当
初
予
算
に
計
上

平
成
２
７
年
度
補
正

初
回
治
療
の
助
成
額
を
15
万
→
30
万
円
に
拡
充

男
性
不
妊
治
療
を
行
っ
た
場
合
、
15
万
円
を
助
成

平
成
２
８
年
度

妻
の
年
齢
が
43
歳
以
上
の
場
合
、
助
成
対
象
外
。
妻
の
年
齢
が
40
歳
未
満
の
場
合
は
通
算
６
回
ま

で
、
40
歳
以
上
43
歳
未
満
の
場
合
は
通
算
３
回
ま
で
助
成
（
年
間
助
成
回
数
・
通
算
助
成
期
間
の

制
限
廃
止
）

令
和
元
年
度

男
性
不
妊
治
療
に
か
か
る
初
回
の
助
成
額
を
15
万
→
30
万
円
に
拡
充

２
．
沿

革
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○
対
象
者

・
・
・

不
妊
や
不
育
症
に
つ
い
て
悩
む
夫
婦
等

○
事
業
内
容

（
１
）
夫
婦
の
健
康
状
況
に
的
確
に
応
じ
た
不
妊
に
関
す
る
相
談
指
導

（
２
）
不
妊
治
療
と
仕
事
の
両
立
に
関
す
る
相
談
対
応

（
３
）
不
妊
治
療
に
関
す
る
情
報
提
供

（
４
）
不
妊
相
談
を
行
う
専
門
相
談
員
の
研
修

○
実
施
担
当
者
・
・
・
不
妊
治
療
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
医
師
、
そ
の
他
社
会
福
祉
、
心
理
に
関
し
て
知
識
を
有
す
る
者
等

○
実
施
場
所
（
実
施
主
体
：
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
）

全
国
７
６
か
所
（
令
和
元
年

7月
1日
時
点
）
※
自
治
体
単
独
（

3か
所
）
含
む

主
に
大
学
・
大
学
病
院
・
公
立
病
院
２
２
か
所
、
保
健
所
１
９
か
所
に
お
い
て
実
施
。

「
ニ
ッ
ポ
ン
一
億
総
活
躍
プ
ラ
ン
」
（
平
成
2
8
年
6
月
2
日
閣
議
決
定
）
不
妊
専
門
相
談
セ
ン
タ
ー
を
２
０
１
９
年
度
ま
で
に
全
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・中
核
市
に
配
置

○
補
助
率
等

補
助
率
：
１
／
２

R
2
基
準
額
（
案
）
：
4
7
4
,5
0
0
円
（
月
額
）

○
相
談
実
績

平
成
２
９
年
度
：
２
４
，
８
３
０
件
（
内
訳
：
電
話
１
１

,３
３
５
件
、
面
接
８

,７
２
０
件
、
メ
ー
ル
１

,０
９
８
件
、
そ
の
他
１

,８
６
３
件
）

（
電
話
相
談
）
医
師
１
３
％
、
助
産
師
４
３
％
、
保
健
師
２
８
％
、
そ
の
他
（
心
理
職
な
ど
）
１
８
％

（
面
接
相
談
）
医
師
３
６
％
、
助
産
師
２
８
％
、
保
健
師
１
６
％
、
そ
の
他
（
心
理
職
な
ど
）
２
０
％

（
メ
ー
ル
相
談
）
医
師
２
３
％
、
助
産
師
４
０
％
、
保
健
師
２
０
％
、
そ
の
他
（
心
理
職
な
ど
）
１
８
％

（
相
談
内
容
）
・
費
用
や
助
成
制
度
に
関
す
る
こ
と
（
１
２
，
８
５
２
件
）

・
不
妊
症
の
検
査
・
治
療
（
４
，
９
４
５
件
）

・
不
妊
の
原
因
（
１
，
８
６
３
件
）

・
不
妊
治
療
を
実
施
し
て
い
る
医
療
機
関
の
情
報
（
１
，
４
７
６
件
）

・
家
族
に
関
す
る
こ
と
（
１
，
３
０
１
件
）

・
不
育
症
に
関
す
る
こ
と
（
１
，
０
６
１
件
）

・
主
治
医
や
医
療
機
関
に
対
す
る
不
満
（
６
１
１
件
）

・
世
間
の
偏
見
や
無
理
解
に
よ
る
不
満
（
４
４
６
件
）
・
不
妊
治
療
と
仕
事
の
両
立
に
つ
い
て
（
３
１
８
件
）

○
事
業
の
目
的

不
妊
や
不
育
症
の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
の
適
切
な
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
涯
を
通
じ
た
女
性
の
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

不
妊
専
門
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業

（
令
和
元
年
度
予
算
）

（
令
和
２
年
度
予
算
案
）

１
２
４
百
万
円

→
１
０
４
百
万
円

1
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 雇児母発０３１３第１号  

平成２５年３月１３日 

 

  都道府県 

各 指定都市 母子保健主管部（局）長 殿 

中 核 市 

 

 

              厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長        

 

 

「母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査」の指針等について（周知依頼） 

 

 

 

 「母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査」（以下「新出生前遺伝学的検査」という。）につきま

しては、去る3月9日に、日本産科婦人科学会が「『母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査』指針」

（以下「学会指針」という。）を決定し公表いたしました。また併せて、日本医学会、日本産科婦人科

学会、日本人類遺伝学会、日本医師会、日本産婦人科医会の関係５団体が、新出生前遺伝学的検査につ

いての共同声明を発表しました。 

 学会指針及び共同声明の内容は別添のとおりですが、新出生前遺伝学的検査についての厚生労働省の

見解は下記のとおりですので、本通知、学会指針（別紙１）及び共同声明（別紙２）について、その内

容を御了知いただくとともに、貴都道府県・市の医療主管部（局）、衛生主管部（局）等の関係部署及

び管内の市区町村、並びに必要に応じて管内の医療機関等の関係機関に対して、幅広く情報提供してい

ただくよう、よろしくお願いいたします。 

なお、別途、別紙３の関係機関に対して、各会の会員等に対する周知並びに学会指針及び共同声明の

遵守を依頼していることを申し添えます。 

 

 

記 

 

 
１． 新出生前遺伝学的検査等に関する厚生労働省の基本的考え方 

○ 一般的に医学的検査は、必要な患者に対し、診察から検査、診断、治療に至るまでの医師が行う診

療行為の一環としてなされるべきものである。 

 

○ 特に、新出生前遺伝学的検査については、その高度な専門性と結果から導き出される社会的影響を

考慮すると、検査前後における専門家による十分な遺伝カウンセリングにより、検査を受ける妊婦

やその家族等に検査の意義や限界などについて正確に理解していただくことが必要である。 
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○ 検査対象者については、新出生前遺伝学的検査の特性を踏まえ、超音波検査等で胎児が染色体数異

常を有する可能性が示唆された者や染色体数的異常を有する児を妊娠した既往のある者、高齢妊娠

の者等、一定の要件を定めることが必要である。 

 

○ そのためには、学会関係者に限らず、検査に関わる全ての学術団体、医学研究機関、医療機関、臨

床検査会社、遺伝子解析施設、遺伝子解析の仲介会社、健康関連企業等の皆様にも、学会指針を尊

重して御対応いただくことが必要と考えている。 

 

※別紙２・別紙３については省略 
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第１回 母体血を用いた出生前遺伝学的検査
（NIPT）の調査等に関するワーキンググループ 資料１ 

令和元年１０月２１日 

 

母体血を用いた出生前遺伝学的検査（NIPT）の調査等に関するワーキンググループ 

開催要綱 

 

１．設置の趣旨 

母体血を用いた非侵襲性出生前遺伝学的検査（NIPT（Non Invasive Prenatal genetic 

Testing））については、日本産科婦人科学会が策定した指針を受け、平成 25 年度から関係

学会等の連携の下、日本医学会の認定制度に基づき実施されてきた。他方、ここ数年、認

定施設以外の医療機関での検査が増加し、妊婦の不安や悩みに寄り添う適切なカウンセリ

ングが行われていない等の問題が指摘されている。 

こうした状況を踏まえ、NIPT の実施体制等の検討に資する必要なデータや事例の収集等

を行い、その実態を把握・分析することを目的として、本ワーキンググループを開催する。 

 

２．調査事項等 

（１）認定施設における検査の実施状況や課題の把握 

（２）認定施設以外の医療機関における検査・カウンセリング体制や利用者の状況の把握 

（３）検査前後の妊婦の不安や悩みに関する相談支援ニーズの把握 

（４）検査前後における妊婦や家族を支える相談支援の事例収集 

 等 

 

３．構成 

（１）本ワーキンググループは、厚生労働省子ども家庭局長が別紙の構成員の参集を求め

て開催する。 

（２）本ワーキンググループには、構成員の互選により座長をおき、ワーキンググループ

を統括する。 座長は座長代理を指名することができる。 

（３）本ワーキンググループには、必要に応じ、別紙構成員以外の有識者等の参集を依頼

することができるものとする。 

 

４．運営 

（１）本ワーキンググループは、原則として公開とする。 

（２）本ワーキンググループの庶務は、 厚生労働省子ども家庭局母子保健課が行う。 

（３）この要綱に定めるもののほか、本ワーキンググループの開催に必要な事項は、座長

が子ども家庭局長と協議の上、定める。 
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第１回 母体血を用いた出生前遺伝学的検査
（NIPT）の調査等に関するワーキンググループ 資料１ 

令和元年１０月２１日 

 

母体血を用いた出生前遺伝学的検査（NIPT） 

の調査等に関するワーキンググループ 

構成員名簿 

 

令和元年１０月２１日現在 

委員名 所属・役職 

石井 美智子 明治大学法学部教授 

齋藤 加代子 東京女子医科大学 附属遺伝子医療センター教授 

関沢 明彦 昭和大学医学部産婦人科教授 

種村 光代 産科婦人科種村ウィメンズクリニック院長 

玉井 浩 大阪医科大学小児高次脳機能研究所所長 

柘植 あづみ 明治学院大学社会学部教授 

中込 さと子 信州大学医学部保健学科教授 

野崎 亜紀子 京都薬科大学教授 

平川 俊夫 日本医師会常任理事 

堀田 彰恵 全国保健師長会副会長 

計１０名（敬称略、五十音順） 
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旧
優
生
保
護
法
に
つ
い
て

議
員
立
法
に
よ
り
全
会
一
致
で
成
立
。

人
口
過
剰
問
題
や
ヤ
ミ
堕
胎
の
増
加
を
背
景
に
、
優
生
思
想
の
下
、
不
良
な
子
孫
を
出
生
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
母

性
の
生
命
健
康
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
優
生
手
術
（
不
妊
手
術
）
や
人
工
妊
娠
中
絶
等
に
つ
い
て
規
定
。

昭
和
2
3年

優
生
保
護
法
の
制
定
（
議
員
立
法
）

障
害
者
の
権
利
の
実
現
に
向
け
た
取
組
が
進
め
ら
れ
る
中
、
障
害
者
を
差
別
す
る
優
生
思
想
を
排
除
す
る
た
め
、
法
律
名
を
改
正
す
る

と
と
も
に
、
遺
伝
性
精
神
疾
患
等
を
理
由
と
す
る
優
生
手
術
（
不
妊
手
術
）
及
び
人
工
妊
娠
中
絶
に
関
す
る
規
定
を
削
除
し
た
。

平
成
８
年
優
生
保
護
法
を
母
体
保
護
法
に
改
正
（
議
員
立
法
）

【
法
の
概
要
及
び
件
数
（
昭
和
2
4
年
か
ら
平
成
８
年
）
】

遺
伝
性
疾
患
等
を
理
由
と
し
た
優
生
手
術
（
不
妊
手
術
）と
し
て
、
本
人
同
意
の
有
無
等
に
基
づ
い
て
３
類
型
を
規
定
。

本
人
の
同
意
に
よ
ら
な
い
も
の
は
、
都
道
府
県
に
設
置
さ
れ
た
「
優
生
保
護
審
査
会
」
に
て
、
審
査
・
決
定
。

本
法
の
定
め
に
よ
ら
な
い
不
妊
手
術
は
禁
止
。

約
１
万

6,
50

0件
約

8,
50

0件

本
人
同
意
不
要

本
人
同
意

審
査
会
決
定

保
護
者
同
意

審
査
会
決
定

４
条

12
条

３
条

遺
伝
性
疾
患

非
遺
伝
性
疾
患

遺
伝
性
疾
患
等

ら
い
疾
患

14
,5

66
件

1,
90

9件
6
,9
6
7
件

1,
55

1件

（
優
生
手
術
の
対
象
疾
患
の
類
型
）

▶
４
条
（
医
師
の
申
請
・
審
査
会
決
定
）

•
本
人
の
遺
伝
性
の
精
神
病
・
精
神
薄
弱
、
顕
著
な
遺

伝
性
身
体
疾
患
等
を
理
由
と
し
た
手
術
。

•
医
師
に
申
請
義
務
が
あ
る
。

•
公
益
上
の
必
要
性
が
審
査
要
件
。

▶
1
2
条
（
医
師
の
申
請
・
保
護
者
同
意
・
審
査
会
決
定
）

•
本
人
の
非
遺
伝
性
の
精
神
病
・
精
神
薄
弱
を
理
由
と

し
た
手
術
。

•
本
人
保
護
の
必
要
性
が
審
査
要
件
。

▶
３
条
（
本
人
同
意
・
医
師
の
認
定
）

•
本
人
、
配
偶
者
の
遺
伝
性
精
神
病
質
、
遺
伝
性
身

体
疾
患
等
を
理
由
と
し
た
手
術
。

•
四
親
等
以
内
の
血
族
の
遺
伝
性
精
神
病
、
遺
伝
性

精
神
薄
弱
等
を
理
由
と
し
た
手
術
。

•
ら
い
疾
患
を
理
由
と
し
た
手
術
。

（
参
考
）
旧
優
生
保
護
法
第
３
条
に
母
体
保
護
を
理
由
と
す
る
手
術
の
規
定
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
平
成
８
年
改

正
後
の
母
体
保
護
法
に
お
い
て
も
「
母
体
の
健
康
を
著
し
く
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
」
場
合
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。

約
２
万
5
,0

00
件
（※
）

（
※
）
「
都
道
府
県
等
に
お
け
る
旧
優
生
保
護
法
関
係
資
料
等
の
保
管
状
況
調
査
結
果
」
（
平
成
3
0
年
９
月
６
日
公

表
）
に
よ
れ
ば
、
各
都
道
府
県
等
に
お
い
て
、
優
生
手
術
の
実
施
に
関
す
る
資
料
に
つ
い
て
個
人
が
特
定
で
き
る

形
で
保
管
さ
れ
て
い
た
の
は
、
手
術
実
施
が
確
認
で
き
る
3
,0
7
9
人
を
含
め
、
計
5
,4
0
0
人
で
あ
っ
た
。

－295－

YDWNH
テキスト ボックス
資料44



①
一
時
金
受
給
権
の
認
定
は
、
請
求
（
都
道
府
県
知
事
の
経
由
可
）
に
基
づ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
。

②
請
求
期
限
は
、
５
年
（
検
討
条
項
あ
り
。
）

③
都
道
府
県
知
事
・
厚
生
労
働
大
臣
は
認
定
に
必
要
な
調
査
を
行
う
。

国
は
、
旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
を
受
け
た
者
に
対
し
、
一
時
金
（３
２
０
万
円
）を
支
給
（非
課
税
）

・
旧
優
生
保
護
法
の
下
、
多
く
の
方
々
が
、
生
殖
を
不
能
に
す
る
手
術
・
放
射
線
の
照
射
を
受
け
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
、
心
身
に
多
大
な
苦
痛
を
受
け
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
、
我
々
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
立
場
に
お
い
て
、
真
摯
に
反
省
し
、
心
か
ら
深
く
お
わ
び
す
る
。

・
今
後
、
こ
れ
ら
の
方
々
の
名
誉
と
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
二
度
と
繰
り
返
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
努
力
を
尽
く
す
決
意
を
新
た

に
す
る
。

・
国
が
こ
の
問
題
に
誠
実
に
対
応
し
て
い
く
立
場
に
あ
る
こ
と
を
深
く
自
覚
し
、
本
法
を
制
定
す
る
。

旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
を
受
け
た
者
に
対
す
る
一
時
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
概
要

第
１
前
文

第
２
対
象
者
（
旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
を
受
け
た
者
）

第
３
一
時
金
の
支
給

公
布
日
（
認
定
審
査
会
に
つ
い
て
は
、
公
布
日
か
ら
２
月
後
）

２
権
利
の
認
定
等

①
厚
生
労
働
大
臣
は
、
対
象
者
（第
２
①
）で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
を
除
き
、
認
定
審
査
会
の
審
査
を
求
め
る
。

※
認
定
審
査
会
：
厚
生
労
働
省
に
設
置
し
、
医
療
、
法
律
、
障
害
者
福
祉
等
に
関
す
る
有
識
者
で
構
成

②
認
定
審
査
会
は
、
請
求
者
の
陳
述
、
医
師
の
診
断
、
診
療
録
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
適
切
に
判
断

③
厚
生
労
働
大
臣
は
、
認
定
審
査
会
の
審
査
結
果
に
基
づ
き
認
定

①
支
給
手
続
に
つ
い
て
十
分
か
つ
速
や
か
に
周
知
（
国
・
都
道
府
県
・
市
町
村
）

②
相
談
支
援
そ
の
他
請
求
に
関
し
利
便
を
図
る
。
（
国
・
都
道
府
県
）

※
障
害
者
支
援
施
設
、
障
害
者
支
援
団
体
等
の
協
力
を
得
る
と
と
も
に
、
障
害
の
特
性
に
十
分
に
配
慮

１
調
査
等

国
は
、
前
文
で
述
べ
た
よ
う
な
事
態
を
二
度
と
繰
り
返
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
共
生
社
会
の
実
現
に
資
す
る
観
点
か
ら
、
旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
に
関
す
る
調
査
そ
の
他
の

措
置
を
実
施

２
周
知

国
は
、
本
法
の
趣
旨
・内
容
に
つ
い
て
、
広
報
活
動
等
を
通
じ
国
民
に
周
知
を
図
り
、
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
る
。

①
旧
優
生
保
護
法
が
存
在
し
た
間
（
※
）
に
、
優
生
手

術
を
受
け
た
者
（
母
体
保
護
の
み
を
理
由
と
し
て
受
け

た
者
を
除
く
。
）

②
①
の
期
間
に
生
殖
を
不
能
に
す
る
手
術
等
を
受
け
た
者
（
㋑
～
㊁
の
み
を
理
由
と
す
る
手
術
等
を
受
け
た
こ
と
が
明
ら
か
な
者
を
除
く
。
）

㋑
母
体
保
護

㋺
疾
病
の
治
療
㋩
本
人
が
子
を
有
す
る
こ
と
を
希
望
し
な
い
こ
と
。

㊁
㋩
の
ほ
か
、
本
人
が
手
術
等
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
こ
と
。

①
又
は
②
の
者
で
あ
っ
て
、
施
行
日
に
お
い
て
生
存
し
て
い
る
も
の
。

※
昭
和
２
３
年
９
月
１
１
日
～
平
成
８
年
９
月
２
５
日

１
一
時
金
の
支
給

３
旧
優
生
保
護
法
一
時
金
認
定
審
査
会
に
よ
る
審
査

４
相
談
支
援
等

第
４
調
査
等
及
び
周
知

第
５
施
行
期
日
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累計：平成31年４月24日(水)～令和２年２月２日(日)分

都道府県 請求受付件数 相談件数

北海道 81 371
青森県 4 16
岩手県 3 18
宮城県 82 249
秋田県 11 94
山形県 28 57
福島県 16 106
茨城県 39 61
栃木県 8 19
群馬県 6 17
埼玉県 13 76
千葉県 9 31
東京都 22 103
神奈川県 13 67
新潟県 10 34
富山県 6 25
石川県 20 37
福井県 2 10
山梨県 3 36
長野県 22 34
岐阜県 10 52
静岡県 13 39
愛知県 9 20
三重県 10 30
滋賀県 11 38
京都府 6 28
大阪府 18 96
兵庫県 13 64
奈良県 4 22
和歌山県 4 36
鳥取県 10 20
島根県 8 15
岡山県 14 162
広島県 15 70
山口県 20 165
徳島県 33 80
香川県 8 33
愛媛県 6 24
高知県 3 17
福岡県 12 83
佐賀県 6 27
長崎県 6 21
熊本県 11 132
大分県 25 189
宮崎県 5 62
鹿児島県 4 64
沖縄県 14 30

厚生労働省 127 249

計 823 3,329

旧優生保護法一時金請求・相談件数
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令和２年１月末現在（累計）

１．認定件数 425 件 ４．都道府県別

うち、審査会の審査が
不要であったもの 88 件 北海道 35 件 京都府 1 件
うち、審査会の審査結果
に基づき認定したもの 337 件 青森県 1 件 大阪府 4 件

宮城県 53 件 兵庫県 3 件

２．性別 秋田県 6 件 奈良県 2 件

男性 148 名 山形県 10 件 和歌山県 2 件

女性 277 名 福島県 5 件 鳥取県 7 件

茨城県 24 件 島根県 4 件

３．年齢階級別 栃木県 3 件 岡山県 9 件

４０歳代 3 名 群馬県 3 件 広島県 3 件

５０歳代 10 名 埼玉県 1 件 山口県 13 件

６０歳代 110 名 千葉県 6 件 徳島県 6 件

７０歳代 125 名 東京都 7 件 香川県 6 件

８０歳代 129 名 神奈川県 6 件 愛媛県 3 件

９０歳代 47 名 新潟県 2 件 福岡県 6 件

１００歳代 1 名 富山県 2 件 佐賀県 1 件

石川県 16 件 長崎県 3 件

福井県 1 件 熊本県 8 件

長野県 2 件 大分県 12 件

岐阜県 3 件 宮崎県 2 件

静岡県 5 件 鹿児島県 2 件

愛知県 1 件 沖縄県 8 件

三重県 5 件 厚生労働省 119 件

滋賀県 4 件

旧優生保護法一時金支給の認定件数
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